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副命

序
ワ
イ
マ

l
ル
期
ド
イ
ツ
で
既
に
そ
の
名
を
馳
せ
て
い
た
公
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
一
九
二
0
年
代
の
初
期
著
作
は
、
専
門

領
域
や
政
治
的
立
場
の
違
い
を
超
え
、
例
え
ば
社
会
学
者
マ
ン
ハ
イ
ム
や
若
き
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
っ
た
、
同
時
代
の
ワ
イ
マ

l
ル
知
識
人
た

ち
に
広
範
な
影
響
作
用
を
及
ぼ
し
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
公
法
学
で
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
を
形
成
す
る
ま
で
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
時
(
1
)
 

と
所
の
隔
た
り
を
超
え
、
遠
く
東
ア
ジ
ア
で
も
戦
後
日
本
の
政
治
学
の
梨
明
期
に
お
い
て
決
定
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
ナ
チ
ズ
ム
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
を
転
機
と
し
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
活
動
ま
で
も
、
ヒ
ト
ラ
ー

独
裁
を
弁
護
し
た
「
第
三
帝
国
の
桂
冠
法
学
者
(
容
。
之
呂
田
内
)
」
と
い
う
評
価
に
よ
り
全
面
的
に
お
お
い
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
東
西
冷

戦
と
い
う
「
政
治
化
の
時
代
」
の
只
中
で
、

一
九
七
0
年
代
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
紹
介
活
動
も
同
様
な
隠
蔽
機
能
を
果
た
さ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
国
ド
イ
ツ
に
先
立
ち
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
の
手
に
よ
り
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
に
修

正
が
加
え
ら
れ
、
一
九
三
二
年
の
大
統
領
内
閣
期
に
は
、
国
防
相
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
ャ

l
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
む
し
ろ
ナ
チ
の
政
権
掌
握
を
阻

(2) 

止
し
ワ
イ
マ
!
ル
共
和
国
を
擁
護
す
る
側
に
立
っ
て
い
た
、
と
い
う
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
隠
さ
れ
た
一
面
が
発
見
さ
れ
た
が
、

共
和
国
擁
護
の
理
論
家
と
い
う
こ
の
新
た
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
像
は
、
最
近
解
読
さ
れ
た
ば
か
り
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
日
記
帳
を
通
じ
資
料
的
に
も

(3) 

確
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
一
九
九
0
年
代
に
は
、
従
来
日
本
に
は
馴
染
み
の
薄
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
と
い
う
神
学
的
背
景



(4) 

か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見
ら
れ
た
が
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
全
体
を
通
じ
た
統
一
的
シ
ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
は
未

だ
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
、

ワ
イ
マ

l
ル
末
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
活
動
が
こ
れ
ま
で
歴
史
の
暗

閣
に
葬
り
去
ら
れ
て
き
た
と
い
う
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
「
過
去
の
克
服
」
に
伴
う
事
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

知
的
活
動
が
、
以
前
の
著
作
に
次
々
と
変
更
を
加
え
て
再
版
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
連
続
的
発
展
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
き

た
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
発
展
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
第
一
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
ど
う
理
解
し
て
い
た

ワ
イ
マ

l
ル
期
を
通
じ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
近
代
理
解
が
次
々
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
時
系
列
的
に
た
ど
っ

ワ
イ
マ

l
ル
期
の
主
要
著
作
に
つ
き
見
て
取
れ
る
、
初
版
か
ら
第
二
版
に
か
け
て
の
記
述
の
追
加
や
修

か
と
い
う
視
点
か
ら
、

て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
際
に
、

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

正
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
ワ
イ
マ

i
ル
期
内
部
で
の
思
想
形
成
の
区
切
り
目
を
従
来
以
上
に
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
大
統
領
内
閣
の
ブ
レ
ー
ン
活
動
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
に
つ
き
、
彼
の
著
作
を
解
釈
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
政
治
史
的
丈
脈
と
の
関
連
に
注
意
を
払
い
た
い
。
第
二
に
、
本
稿
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
の
従
順
な
弟
子
と
し

(
5
)
 

て
指
導
者
民
主
主
義
論
を
継
承
し
た
、
と
い
う
ヴ
ェ

l
パ
l
研
究
者
W
・
モ
ム
ゼ
ン
の
論
争
的
な
テ

l
ゼ
に
注
目
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
研
究
の

側
か
ら
改
め
て
こ
の
テ

l
ゼ
を
再
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
際
に
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
大
統
領
制
的
要
素
の
評
価
に
関
す
る
両
者
の

思
想
的
連
続
性
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
前
提
を
な
し
て
い
る
独
特
な
近
代
理
解
、
即
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
を
「
普
遍
的
官
僚
制
化
」
の
進
行
と
捉
え
る
合
理
化
論
に
ま
で
視
野
を
拡
大
し
、
両
者
の
思
想
的
近
さ
を
考
え
て
み
た
い
。
つ
ま
り
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
ど
こ
ま
で
師
の
ヴ
ェ

l
パ
l
に
負
い
、
ど
こ
か
ら
離
反
す
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
近
代
理
解

を
再
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
際
に
、
状
況
に
応
じ
て
変
転
し
て
い
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思

北法54(6.3)2015

想
的
遍
歴
を
確
定
す
る
た
め
に
も
、

ワ
イ
マ

l
ル
初
期
、
相
対
的
安
定
期
、
ワ
イ
マ

i
ル
末
期
へ
と
大
き
く
時
期
区
分
し
た
上
で
、
シ
ユ
ミ
ツ



説

ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
へ
の
道
を
掃
き
清
め
た
ナ
チ
ズ

ト
政
治
思
想
の
発
展
と
変
容
の
軌
跡
を
順
に
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
は
、

苦手"'

"岡

ム
の
知
的
先
駆
者
と
い
う
よ
り
も
、
激
動
す
る
時
代
の
動
き
に
対
処
す
べ
く
、

危
機
の
思
想
家
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
の
運
命
さ
な
が
ら
に
激
し
く
揺
れ
動
く

ワ
イ
マ

l
ル
初
期
に
お
け
る
世
俗
化
ー
内
在
化
と
し
て
の
近
代
理
解

(
一
)
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
プ
ロ
イ
セ
ン
地
域
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
で
少
数
派
の
ラ
テ
ン
系
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
子
と
し
て
生
を
享
け
た

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(
一
八
八
八
l
一
九
八
五
)

は
、
第
一
次
大
戦
中
一
九
一
五
年
三
月
か
ら
一
九
一
九
年
七
月
の
問
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で

参
謀
本
部
の
戦
時
局
に
勤
務
し
、
戒
厳
令
の
執
行
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
大
戦
末
期
の
一
九
一
九
年
四
月
に
は
、
ド
イ
ツ
革
命
の
嵐
が
吹
き

荒
れ
る
中
で
レ

l
テ
共
和
国
の
設
立
と
瓦
解
に
立
ち
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
物
理
的
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
非
日
常
的
な
極
限
状
況

ー

l
後
に
「
例
外
状
況
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
ー
ー
を
身
近
に
体
験
し
た
こ
と
で
、
憲
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
個
々
の
憲
法
条
項
を
停
止

(6) 

す
る
と
い
う
「
独
裁
」
へ
の
関
心
が
若
き
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
中
に
芽
生
え
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
一
九
一
九
年
度
冬
学
期
、
当
時
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
商

科
大
学
講
師
を
務
め
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
晩
年
の
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
(
一
八
六
回
1

一
九
二

O
)
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
行
な
っ

た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
た
ヴ
ェ

l
パ
l
の
記
念
碑
的
講
演
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
(
一
九
一
七
年
十
一
月
)

や
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
(
一
九
一
九
年
一
月
)
も
、
直
接
聴
講
す
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
ヴ
ェ

l
パ
l
が

こ
の
時
期
集
中
し
て
取
り
組
ん
だ
「
議
会
と
政
府
」
を
初
め
と
す
る
政
治
論
文
や
、
遺
作
と
し
て
残
さ
れ
た
『
経
済
と
社
会
』
(
一
九
二
二

年
公
刊
)
に
表
明
さ
れ
た
よ
う
な
強
烈
な
政
治
意
識
を
、
若
き
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
ヴ
ェ

l
パ
ー
か
ら
学
び
取
り
、
等
し
く
共
有
し
て
い
た
と
し

て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
後
に
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
追
悼
論
集
」
(
一
九
二
三
年
)
に
対
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
政
治
的
神
学
」

北法54(6・4)2016



の
最
初
の
三
章
を
寄
稿
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
個
人
的
・
精
神
的
結
び
つ
き
か
ら
す
れ
ば
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

(7) 
、っ。
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
念
頭
に
置
き
・
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
思
想
が
形
成
さ
れ
る
前
段
階
と
し
て
二
つ
の
初
期
著
作
を
見
て

お
き
た
い
。
ま
ず
、
一
九
一
九
年
初
頭
に
公
刊
さ
れ
た
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
の
初
版
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
を
理
解
す
る
上

(8) 

で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
史
的
前
提
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
で
は
、
超
越
的
神
が
、

世
界
創
造
者

(
H
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
)
と
し
て
最
後
の
正
統
性
根
拠
を
な
し
て
い
た
が
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
及
び
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
換
と
と
も
に
、
個
人
の
主
観
(
な
い
し
絶
対
自
我
)
が
、
神
に
代
わ
る
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
、

ル
ソ

l
や
ヘ

l
ゲ
ル
以
後
、
人
民
(
〈
。
宍
)
と
歴
史
が
新
た
な
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
し
て
登
場
し
て
く
る
一
方
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
自
我
を

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

哲
学
か
ら
芸
術
へ
と
転
用
し
た
と
き
、
美
的
生
産
に
耽
溺
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
主
体
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
水
ら
く
最
終
的

審
級
と
さ
れ
て
き
た
超
越
神
が
、
地
上
の
現
世
的
要
因
に
よ
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、

(
9
)
 

的
神
学
」
に
従
い
「
世
俗
化
」

(
E
E
Eユ
丘
町
『

Em)
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
一
見
す
る
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム

(
叩
)

の
主
観
性
原
理
に
対
す
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
特
有
の
冷
や
や
か
な
敵
対
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
九
二
五
年
の
第
二
版
で
は
、
『
政
治

こ
う
し
た
精
神
状
況
を
背
景
と
し
て
、

ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
構
造
が
、
様
々
な
現
実
の
対
象
を
も
っ
ぱ
ら
美
的
生
産
の
た
め
の
機
会
原
因

(ORa-。
)
|
|
「
終
わ
り
な
き
ロ
マ
ン
の
始
ま
り
」
|
|
と
見
る
つ
王
観
化

[
H
世
俗
化
]
さ
れ
た
機
会
原
因
論

3
2包
SE--∞
B
E
)
」

(
日
)

と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
か
ら
生
じ
た
内
面
と
外
面
、
魂
と
肉
体
の
二
元
論
的
対
立
は
、
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ユ
に
よ
り
、
神

と
い
う
「
高
次
の
第
三
者
」
が
作
用
す
る
機
会
原
因
を
通
じ
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
デ
カ
ル
ト
と
異
な
り
、
非
人
格
的
・
汎
神
論

的
神
観
念
を
前
提
と
す
る
こ
う
し
た
機
会
原
因
論
が
、
世
俗
化
の
過
程
を
通
じ
、
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ
ラ
ー
や

F
・
シ
ユ
レ

l
ゲ
ル
と
い
っ
た
ロ

ロ
マ
ン
主
義
精
神
の
構
造
を
特
徴
づ
け
る
諸
々
の
特
敵
|
|
つ
ま
り
一
時
的
な
気
分
・
情

北1去54(6・5)2017

マ
ン
主
義
者
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、



説

動
に
よ
り
動
か
さ
れ
る
浮
動
的
性
格
、
因
果
法
則
や
規
範
的
拘
束
の
否
定
、
二
者
択
一
の
回
避
と
第
三
者
へ
の
逃
避
、
決
断
能
力
を
欠
い
た

受
動
的
植
物
的
性
格
ー
ー
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
マ
ン
主
義
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
運
動
と
結
合
し
た
の
に
対
し
、
ド

た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

ロ
マ
ン
主
義
を
そ
の
対
象
か
ら
で
な
く
、
主
体
か
ら
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、
革
命
で
あ
れ
、
復
古
で
あ
れ
、
ど
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自命

イ
ツ
で
は
復
古
の
動
き
と
手
を
結
ん
だ
と
い
う
矛
盾
し
た
現
象
は
、
従
来
ロ
マ
ン
主
義
の
本
質
を
規
定
す
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い

ん
な
政
治
的
内
容
に
も
結
び
つ
き
う
る
点
を
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
版
の
加
筆
部
分
(
一
九
二
五
年
)
で
は
、
『
政
治
的
神
学
」
に
な
ら
い
、
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
精
神
に
対
す
る
決
断
主
義
の
側
か

ら
の
ポ
レ

l
ミ
ツ
ク
が
先
鋭
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
で
も
、
ロ
マ
ン
主
義
者
に
お
気
に
入
り
の
「
会
話
(
の
目
的
官
位
n
y
)
」
の
観

(ロ)

念
が
、
「
討
論
と
均
衡
」
と
い
っ
た
自
由
主
義
的
原
理
と
親
和
的
で
あ
る
点
が
新
た
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
続

く
『
政
治
的
神
学
』
で
は
、
決
断
主
義
の
前
提
と
な
る
世
俗
化
の
過
程
を
認
め
た
だ
け
で
な
く
、
後
の
議
会
主
義
論
で
は
内
在
化
と
い
う
超

越
喪
失
の
帰
結
を
も
承
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
史
的
前
提
は
、
実
は
決
断
主
義
思
想
の
中
に
も
秘
か

に
取
り
込
ま
れ
、
批
判
対
象
と
同
じ
特
徴
が
、
超
然
た
る
批
判
者
を
装
っ
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
立
場
に
ま
で
流
れ
込
ん
で
く
る
こ
と

に
な
る
。

一
九
一
一
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
独
裁
』
で
は
、
独
裁
概
念
の
起
源
と
変
遷
が
歴
史
的
に
探
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
並
行
し

て
近
代
主
権
概
念
の
把
握
が
早
く
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
『
ロ

l
マ
史
論
』
に
な
ら
い
、
独
裁
の

最
初
の
原
型
を
、
古
代
ロ

l
マ
の
共
和
政
に
お
け
る
独
裁
官

(enEO円
)
の
官
職
に
求
め
た
上
で
、
憲
法
上
制
定
さ
れ
た
機
関

(
H
元
老

院
)
に
よ
り
、
戦
争
や
内
乱
と
い
っ
た
危
機
状
況
を
克
服
す
べ
く
委
任
さ
れ
、
任
期
及
び
権
限
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を

(
日
)

「
委
任
独
裁
」

(
E
B呂
田
国
宝
田
町
宮

grsg円
)
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
論
』
を
援
用
し
つ
つ
、
共
和
政
ロ

l
マ
の
独
裁
官
に

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
下
で
主
権
者
た
る
絶
対
君
主
に
よ

続
い
て
、

典
型
的
に
見
ら
れ
る
本
来
の
独
裁
を
主
権
者
か
ら
は
っ
き
り
区
別
す
る
一
方
で
、



り
新
た
に
任
命
さ
れ
た
親
任
官
僚

(
g
g呂田
5
5
)
を
、
売
買
さ
れ
た
官
職
を
世
襲
に
よ
り
保
持
す
る
従
来
の
保
有
官
僚
(
。
B
n弓
)
に
対

(
比
)

し
て
、
委
任
独
裁
の
第
二
の
事
例
と
し
て
挙
げ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
「
ク
リ
ス
ト
の
代
理
人

(
i
gユ
ロ
出
向

E
邑)」

と
し
て
ク
リ
ス
ト
の
人
格
を
代
表
す
る
よ
う
に
、
「
国
王
の
代
理
人
」
と
し
て
君
主
の
人
格
を
代
表
す
る
親
任
官
僚
(
特
に
地
方
総
監
)
は
、

絶
対
主
義
の
道
具
と
し
て
官
僚
機
構
を
形
成
し
、
官
僚
制
化
の
出
発
点
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
絶
対
主
義
化
の
過
程
を
阻
止
す
る

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
理
論
化
し
た
よ
う
に
、
高
等
法
院
・
二
一
部
会
・
自
治
都
市
と
い
っ
た
中
間
権
力
(
ち
午

(
日
)

で
あ
っ
た
。

最
大
の
障
壁
と
な
っ
た
の
が
、

〈。

E
E
S
S
E
-
E
5出
)

や
中
間
団
体

(g弓田
5
8
5
E
E『2)

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

ホ
ッ
プ
ズ
の
「
主
権
者
即
ち
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
を
一
般
意
志
で
置
き
換
え
た
」
ル
ソ

l
の
人
民
主
権
論
を
転
機

と
し
て
、
主
権
と
独
裁
が
結
合
す
る
新
た
な
タ
イ
プ
の
独
裁
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
、
こ
れ
を
、
委
任
独
裁
に
対
比
し
て
「
主
権
独

裁
」
(
目
C
C
〈伺『

E
m
u
-
r
g
g『
)
と
名
づ
け
る
。
シ
エ
イ
エ
ス
の
憲
法
制
定
権
力
論
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
主
権
独
裁
と
は
、

制
定
さ
れ
た
権
力
(
℃

2
5可
8
5吾
忠
)
で
は
な
く
、
自
ら
憲
法
を
制
定
す
る
権
力

5
2
5可
n
g
s
g
g同
)
か
ら
委
任
さ
れ
、
任
期
及
び

次
い
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

権
限
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
人
民
(
〈
♀
r)

法
者
(
広
明
互
主

E
円
)
と
、

の
代
理
人
」
で
あ
っ
て
、
ル
ソ
ー
で
は
な
お
区
別
さ
れ
て
い
た
、
憲
法
を
起
草
す
る
立

(
凶
)

一
般
意
志
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
独
裁
官
と
を
一
手
に
兼
ね
備
え
て
い
る
。
共
和
政
に
見
ら
れ
る
委
任
独
裁
か
ら

カ
エ
サ
ル
の
終
身
独
裁
に
終
わ
る
ロ

l
マ
共
和
政
の
発
展
に
既
に
予
示
さ
れ
て
い
た
が
、
一
七
九
二
年
以
降
の
国

や
が
て
人
民
に
取
っ
て
代
わ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
独
裁
へ
と
引
き
継
が
れ

主
権
独
裁
へ
の
転
換
は
、

民
議
会
に
よ
る
憲
法
制
定
と
革
命
独
裁
の
う
ち
に
現
実
化
さ
れ
、

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
主
権
独
裁
の
劇
的
な
定
式
化
に
は
、
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
の
崩
壊
と
こ
れ
に
引
き
続
く
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法

(
げ
)

の
成
立
(
一
九
一
九
年
八
月
)
を
目
撃
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
時
代
体
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
四
八
条
に
定
め
ら
れ
た
大
統
領
緊
急
命
令
権
の
裁
量
主
義
的
な
解
釈
が
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最
後
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
展
望
の
下
で
、

提
示
さ
れ
る
。
後
の
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
報
告
(
一
九
二
四
年
)

で
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
例
外
状
況
に
お
い
て
憲
法



説

秩
序
を
擁
護
す
る
た
め
、
大
統
領
が
、
立
法
行
為
と
は
異
な
る
措
置
(
豆
島
E
F
5
2
)
の
形
で
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
手
段
を
取
る
こ
と
が
で

(
日
)

き
る
と
解
釈
し
、
こ
の
大
統
領
緊
急
命
令
権
を
ま
さ
に
委
任
独
裁
の
第
三
の
事
例
と
し
て
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
例
外
状
況
が
絶
え
ず
恒
常
化

し
て
お
り
、
初
代
大
統
領
エ

l
ベ
ル
ト
に
よ
り
緊
急
権
が
頻
発
さ
れ
た
ワ
イ
マ

l
ル
初
期
の
激
動
の
時
代
に
あ
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
晩

年
の
ヴ
ェ

l
パ
l
自
身
が
起
草
に
関
与
し
た
大
統
領
制
度
の
運
用
を
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
枠
内
で
、
人
民
投
票
で
選
抜
さ

(
印
)

れ
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
へ
の
期
待
を
担
う
も
の
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
独
裁
官
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
対
処
で
き
る

(
初
)

方
策
を
予
め
用
意
し
て
い
な
い
共
和
国
は
必
ず
滅
び
る
、
と
い
う
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
の
警
告
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
ロ
ー
マ

北法54(6・8)2020

自布

共
和
国
の
発
展
に
既
に
見
て
取
れ
る
、
主
権
独
裁
と
い
う
新
た
な
独
裁
へ
の
転
換
の
事
例
は
、
や
が
て
危
機
の
時
代
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
ワ

イ
マ

l
ル
共
和
国
の
不
吉
な
運
命
を
も
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
二
)
一
九
二
二
年
の
「
政
治
的
神
学
』
(
第
二
版
一
一
九
三
四
年
)
に
至
る
と
、
こ
れ
ら
初
期
著
作
を
跳
躍
台
と
し
て
、
「
決
断
主
義

B
O
N
E
S
-
回ヨ
E
)
」
と
自
称
さ
れ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
的
立
場
が
定
式
化
さ
れ
、
世
俗
化
テ

l
ゼ
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
論
敵
へ
の
ポ
レ

l

ミ
ツ
ク
が
図
ら
れ
る
。
第
一
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
例
外
状
況
(
〉
ロ
自
由
E
B
O
N
E
E
E
)
を
支
配
す
る
者
が
国
家
を
支
配
す
る
」
の
で
あ
り
、

「
誰
が
決
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
主
権
へ
の
問
い
に
な
る
」
と
い
う
「
独
裁
」
の
問
題
提
起
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
の
書
の
冒
頭
か
ら
、

「
主
権
者
と
は
、
例
外
状
況
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
者
で
あ
る
」
と
宣
言
し
、
非
日
常
的
な
極
限
状
況
と
の
関
連
で
主
権
概
念
を
決
断
主
義

(
幻
)

的
に
定
義
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
主
権
概
念
の
最
初
の
理
論
家
ボ
ダ
ン
は
、
主
権
者
は
、
前
任
者
の
法
に
も
自
分
自
身
の
法
に
も

(
勾
)

拘
束
さ
れ
ず
、
自
由
に
法
を
改
廃
で
き
る
ば
か
り
か
、
「
緊
急
時
」
に
は
自
然
法
の
拘
束
力
さ
え
解
消
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
ワ
イ
マ

l

ル
憲
法
四
人
条
も
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
「
制
約
な
し
に
」
緊
急
命
令
権
が
行
使
さ
れ
れ
ば
、
大
統
領
に
「
主
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

(
お
)

う
」
と
仮
言
的
に
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
規
範

(
Z
C
B
)
が
妥
当
す
る
正
常
(
ロ
。

5
5
な
状
況
で
な
く
、
混
沌
が
支
配
す
る
例
外

状
況
こ
そ
、
国
家
主
権
の
本
質
を
最
も
鮮
明
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
が
引
き
合
い
に
出
す
「
君
主
は
法
に
拘
束
さ
れ
ず



(司

5
2官
庁
間
5
5
8
E吉
田
)
」
と
い
う
ロ

l
マ
法
の
命
題
通
り
に
、
そ
こ
で
は
「
決
定
は
い
か
な
る
規
範
的
拘
束
か
ら
も
免
れ
、
本
来
の

(M) 

意
味
で
絶
対
的
官
官
。
}
ロ
ユ
H
与

+
S
Z
E目
}
)
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
通
例
に
対
し
例
外
を
、
規
範
に
対
し
決
断
を
重
視
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
は
、
「
決
断
主
義
的
タ
イ
プ
の
古
典
的
代
表

者
」
ホ
ッ
ブ
ズ
を
モ
デ
ル
と
し
て
.
、
理
念

(
E
B
)
に
対
し
人
格

B
2
8ロ
)
を
、
真
理
に
対
し
権
威
を
対
置
す
る
「
人
格
主
義

B
R
E
E
-

(
お
)

-
3
5
5
)
」
の
立
場
と
結
び
つ
く
。
ホ
ッ
プ
ズ
は
、
「
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
第
二
六
章
で
、
あ
ら
ゆ
る
法
規
範
は
解
釈
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

り
、
特
に
自
然
法
の
よ
う
な
不
文
の
規
範
は
多
義
的
で
様
々
に
解
釈
さ
れ
う
る
以
上
、
こ
う
し
た
法
解
釈
の
多
様
性
か
ら
し
て
、
主
権
者
こ

(
お
)

そ
が
自
然
法
の
解
釈
権
を
独
占
す
る
|
|
「
真
理
で
な
く
権
威
が
法
を
作
る
」

EEC-gw
口。ロ〈

2
5
P
S
庁間

O
E
-
-と
結
論
し
た
。

ケ
ル
ゼ
ン
ク
ラ
ッ
ベ
の
規
範
主
義
や
ギ
l
ル
ケ
ー
プ
ロ
イ
ス
の
団
体
主
義
に
対
抗
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
ま
た
、

ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
命
題
を

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

掲
げ
、
解
釈
上
の
争
い
を
「
誰
が
決
定
す
る
の
か
」
と
い
う
決
断
主
体

(
H
解
釈
権
)
の
所
在
に
注
意
を
促
し
、
規
範
↓
解
釈
↓
決
断
と
い

(
幻
)

う
優
先
順
位
を
付
し
て
規
範
的
多
元
主
義
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
こ
で
人
格
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
代
償

と
し
て
、
規
範
的
自
己
拘
束
の
不
在
と
い
う
、
ホ
ッ
ブ
ズ
主
権
論
と
共
通
す
る
重
大
な
政
治
的
帰
結
を
、
や
が
て
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
に
な
り

思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
こ
う
し
た
決
断
主
義
理
論
が
、
絶
対
王
政
を
モ
デ
ル
と
し
た
近
代
主
権
国
家
の
理
論
的
把
握
と
い
う
、
歴
史
的
l
実
体
的
裏
付

け
を
有
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
間
権
力
の
排
除
に
よ
り
、
行
政
幹
部
か
ら
行
政
手
段
を
分
離
し
、
自
ら
の
手

に
集
中
す
る
こ
と
で
、
物
理
的
暴
力
行
使
の
手
段
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
絶
対
主
義
以
来
の
主
権
国
家
の
実
在
を
前
提
と
し
て
初
め
て
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
モ
デ
ル
も
一
定
の
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
封
建
貴
族
が
行
政
手
段
を
私
有
し
て
お
り
、
法
的
手
段
と
し
て
の

北法54(6・9)2021

実
力
行
使

(
H
フ
ェ

l
デ
)
に
よ
り
貴
族
聞
の
紛
争
が
解
決
を
見
た
よ
う
な
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
(
と
り
わ
け
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
)
で

は
、
お
よ
そ
現
実
味
を
持
ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

「
政
治
的
統

(
同

MO--江
田
町
宮
町

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
で
は



説

田
口
町
何
回
同
)

は
君
主
の
絶
対
主
義
の
成
果
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
君
主
が
絶
対
的
に
な
る
こ
と
、
即
ち
封
建
的
|
身
分
制
的
な
既
得
権
を
排

除
し
、
封
建
的
状
態
が
拠
っ
て
立
つ
現
状
維
持
の
正
統
性
原
理
を
打
破
し
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
国
家
が
発
展
し
た
。
・
:
と
り
わ
け

北r去54(6・10)2022 

吾i>.a田

主
権
概
念
は
、
当
時
の
封
建
的
身
分
制
的
な
現
状
維
持
の
正
統
性
を
克
服
す
る
と
い
う
偉
大
な
世
界
史
的
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

(
お
)

る。」絶
対
主
義
化
に
よ
る
政
治
決
断
の
頂
点
へ
の
集
中
と
い
う
、

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
で
古
典
的
に
完
成
さ
れ
、
統
一
ド
イ
ツ
で
急
速
に
推
し

進
め
ら
れ
た
ご
の
歴
史
プ
ロ
セ
ス
の
帰
結
を
理
論
的
に
把
握
し
た
点
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
を
「
普
遍
的

官
僚
制
化

(ZEga色
刊

切

t
s
r
E
2
5包
括
)
」
の
過
程
と
見
る
ヴ
ェ

l
パ
l
の
合
理
化
論
と
一
致
す
る
問
題
意
識
に
よ
り
導
か
れ
て
い
る
と

(
お
)

言
え
よ
う
。
同
時
期
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
論
で
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
官
職
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
官
僚
制
化
を
合
理
化
の
先

駆
形
態
と
見
る
ヴ
ェ

l
パ
l
の
合
理
化
論
を
意
識
し
つ
つ
、
カ
リ
ス
マ
的
人
格
か
ら
独
立
し
た
官
職
の
「
威
厳
(
宅
配
円
号
)
」

(
初
)

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
合
理
主
義
(
問
邑

OE--出
自
己
目
)
」
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
合
理
化
の
過
程
は
、

の
中
に
、

カ

一
七
世
紀
宗
教
内
乱
の
理
論
的

克
服
者
ホ
ッ
プ
ズ
が
、
第
三
者
に
対
し
各
人
の
自
然
権
を
限
定
的
に
(
即
ち
自
己
保
存
の
権
利
を
留
保
し
つ
つ
)
譲
渡
す
る
と
と
も
に
、
こ

の
第
三
者
を
、
無
制
限
な
権
利
(
即
ち
主
権
)
を
持
つ
代
理
人
と
見
な
し
権
限
付
与
す
る
と
い
う
、
主
権
者
へ
の
授
権

(
E
E
S
E
E
E
)

(
訂
)

の
契
約
と
し
て
先
駆
的
に
描
き
出
し
て
い
た
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
紛
争
解
決
手
段
を
独
占
し
た
り
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
と
い
う
主
権
国

家
の
あ
り
方
が
、
一
九
二
七
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
る
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
一
九
二
七
年
版
で
は
、
何
よ
り
も
対
外
的
に
、
戦
争
の
よ

う
な
「
敵
と
味
方
の
グ
ル
ー
プ
分
け

(
F
E
E
t
z
E
F昌
弘

lOE若
宮
EDm)
」
が
進
行
す
る
例
外
状
況
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
主
権
的
」
な

(
幻
)

「
政
治
的
統
こ
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
決
断
主
義
的
に
定
義
さ
れ
た
主
権
概
念
を
、
世
俗
化
テ

l
ゼ
と
い
う
別
の
手
段
を
用
い
て
、
神
学

的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
近
代
国
家
論
の
主
要
な
概
念
は
す
べ
て
神
学
上
の
概
念
を
世
俗
化
し
た
も
の
で



あ
る
」
と
い
う
一
般
命
題
を
最
初
に
掲
げ
た
上
で
、
デ
カ
ル
ト
に
例
を
取
り
つ
つ
、
最
初
の
主
権
者
た
る
絶
対
君
主
と
は
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス

(
お
)

と
し
て
の
超
越
神
の
観
念
を
世
俗
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
世
俗
化
テ
l
ゼ
の
前
半
部
分
を
引
き
出
す
。
戦
後
日
本
の
政
治
学

ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
の
世
俗
化
テ

i
ゼ
は
、
従
来
ブ
ッ
デ
ベ
ル
ク
に
よ
る
「
一
九
三
三
年
の
マ

l
ル
ブ
ル
ク
大
学
学
位
論
文
」

を
初
め
と
し
て
、
予
定
説
に
一
不
さ
れ
た
よ
う
な
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
の
主
意
主
義
的
な
神
概
念
と
近
代
主
権
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
意
味
す
る

(
弘
)

も
の
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
視
点
か
ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
後
に
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
、
ブ
ッ
デ
ベ
ル
ク
の
解
釈
に
依
拠

し
つ
つ
、
政
治
的
決
断
主
義
は
神
学
的
決
断
主
義
か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
近
代
国
家
論
の
主
権
概
念
は
、
法
か
ら
解
放

(
お
)

(-白色
σ
5
8
Z
Zと
さ
れ
た
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
神
概
念
を
世
俗
化
し
た
形
式
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
世
俗
化
解
釈
は
、

後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
自
己
意
識
を
捨
て
去
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
世
俗
化
テ

l
ゼ
を
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
に
解
釈
換
え
し
た
自
己
偽
装
の
所

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

産
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
む
し
ろ
、
『
政
治
的
神
学
』
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
的
形
式
』
(
一
九

二
三
年
)
で
は
、
ロ

l
マ
教
皇
の
権
威
あ
る
人
格
の
み
が
ク
リ
ス
ト
の
人
格
を
代
表
で
き
る
、
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
特
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的

(
お
)

代
表
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
は
、
実
は
こ
こ
で
世
俗
化
論
に
よ
り
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
十
三
世
紀
以
来
「
ク

リ
ス
ト
の
代
理
人
」
と
称
し
て
ロ

l
マ
教
皇
が
ロ

l
マ
皇
帝
よ
り
奪
い
取
っ
た
教
皇
至
上
権
(
方
言
ユ
E
号

き

g
E
2
)
こ
そ
、
主
権
概
念
の

原
型
を
な
す
、
と
い
う
歴
史
的
経
緯
で
あ
り
、
両
剣
論
の
再
解
釈
を
通
じ
、
ロ
ー
マ
皇
帝
権
か
ら
教
皇
至
上
権
を
経
て
王
権
神
授
説
へ
と
引

(
幻
)

き
継
が
れ
て
い
く
「
地
上
に
お
け
る
ク
リ
ス
ト
の
代
理
人
(
〈
尽
き
ま
の
互
き
ご
と
い
う
支
配
の
正
統
性
の
称
号
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点

で
、
主
権
者
を
「
地
上
に
お
け
る
神
の
似
姿
」
「
神
の
代
理
人
」
と
見
な
す
ボ
ダ
ン
の
神
権
説
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
世
俗
化
テ
l
ゼ
の
典
型

一
九
二
四
年
以
後
ボ
ン
大
学
の
同
僚
と
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
(
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に

jヒ法54(6・11)2023

的
事
例
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、

改
宗
し
た
)
神
学
者
ペ
テ
ル
ゾ
ン
が
、
後
に
政
治
的
神
学
を
「
神
学
的
に
一
掃
す
る
」
と
称
し
、
古
代
ロ

l
マ
帝
国
と
一
神
教
と
の
結
合
に

批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
ま
さ
に
事
柄
の
核
心
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
。



説

ル
ソ
ー
や
ヘ

l
ゲ
ル
を
例
示
し
つ
つ
、
神
の
内
在
化
と
汎
神
論
化
に
伴
い
、
絶
対
君
主
に
代
わ
り
、
人
民
が
新
た
な
主
権
者
に

な
っ
て
い
く
、
と
い
う
テ
l
ゼ
の
後
半
部
分
が
唱
え
ら
れ
、
内
在
化
の
途
上
に
当
た
る
中
間
段
階
と
し
て
、
神
を
世
界
創
造
者
に
限
定
す
る

理
神
論
と
「
君
臨
す
る
が
統
治
し
な
い
」
立
憲
君
主
と
の
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
が
「
内
在
的
汎
神
論

(
E
B
E
E
N
-
E干

(
お
)

P
2
5
5
)
」
、
へ

l
ゲ
ル
が
「
内
在
的
哲
学

(
E
B
g
g
N
f
E
F
E
S
Zぽ
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
及
び
主
権
者
の
超
越
性
が
失
わ

れ
、
内
在
的
観
念
が
支
配
し
て
い
く
(
広
義
に
お
け
る
)
世
俗
化
の
第
二
段
階
を
、
こ
こ
で
は
「
内
在
化
」
と
名
づ
け
、
前
半
部
分
に
当
た

る
(
狭
義
の
V

世
俗
化
か
ら
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
従
来
混
同
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
(
狭
義
の
)
世
俗
化
と
内
在
化
を
こ
の

よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
『
政
治
的
神
学
』
と
こ
れ
に
続
く
議
会
主
義
論
を
、
発
展
史
的
に
相
違
す
る
別
個
の
段
階
と

し
て
把
握
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ボ
ナ
l
ル
、
ド
・
メ

l
ス
ト
ル
と
い
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反

革
命
思
想
家
と
同
じ
く
、
「
君
主
政
的
正
統
性
」
の
側
に
立
っ
て
、
内
在
化
の
帰
結
で
あ
る
「
民
主
的
正
統
性

2
2
5
r
E
5
Z
F
O加
E
E吾
ご

ー

l
即
ち
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
と
も
に
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
た
人
民
主
権
原
理

l
l
と
対
決
す
る
姿
勢
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、

「
人
民
(
〈
。
界
)
が
主
権
者
と
な
る
」
と
と
も
に
「
従
来
の
主
権
概
念
に
あ
っ
た
決
断
主
義
的
|
人
格
主
義
的
要
素
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
」

の
で
あ
り
、
「
人
民
に
よ
り
表
わ
さ
れ
る
統
一
は
こ
の
決
断
主
義
的
性
格
を
持
た
な
い
」
(
傍
点
、
権
左
)
と
ル
ソ

l
の
人
民
主
権
論
を
明
示

(
鈎
)

的
に
批
判
し
、
超
越
者
観
念
が
消
失
し
て
い
く
内
在
化
の
過
程
に
対
抗
し
て
、
決
断
主
義
的
な
主
権
概
念
の
再
生
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
「
政
治
的
神
学
』
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
次
の
議
会
主
義
論
と
は
異
な
り
、
独
裁
と
民
主
主
義
が
相
対
立
す
る
も
の
だ
と
見
て
お
り
、
お

よ
そ
両
立
可
能
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
三
に
、
世
俗
化
論
に
よ
り
新
た
に
補
強
さ
れ
た
決
断
主
義
の
立
場
か
ら
、
ド
ノ
ソ
を
初
め
と
す
る
反
草
命
思
想
家
た
ち
に
学
び
つ
つ
、

論
敵
と
定
め
ら
れ
た
自
由
主
義
に
対
す
る
ポ
レ

l
ミ
ッ
ク
が
敢
行
さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
主
義
を
指
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
と
同
様

「
永
遠
の
会
話
(
町
三
m
g
o
g電
位
打
『
)
」
に
逃
げ
込
み
、
決
断
を
回
避
す
る
不
決
断
主
義
と
断
定
し
、
討
議
に
よ
り
結
論
を
先
延
ば
し
す
る

続
い
て
、

吾乏為

自問

北法54(6・12)2024



不
決
断
か
、
独
裁
に
よ
る
果
敢
な
決
断
か
、
と
い
う
「
あ
れ
か
こ
れ
か
(
関
口

zaq，。号『)」

(
判
)

の
二
者
択
一
を
突
き
つ
け
る
。
こ
こ
で
は
、

先
の
ロ
マ
ン
主
義
論
か
ら
得
ら
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
性
格
規
定
が
、
自
由
主
義
批
判
へ
と
転
用
さ
れ
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
議
会
制
の
現
状
に
照

ら
し
、
対
話
術
(
己

EnEwm)
に
よ
る
真
理
発
見
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
の
政
治
的
無
力
が
隅
笑
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
思
想
は
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
何
ら
か
の
態
度
決
定
を
す
る
」
と
述
べ
、
自
由
主
義
を
根
底
か
ら

(
H
U
)
 

論
駁
す
る
べ
く
、
通
俗
的
フ
ロ
イ
ト
主
義
に
訴
え
つ
つ
、
政
治
理
論
の
人
間
学
的
神
学
的
前
提
を
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

自
由
主
義
と
は
、

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
同
じ
く
、
人
間
性
の
根
本
善
を
前
提
と
す
る
人
間
学
的
楽
観
論
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
、
原
罪
と

い
う
神
学
教
義
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
性
の
根
本
悪
を
前
提
と
す
る
人
間
学
的
悲
観
論
こ
そ
、
真
の
政
治
理
論
の
核
心
を
な
す
も
の
と

さ
れ
る
。
前
者
は
、
直
接
的
l
自
然
的
生
を
賛
美
す
る
母
権
的
楽
園
へ
の
回
帰
願
望
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
後
者
こ
そ
、
自
ず

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

か
ら
成
長
し
て
い
く
生
命
力
の
緋
を
断
ち
切
り
、
父
権
的
決
断
を
可
能
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
理
論
の
人
間
学
的
前

提
こ
そ
、
実
は
敵
|
味
方
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
必
然
的
に
要
請
す
る
も
の
と
し
て
、
後
の
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」

(
位
)

れ
る
議
論
な
の
で
あ
る
。

で
再
度
取
り
上
げ
ら

以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、

一
九
二
二
年
春
ボ
ン
大
学
に
招
聴
さ
れ
た
頃
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
近
代
理
解
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
教
皇
至
上
権
に
体
現
さ
れ
た
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
父
長
制
的
支
配
秩
序
へ
の
郷
愁
の
パ
ト
ス
に
駆
り
立
て
ら
れ
、

「
君
主
は
法
に
拘
束
さ
れ
ず

B
5
8官
庁

m
F
E
Z
-
5
5
)
」
と
い
う
皇
帝
権
の
ラ
テ
ン
的
理
念
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ
、

ワ
イ
マ

l
ル
共

和
国
と
い
う
皇
帝
不
在
の
新
秩
序
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
中
に
、
皇
帝
に
代
わ
る
カ
リ
ス
マ
的
代
替
物

l
l
i
即
ち
世
襲
カ

北法54(6・13)2025

リ
ス
マ
に
代
わ
る
官
職
カ
リ
ス
マ
ー
ー
を
見
出
そ
う
と
す
る
ヴ
ェ

l
パ
ー
に
な
ら
っ
た
国
法
学
的
試
み
で
あ
り
、
宗
教
改
革
に
よ
る
主
観

性
原
理
の
登
場
と
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
民
主
的
正
統
性
の
確
立

(
H
内
在
化
)
と
い
う
近
代
の
二
大
革
命
を
極
力
迂
回
し
、
む
し
ろ
こ

れ
ら
に
敵
対
す
る
形
で
、
世
俗
化
と
い
う
名
の
下
に
、
絶
対
主
義
期
に
古
典
的
完
成
を
見
た
主
権
概
念
を
現
代
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
カ



説

ト
リ
ッ
ク
少
数
派
の
反
時
代
的
企
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
一
九
二
三
一
年
、

フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
ル

l
ル
占
領
と
超
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
ド
イ

ツ
囲
内
が
騒
然
と
し
て
い
た
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
次
の
議
会
主
義
論
を
転
機
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
は
最
初
の
大
き
な
転
換
点

ご出'"
U岡

を
迎
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ワ
イ
マ

l
ル
安
定
期
に
お
け
る
内
在
化
の
帰
結
の
承
認

(
こ
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
」
(
一
九
二
三
年
)

ル
ソ
!
の
人
民
主
権
論
を
受
け
入
れ
、

こ
れ
を
独
裁
概
念
と
結
び
つ
け
る
一
方
で
、
議
会
主
義
を
初
め
と
す
る
自
由
主
義
原
理
か
ら
極
力
切
り
離
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
第
一
に
、

で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

一
転
し
て
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ギ
ゾ
ー
に
よ
り
議
会
主
義
の
精
神
的
基
礎
を
な
す
と
考
え
ら
れ
た
「
公
共
の
討
論

(
2
P
E
E
5
0
2
r
z∞∞
5ロ
)
」

と
は
、
本
来
民
主
主
義
で
な
く
、
自
由
主
義
の
思
想
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
見
の
自
由
競
争
か
ら
自
ず
と
真
理
が
生
じ
る
と
い
う

自
由
主
義
の
核
心
的
原
理
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
永
遠
の
会
話
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
二
重
の
政
治
的
要
求
、

つ
ま
り
「
公
共

3
3
2
r
z
r
S
)」
に
お
け
る
世
論
の
支
配
と
権
力
分
立
に
よ
る
均
衡
と
い
う
要
求
は
、
治
者
と
被
治
者
の
民
主
的
同
一

性
と
い
う
観
念
と
は
本
来
的
に
相
容
れ
な
い
。
し
か
も
、
公
共
の
討
論
に
対
す
る
自
由
主
義
的
信
仰
は
、
政
党
の
委
員
会
が
内
密
に
決
定
を

行
い
、
公
共
の
討
論
が
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
議
会
主
義
の
現
実
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
お
り
、
議
会
主
義
は
も
は
や
精
神
的
基
礎
を
失
つ

(
必
)

て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
後
に
ト
l
マ
の
批
判
に
答
え
る
べ
く
、
第
二
版
(
一
九
二
六
年
)
に
付
さ
れ
た
前
書
き
で
は
、
政
治
指
導
者
の
選
抜

手
段
と
い
う
ヴ
ェ

l
パ
l
の
議
会
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
英
国
議
会
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
実
用
的
l
技
術
的
な
仮
定
」
と
し
て
疑
問
符
を
付

(M) 

さ
れ
る
と
と
も
に
、
議
会
以
外
の
手
段
に
よ
る
指
導
者
選
抜
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
ヲ
心
。

第
二
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
民
主
主
義
を
、
特
定
の
政
治
的
内
容
を
持
た
な
い
純
然
た
る
形
式
と
し
て
形
式
主
義
的
に
理
解
し
た
上
で
、
ル

~t法54(6・14)2026



ソ
ー
が
「
社
会
契
約
論
』
第
四
巻
第
二
章
で
述
べ
た
全
員
一
致
に
よ
る
意
思
決
定
モ
デ
ル
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
下
さ
れ
る
決
定
が
す
べ
て
、

決
定
す
る
者
自
身
に
対
し
て
の
み
効
力
を
持
つ
べ
き
だ
」
と
い
う
意
味
で
、
民
主
主
義
を
「
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性

(
E
B
E吾
)
」
と
定

(
必
)

義
す
る
。
も
っ
と
も
、
ル
ソ

l
自
身
は
、
全
員
一
致
の
意
思
決
定
は
、
人
民
が
単
一
の
意
志
を
持
つ
よ
う
な
一
般
意
志
の
優
位
を
意
味
す
る

ば
か
り
か
、
逆
に
公
民
が
奴
隷
状
態
に
陥
る
と
「
恐
怖
と
追
従
が
投
票
を
拍
手
喝
采
(
白
2
g
g邑
。
ロ
)
に
変
え
る
」
と
指
摘
し
、
帝
政
ロ

l

(
比
四
)

マ
の
元
老
院
を
例
に
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
ル
ソ
l
の
警
告
は
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
民
主
的
同
一
性
と

い
う
ジ
ヤ
コ
パ
ン
的
観
念
に
従
う
な
ら
ば
、
宣
伝
活
動
や
世
論
操
作
を
通
じ
「
人
民
の
意
志
(
若
田
口
白
色

g
〈
三
宮
田
)
」
を
形
成
す
る
手
段
を

握
る
者
が
、
人
民
の
意
志
と
い
う
名
で
(
委
任
独
裁
で
あ
れ
、
主
権
独
裁
で
あ
れ
)
独
裁
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

「
近
代
議
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
し
で
も
民
主
主
義
は
存
在
し
う
る
」
し
、
「
独
裁
は
民
主
主
義
の
決
定
的
対
立
物
で
は
な
い
」
と
い

う
驚
く
べ
き
帰
結
が
引
き
出
さ
れ
る
。
第
二
版
の
前
書
き
に
よ
れ
ば
、
人
民
の
意
志
は
、
秘
密
投
票
の
計
算
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
よ
り
も
、
「
拍

手
喝
采

2
2
E自
主
。
)
」
に
よ
り
民
主
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
独
裁
的
i
カ
エ
サ
ル
主
義
的
方
法
は
、
人
民
の
拍
手
喝
采
に
よ
り

支
持
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
的
な
実
質
と
力
の
直
接
的
表
現
で
も
あ
り
う
る
」
と
断
言
さ
れ
る
。
し
か
も
、
翌
一
九
二
七
年
の
「
政

治
的
な
も
の
の
概
念
」
に
お
け
る
敵
|
味
方
の
二
分
法
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
、
治
者
と
被
治
者
の
民
主
的
同
一
性
概
念
が
、
異
質
な

者
を
排
除
す
る
「
同
質
性
」
と
し
て
、
と
り
わ
け
「
国
民
的
同
質
性
(
ロ

B
S色
町
出
。
言
。
加
g
x
g
)
」
と
し
て
解
釈
換
え
さ
れ
、
普
遍
的
な
人

(
幻
)

間
的
平
等
を
唱
え
る
自
由
主
義
思
想
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
『
政
治
的
神
学
』

jヒ法54(6・15)2027

で
は
論
争
相
手
と
し
て
い
た
ル
ソ

l
の
人
民
主
権
論
を
一
転
し
て
受
け
入
れ
、
内
在
化
の
帰

結
で
あ
る
民
主
的
正
統
性
の
確
立
を
「
王
朝
的
正
統
性
か
ら
民
主
的
正
統
性
に
至
る
正
統
性
概
念
の
発
展
」
と
呼
ん
で
、
は
っ
き
り
と
承
認

(
必
)

す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ル
ソ
l
の
人
民
主
権
論
が
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
「
主
権
者
即
ち
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
を
一
般
意
志
で
置
き
換
え
た

だ
け
の
逐
語
的
模
倣
」
で
あ
る
以
上
、
ホ
ァ
ブ
ズ
の
主
権
的
人
格
を
、
自
然
人
か
ら
人
民
全
体
の
合
議
体
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、



説

理
論
的
に
は
容
易
に
遂
行
可
能
な
立
場
の
転
換
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
ソ

l
が
根
本
に
お
い
て
人
民
の
秩
序
形
成
能
力
即
ち
根
本
善
を
信
じ
、

社
会
契
約
説
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
性
の
根
本
悪
と
い
う
神
学
的
楽
観
論
と
結
び
つ

い
た
人
間
学
的
悲
観
論
が
内
在
化
後
の
段
階
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る
結
果
、
人
民
自
身
の
自
己
立
法
能
力
に
対
し
て
は
終
始
懐
疑
的
で
あ
り
、

後
見
人
に
よ
る
独
裁
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北1去54(6・16)2028

論

こ
う
し
た
民
主
主
義
と
独
裁
を
結
合
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
構
想
に
重
大
な
手
掛
り
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
ヴ
ェ

l
パ
l
が
『
経
済
と
社

会
』
で
ゾ

l
ム
の
教
会
法
論
に
依
拠
し
つ
つ
展
開
し
た
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
構
想
、
と
り
わ
け
カ
リ
ス
マ
保
有
者
に
対
す
る
人
民
の
拍
手
喝

采
と
い
う
形
で
の
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
解
釈
換
え
(
ピ
ヨ
号

E
E加
)
の
試
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
西
欧
封
建
制
の

解
体
と
並
行
し
て
官
僚
制
的
合
理
化
が
絶
え
ず
進
展
し
て
い
く
中
で
、
「
人
民
投
票
(
沼
町
立
由
民
円
)
」
に
よ
る
カ
エ
サ
ル
主
義
的
指
導
者
選
抜

の
う
ち
に
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
新
た
な
再
現
形
態
を
見
出
し
、
何
よ
り
も
カ
リ
ス
マ
の
担
い
手
に
対
す
る
人
民
の
「
拍
手
喝
采
(
〉
穿
EB

(ω) 

ヨ
邑
。
ロ
)
」
と
い
う
古
代
ロ

l
マ
の
モ
デ
ル
に
従
い
「
民
主
的
正
統
性
」
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
指
導
者
民
主
主
義

(
E
F
B
E
2
5町
邑
0
)

」
と
称
さ
れ
る
ヴ
ェ

l
パ
l
の
政
治
構
想
こ
そ
、
独
裁
は
民
主
主
義
と
相
反
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
両
立
す
る
と

い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
命
題
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
ナ
チ
独
裁
を
理
論
的
に
準
備
し
正
当
化
す
る
機
能
を
果
た
し
た
と

(
閃
)

し
て
、
戦
後
ド
イ
ツ
で
厳
し
く
自
己
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
論
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
同
一
性
民
主
主
義
の
決
断
主
義
的
解
釈
換
え
が
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
カ
リ
ス
マ
社
会
学
に
精
神
史
的
起
源
を

有
す
る
と
は
い
え
、
両
者
の
聞
に
横
た
わ
る
決
定
的
断
絶
を
見
逃
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
第
一
次
大

戦
末
期
に
量
一
回
か
れ
た
「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
(
一
九
一
七
|
一
八
年
)

で
、
ピ
ス
マ
ル
ク
亡
き
後
の
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
期
ド
イ
ツ

で
は
、
無
統
制
な
官
僚
支
配
が
跳
梁
蹴
雇
す
る
一
方
で
、
こ
れ
を
統
制
し
う
る
強
力
な
政
治
指
導
者
が
不
在
で
あ
る
祖
国
の
現
状
を
慨
嘆
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
こ
そ
、
官
僚
制
化
に
対
抗
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
を
待
望
す
る
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
背
景
に
潜
ん
で
い
た



も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

官
僚
統
制
と
指
導
者
選
抜
と
い
う
二
重
の
機
能
を
担
う
機
関
と
し
て
、

に
期
待
を
か
け
る
と
と
も
に
、
公
開
の
討
論
に
よ
る
国
民
の
政
治
教
育
機
能
、

何
よ
り
も
英
国
議
会

ヴ
ェ

l
パ
l
は、

じを
たモ
政、デ
治、 jレ
家、と
の、し
白、たー
己、「
副卜強
練、力
機、な
能、議
と会

つ

及
び
委
員
会
活
動
を
通

そ
し
て
、

大
衆
民
主

公
共
の
場
と
し
て
議
会
が
有
す
る
他
の
二
つ
の
機
能
を
も
重
視
し
て
い
た
。

化
に
伴
う
指
導
者
選
抜
の
カ
エ
サ
ル
主
義
的
転
換
に
注
意
を
促
す
一
方
で
、
民
主
化
に
従
い
大
衆
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
意
義
が
増
大
す
る
危
険
に

警
告
を
発
し
、
ド
イ
ツ
国
民
の
政
治
的
成
熟
の
度
合
い
は
、
何
よ
り
も
情
動
的
な
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
へ
の
反
応
で
試
さ
れ
る
と
予
測
し
て
い

(
日
)

た
。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ェ

l
パ
i
が
こ
こ
で
明
示
的
に
退
け
た
議
会
主
義
排
除
の
ア
メ
リ
カ
型
大
統
領
制
の
モ
デ
ル
、
即
ち
「
議
会
主
義
な

き
民
主
主
義
」
の
道
こ
そ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
議
会
主
義
論
で
選
び
取
ろ
う
と
す
る
選
択
肢
で
あ
り
、
後
の
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
独
自
な

解
釈
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
既
に
一
九
一
七
年
に
ヴ
ェ

l
パ
l
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
を
模
範
と
し
て
議
会
主
義
的
選

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

抜
に
代
わ
る
人
民
投
票
的
カ
エ
サ
ル
主
義
的
指
導
者
選
抜
を
提
唱
し
た
、
と
い
う
W
・
モ
ム
ゼ
ン
の
テ

1
ゼ
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
議

会
と
政
府
」
の
時
期
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
一
九
一
八
|
一
九
年
の
最
晩
年
の
論
説
で
以
っ
て
全
て
の
時
期
に
わ
た
る
ヴ
ェ

l

(
臼
)

パ
l
の
思
想
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
そ
う
と
す
る
一
面
的
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
会
主
義
論
を
通
じ
広
く
人
口
に
脂
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
を
区
別
し
対
置
す
る
論

法
は
、
後
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
本
質
と
生
成
」
(
一
九
二
九
年
)
で
は
、
ム
ッ
ソ
リ

l
ニ
体
制
を
「
民
主
主
義
」
の
名
で
評
価
す
る
べ

く
再
度
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ユ
ミ
ァ
ト
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
個
別
投
票
の
撤
廃
措

置
は
、
「
非
民
主
主
義
的
で
は
な
く
、
反
自
由
主
義
的
で
あ
る
」
に
す
、
ぎ
ず
、
秘
密
投
票
が
政
治
的
な
も
の
を
私
事
と
化
し
、
人
民
の
統
一

を
公
共
性
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
正
し
い
認
識
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
人
民
が
拍
手
喝
采
に
よ
り
賛
否
を
表
明
す
る
「
人
民

(
日
)

投
票
」
こ
そ
「
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
直
接
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
後
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を

jヒ法54(6・17)2029

も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
議
会
主
義
論
の
後
半
で
論
じ
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
独
裁
論
と
、

ソ
レ
ル
や
プ
ル

l
ド
ン
を
初
め
と
す
る
イ



説

タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
先
駆
的
理
論
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
ま
さ
に
議
会
主
義
原
理
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
選
択
肢
と
し
て
真
剣
に
考

(
日
)

慮
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

自命

(
二
)
以
上
の
よ
う
に
議
会
主
義
論
に
見
ら
れ
た
内
在
化
の
帰
結
の
容
認
を
踏
ま
え
た
上
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
包
括
的
な
体
系
を
提

北法54(6・18)2030

示
し
、
独
自
な
視
点
か
ら
近
代
憲
法
の
総
合
的
解
釈
を
企
て
た
の
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
長
ら
く
教
科
書
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
主
著
『
憲
法
論
』
(
一
九
二
八
年
)
で
あ
る
。
第
一
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
憲
法
の
成
立
根
拠
に
つ
き
シ
ェ
イ
エ
ス
が
唱
え
た
憲
法

制
定
権
力
の
理
論
を
採
用
し
、
積
極
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
を
、
制
定
権
力
に
よ
る
政
治
的
決
断
の
所
産
と
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
政

治
意
識
に
目
覚
め
た
人
民
(
〈
。
界
)
を
憲
法
制
定
権
力
の
担
い
手
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
京
命
に
よ
り
初
め
て
、
従
来
の
神
や
君
主
に
代
わ
り
、
政
治
的
に
実
存
す
る
人
民
が
新
た
に
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
し
て
登
場
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
人
民
の
委
任
を
受
け
て
そ
の
意
志
を
執
行
す
べ
き
憲
法
制
定
会
議
こ
そ
、
い
か
な
る
制
限
に
も
服
さ
な
い
点
で
、
ま

(
日
)

さ
に
「
主
権
独
裁
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
制
定
権
力
概
念
の
世
俗
化
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
神
か
ら
絶

対
君
主
を
経
て
人
民
に
主
る
世
俗
化
|
内
在
化
の
過
程
の
帰
結
を

1

1
制
定
権
力
論
の
背
景
を
な
す
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
汎
神
論
的
形
而
上
学
」

に
言
及
し
つ
つ
ー
ー
は
っ
き
り
と
受
け
入
れ
、
ル
ソ
!
と
シ
エ
イ
エ
ス
に
よ
り
理
論
化
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
原
理
を
承
認
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
人
民
の
制
定
権
力
に
よ
る
実
存
的
決
断
の
所
産
と
し
て
、
一
九
一
九
年
八
月
に
成
立
し
た
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
正
統
性
|
|

(
日
)

即
ち
王
朝
的
正
統
性
に
代
わ
る
民
主
的
正
統
性
ー
ー
を
、
市
民
的
法
治
国
原
理
も
含
め
て
明
示
的
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
民
の

制
定
権
力
の
前
提
を
な
す
と
さ
れ
る
「
人
民
の
政
治
的
統
一

ec--Eny何
回
吾
E
b
E
〈
♀
宮
田
)
」
と
は
、
一
九
二
七
年
版
「
政
治
的
な
も
の

の
概
念
」
で
も
議
論
の
出
発
点
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
に
実
存
す
る
人
民
こ
そ
、
敵
と
味
方
の
区
別
を
決
定
す
べ
き
審
級

(
幻
)

と
し
て
理
解
さ
れ
、
同
じ
政
治
的
統
一
の
概
念
が
対
外
的
に
転
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
や
が
て
国
際
的
に
敵
対
関
係
が
過
熱
し
て
い

く
中
で
、
人
民
主
権
論
が
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
転
化
し
、
暴
走
し
て
い
く
危
険
性
を
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



だ
が
、
こ
の
「
憲
法
論
』
で
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
例
外
状
況
の
理
論
家
と
し
て
著
名
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
手
に
よ
り
、

正
常
な
日
常
的
状
況
に
お
け
る
、
あ
く
ま
で
も
一
定
の
制
度
を
前
提
と
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
端
を
発
す
る
あ
ら
ゆ
る
近
代
憲
法
が
、
自
由
主
義
的
部
分
と
民
主
主
義
的
部
分
、
法
治
国
的
構
成
部
分
と
政
治
的
構
成
部

分
と
い
う
両
者
の
結
合
と
混
合
か
ら
な
る
と
い
う
中
心
的
テ
l
ゼ
を
提
示
し
た
上
で
、
と
り
わ
け
後
者
の
政
治
的
構
成
部
分
を
、
も
っ
ぱ
ら

(
白
川
)

民
主
政
と
君
主
政
と
い
う
相
対
立
す
る
二
つ
の
形
式
原
理
、
即
ち
同
一
性
原
理
と
代
表
原
理
の
結
合
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
シ

一
方
の
民
主
政
原
理
と
は
、
被
治
者
た
る
人
民
が
自
分
で
自
分
を
統
治
す
る
と
い
う
意
味
で
、
治
者
と
被
治
者
の
同

ユ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

ワイマール期カール・シュミ 7トの政治思想

一
性
に
立
脚
し
て
お
り
、
公
民
の
徳
、
宗
教
的
確
信
、
国
民
的
同
質
性
と
い
っ
た
一
定
の
実
質
的
な
同
種
性

(
Q
2
Z
E
m
Z
I
)
を
前
提
と

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
主
的
同
一
性
の
原
理
は
、
選
挙
の
よ
う
な
秘
密
の
個
別
投
票
に
よ
る
よ
り
も
、
現
に
集
合
し
て
い
る
人
民
の
拍
手

喝
采
(
〉
存
]
曲
目
邑
。
ロ
)
に
よ
り
実
現
可
能
で
あ
っ
て
、
秘
密
投
票
が
自
由
主
義
的
個
人
主
義
の
領
域
に
属
し
、
公
民

3
5
5
C
G
m
n

nF
円
。
苦
コ
)
を
私
人
(
ま
〈
即

S
E
E
)
に
変
え
て
孤
立
化
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
世
論
(
え
な

E
E
H
m
Z
2
2ロ
加
)
と
い
う
「
近
代
的
な
方
式

(
印
)

の
拍
手
喝
采
」
に
よ
る
決
定
こ
そ
、
民
主
政
に
と
り
本
質
的
な
「
公
共
(
。

F
E
R耳
目
昨
)
の
領
域
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方

で
君
主
政
原
理
と
は
、
政
治
的
統
一
と
い
う
目
に
見
え
な
い
存
在
を
、
「
公
共
の
領
域
」
に
お
い
て
人
格
的
に
目
に
見
え
る
よ
う
に
現
前
化

の
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
組
対
主
義
は
、
こ
う
し
た
「
代
表
の

思
想
を
非
常
に
明
確
か
つ
強
力
に
把
握
」
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
『
政
治
的
神
学
」
と
は
異
な
り
、
「
神
の
似
姿
」

と
い
う
君
主
政
の
神
学
的
基
礎
づ
け
を
、
政
治
的
領
域
に
は
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
あ
っ
さ
り
却
下
す
る
一
方
で
、
む
し
ろ
議
会
制
君
主
に

す
る
、
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
な
「
代
表
布
告
忌
8
2包
S
)
」

北法54(6・19)2031

も
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
代
表
の
性
格
を
持
つ
独
立
し
た
執
行
権
の
長
と
い
う
大
統
領
の
存
在
こ
そ
、
皇
帝
の
地
位
を
引
き
継
ぐ
べ
き
政
治
的

(ω) 

い
わ
ば
「
共
和
政
化
さ
れ
た
君
主
」
と
見
て
、
こ
れ
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

三
政
体
論
や
混
合
政
体
論
と
い
っ
た
従
米
の
国
家
形
式
の
区
分
は
、
以
上
の
よ
う
な
同
一
性
と
代
表
の
聞
の
決

統
一
の
代
表
者
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、



説

定
的
対
立
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
で
、
同
一
性
と
代
表
と
い
う
両
原
理
は
相
互
に
排
除
し
合
う
の
で
は
な
く
、
人
民
投
票
的

(
創
)

公
共
性
と
政
治
的
統
一
の
顕
示

(
O
R
E
E晶
)
は
、
両
者
共
に
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
式
に
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
シ
ユ
ミ
ツ

北j去54(6・20)2032

自命

ト
は
、
君
主
政
・
貴
族
政
・
民
主
政
と
い
う
ボ
ダ
ン
以
来
の
(
支
配
者
の
数
に
基
づ
く
)
三
政
体
論
を
解
釈
換
え
し
て
、
こ
れ
を
二
元
論
的

に
転
換
す
る
一
方
で
、
議
会
制
を
初
め
と
す
る
貴
族
政
原
理
を
、
同
一
性
原
理
と
代
表
原
理
の
混
合
か
ら
な
る

!
l
つ
ま
り
代
表
に
基
づ

き
な
が
ら
人
格
主
義
に
至
ら
な
い
|
|
中
間
的
な
混
合
的
国
家
形
態
と
し
て
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
に
描
き
出
す
。
独
裁
と
民
主
政
は
対
立
す
る
こ

と
な
く
、
両
者
共
に
両
立
す
る
と
い
う
、
議
会
主
義
論
で
最
初
に
唱
え
ら
れ
た
一
見
し
て
人
を
驚
か
す
よ
う
な
テ
l
ゼ
も
、
こ
う
し
た
シ
ユ

ミ
ッ
ト
独
特
な
二
政
体
論
の
中
に
具
体
化
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
「
絶
対
君
主
も
人
民
の
政
治
的
統
一
の
代
表
者
に
す
ぎ
な
い
」
と
宣
言
す
る
と
き
、
代
表
概
念
の
適

用
方
式
が
、
次
の
二
点
に
お
い
て
一
九
二
三
年
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
論
か
ら
決
定
的
に
隔
た
っ
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
に
、

『ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
的
形
式
」
に
よ
れ
ば
、
神
の
代
理
人
た
る
ロ

l
マ
教
皇
は
、
何
よ
り
も
ク
リ
ス
ト
の
人
格
を
代
表
す
べ

き
存
在
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
内
在
化
の
段
階
を
承
認
し
た
後
で
初
め
て
、
新
た
な
主
権
者
と
な
っ
た
人
民
の
政
治
的
統
一
を
代

表
す
る
と
い
う
論
理
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
絶
対
君
主
|
皇
帝
|
大
統
領
に
よ
る
人
民
の
政
治
的
統
一
の
代
表
と
い
う
「
憲
法
論
』
の

(
臼
)

代
表
理
論
は
、
内
在
化
以
後
に
初
め
て
得
ら
れ
る
代
表
観
念
を
そ
れ
以
前
の
段
階
に
逆
投
影
し
た
結
果
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、

か
つ
て
ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
い
た
代
表
と
い
う
政
治
的
形
式
が
、
『
憲
法
論
」
十
六
章
「
市
民
的
法
治
国
と
政
治
的
形

式
」
で
は
、
新
た
に
法
治
国
原
理
と
手
を
結
ぶ
に
至
る
の
も
、
実
は
一
九
二
四
年
以
来
密
か
に
進
行
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
脱
カ
ト
リ
ッ

(
臼
)

ク
化
の
現
わ
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
絶
対
君
主
よ
り
立
憲
君
主
、
そ
し
て
議
会
制
君
主
を
経
て
、
大
統
領
制
に

ま
で
至
る
内
在
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
推
し
進
め
た
究
極
の
帰
結
と
し
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
に
お
け
る
大
統
領
制
的
規
定
に
注
目
す
る
ば
か
り

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
者
に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
「
中
立
的
権
力
」
の
理
論
を
用
い
て
、
こ
れ
を
極
力
合
理
主
義
的
に
正
当
化
す

か



る
よ
う
試
み
て
い
る
。

一
九
二
五
年
二
月
初
代
大
統
領
エ

1
ベ
ル
ト
の
死
去
に
続
き
、
二
代
目
大
統
領
と
し
て
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

つ
ま
り
、

が
選
出
さ
れ
た
新
た
な
事
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
に
従
い
、
全
て
の
対
立
を
緩
和
す
る
調
停
者
の
機
能
を
果
た

(
川
別
)

す
べ
き
、
政
党
を
超
越
し
た
「
中
立
的
権
力
(
可

E
S
E
-
2
5
)」
の
役
割
を
、
共
和
国
大
統
領
に
対
し
新
た
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
近
代
憲
法
の
政
治
的
構
成
部
分
に
関
す
る
独
創
的
な
議
論
と
並
ん
で
、
第
二
一
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
、
基
本
権
と
権
力
分
立
、
配
分
原
理
と
組
織
原
理
か
ら
な
る
法
治
国
的
構
成
部
分
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
も
一
定
の

透
徹
し
た
理
解
を
示
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
市
民
的
法
治
国
憲
法
の
核
心
的
原
理
を
な
す
の
は
、
第
一
に
、
無
制
限
な
個
人

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

の
自
由
を
「
前
国
家
的
・
超
国
家
的
な
権
利
」
と
し
て
承
認
す
る
一
方
で
、
国
家
の
権
限
を
普
遍
的
規
範
た
る

律
に
よ
り
厳
格
に
制
限
・
拘
束
す
る
と
い
う
配
分
原
理
、
第
二
に
、
国
家
権
力
を
分
割
し
、
一
二
つ
の
政
治
的
構
成
要
素
を
混
合
し
均
衡
さ
せ

(
白
山
)

る
こ
と
で
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
絶
対
主
義
を
阻
止
す
る
と
い
う
組
織
原
理
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
合
衆
国
独
立
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
全
世
界

(
法
治
国
的
意
味
で
の
)
法

に
普
及
し
て
い
っ
た
自
由
主
義
的
理
念
の
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
前
者
の
配
分
原
理
に
よ
れ
ば
、
前
国
家
的
権
利
を
有
す
る
個
人
と
巨
大
な
国
家
権
力
の
聞
の
相
互
関
係
、
が
中
軸
に
据
え
ら
れ

る
結
果
、
個
人
以
外
の
中
間
団
体
、
即
ち
地
方
自
治
体
、
家
族
、
職
業
官
僚
、
そ
し
て
何
よ
り
も
大
学
の
権
利
は
、
基
本
権
か
ら
区
別
さ
れ

た
「
制
度
体
保
障

(gzz雪
国
四
言
。
民
自
己
目
)
」
と
し
て
、
立
法
権
の
恋
意
的
濫
用
に
対
し
別
個
に
保
護
さ
れ
る
一
方
で
、
孤
立
し
た
個
々

人
の
自
由
権
が
基
本
権
の
中
心
的
モ
デ
ル
と
さ
れ
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
で
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
社
会
権
的
諸
権
利
は
、
本
来
の
基
本
権
に

(
侃
)

は
数
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
後
者
の
組
織
原
理
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
国
家
形
式
を
含
ま
な
い
法
治
国
的
構
成
部
分
が
、
政
治
的
構
成
要
素
と
結
合
・
混
合

す
る
ば
か
り
か
、
政
治
的
構
成
部
分
の
内
部
で
、
す
べ
て
の
形
式
原
理
が
相
互
に
結
合
し
混
合
し
合
う
|
|
即
ち
貴
族
制
的
な
中
間
的
国
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家
形
式
で
あ
る
議
会
制
が
、
権
力
区
分
の
た
め
に
他
の
二
つ
の
形
式
要
素
を
利
用
し
均
衡
を
取
る
ー
ー
と
い
う
こ
重
の
意
味
で
、
市
民
的
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(
切
)

法
治
国
の
憲
法
と
は
混
合
的
憲
法
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
権
力
区
分
の
思
想
が
、
政
府
の
君
主
制
的
構
成
、
議
会
の
貴
族
制

(
同
山
)

的
思
想
、
人
民
投
票
の
民
主
制
的
理
念
と
い
う
三
つ
の
政
治
的
要
素
の
混
合
と
し
て
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
古

~:-.6. 
両日U

代
ロ

l
マ
の
政
治
機
構
を
三
政
体
の
混
合
と
解
す
る
ポ
リ
ユ
ピ
オ
ス
以
来
の
混
合
政
体
論
の
伝
統
こ
そ
、
ボ
リ
ン
グ
ゃ
フ
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
権

力
分
立
論
の
背
景
に
潜
ん
で
お
り
、
市
民
的
法
治
国
原
理
を
理
解
す
る
上
で
格
好
の
モ
テ
ル
を
な
し
て
い
る
点
を
的
確
に
見
抜
い
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
権
力
分
立
論
の
原
型
を
な
す
混
合
政
体
論
の
伝
統
を
、
「
最
終
の
免
れ
が
た
い
政
治
的
決
断
と
政
治
的
形
式
原
理
の
徹
底
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
法
治
国
理
念
一
般
に
特
有
な
欠
点
に
悩
む
だ
け
」
だ
と
、
ホ
ッ
プ
ズ
と
同
様
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
権
力
分

立
の
組
織
原
理
を
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
の
議
会
制
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
議
会
多
数
派
が
政
治
指
導
に
当
た
る
狭
義
の
議
会
制
か
ら
、
連
立

政
府
た
る
合
議
体
が
指
導
す
る
内
閣
制
を
経
て
、
議
会
多
数
派
の
指
導
者
に
よ
る
首
相
制
、
そ
し
て
執
行
部
の
長
が
指
導
す
る
大
統
領
制
に

至
る
ま
で
、
政
治
指
導
の
様
々
な
可
能
性
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
貴
族
制
的
合
議
体
か
ら
強
力
な
君
主
制
的
代
表
ま
で
、
こ
れ
ら
議
会
制

(ω) 

の
四
類
型
は
す
べ
て
制
度
の
運
用
上
可
能
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
、
英
国
に
お
け
る
政
党
指
導
者
を
模
範

と
し
、
議
会
に
よ
る
指
導
者
選
抜
を
掲
げ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
の
首
相
制
構
想
が
、
今
日
の
首
相
の
地
位
か
ら
甚
だ
し
く
か
け
離
れ

て
い
る
点
を
名
指
し
で
批
判
す
る
一
方
で
、
こ
れ
に
対
し
、
人
民
の
抗
し
が
た
い
拍
手
喝
釆
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
大
衆
の
信
任
に
直
接
支
え

ら
れ
た
大
統
領
こ
そ
、
真
の
政
治
指
導
者
た
り
う
る
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
基
本
権
と
権
力
分
立
か
ら
な
る
市
民
的
法
治
国
の
原
理
が
、
憲
法
改
正
の
可
能
性
及
び
憲

法
制
定
権
力
の
発
動
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
憲
法
制
定
権
力
の

政
治
的
決
断
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
「
憲
法
(
〈

q
p
a
g
m
)
」
を
「
積
極
的
な
憲
法
概
念
」
と
呼
び
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
主
権
者
の
事
実

的
意
思
を
前
提
と
し
て
初
め
て
妥
当
す
る
規
範
と
し
て
の
「
憲
法
法
律
(
〈
町
広
島
田
己
認
お
2
m
R
)
」
を
「
相
対
的
な
憲
法
概
念
」
と
呼
ん
で
、

両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
。

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
中
で
前
者
の
憲
法
に
当
た
る
の
が
、
民
主
的
正
統
性
へ
の
決
断
、
共
和
制
・
連
邦
主
義
・

北法54(6・22)2034



議
会
主
義
・
代
表
制
へ
の
決
断
、
そ
し
て
「
基
本
権
と
権
力
区
分
の
原
理
を
伴
う
市
民
的
法
治
国
へ
の
決
断
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

後
者
の
憲
法
法
律
上
の
規
定
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
区
別
に
従
い
、
憲
法
七
六
条
に
規
定
さ
れ
た
手
続

き
に
よ
り
個
々
の
憲
法
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
全
体
と
し
て
の
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
定
し
、
当
時
通
説

(
初
)

だ
っ
た
ト
l
マ
(
戸
、
コ
5
5出
)
や
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
(
。
・
〉

g
n
E
R
)
ら
の
憲
法
改
正
無
限
界
説
に
対
抗
し
、
憲
法
改
正
限
界
説
を
主
張
す
る
。

従
っ
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
に
見
ら
れ
る
権
力
区
分
の
原
理
は
、
「
法
治
国
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
」
あ
ら
ゆ
る
憲
法
改
正
の
限
界
外
に
あ
り
、

憲
法
第
二
編
に
見
ら
れ
る
前
国
家
的
基
本
権
の
原
理
も
、
憲
法
改
正
手
続
き
に
よ
っ
て
は
除
去
で
き
な
い
、
た
だ
し
、
こ
れ
ら
原
理
も
、
人

(
礼
)

民
の
憲
法
制
定
権
力
に
よ
れ
ば
除
去
可
能
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
。

で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
中
に
読
み
取
っ
た
「
市
民
的
法
治
国
へ
の
決
断
」
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
個
人
的
決
断

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

と
し
て
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
確
た
る
信
念
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
二
七
年
版
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自

由
主
義
は
敵
に
対
す
る
政
治
的
な
闘
争
を
討
論
な
い
し
競
争
に
転
じ
、
倫
理
と
経
済
の
聞
を
揺
れ
動
く
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
相
も

変
わ
ら
ず
繰
り
返
し
て
い
る
事
実
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
憲
法
論
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
代
わ
る
市
民
的
法
治
国

原
理
へ
の
一
定
の
コ
ミ
ッ
ト
も
、
ど
う
や
ら
最
初
か
ら
疑
わ
し
い
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
性
格
の
結
合
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
す
る
明
確
な
態
度
決
定
こ
そ
、
こ
の
数
年
後
に
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
に
訪
れ
る
最
大
の
危
機
の
時
代
、
即
ち
シ
ユ

ミ
ッ
ト
自
身
が
何
よ
り
も
重
視
す
る
「
例
外
状
況
」

の
到
来
に
直
面
し
て
根
底
か
ら
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ワ
イ
マ

l
ル
末
期
に
お
け
る
近
代
理
解
の
変
容

北法54(6・23)2035

( 

) 

一
九
二
八
年
春
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
『
憲
法
論
』

の
公
刊
と
前
後
し
て
ボ
ン
を
離
れ
、

ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
に
転
出
す
る
こ
と
に
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な
る
が
、
以
後
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
展
開
さ
れ
る
新
た
な
近
代
理
解
の
萌
芽
は
、
既
に
「
憲
法
論
」
に
お
い
て
、
自
由
主
義
的
要
素
と
民
主

主
義
的
要
素
の
混
合
か
ら
な
る
近
代
憲
法
の
解
釈
の
中
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
憲
法
制
定
権
力
や
民
主
政
の
理
論
か
ら
明
示
的
に

読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
絶
対
君
主
に
代
わ
り
、
人
民
が
主
権
者
の
座
に
つ
く
に
至
っ
た
内
在
化
の
帰
結
を
承
認
し
た
ば
か

り
か
、
代
表
制
や
大
統
領
制
の
把
握
に
お
い
て
も
、
以
前
の
『
政
治
的
神
学
』
と
違
い
、
世
俗
化
段
階
か
ら
内
在
化
以
後
の
段
階
へ
と
議
論

の
軸
足
を
大
き
く
移
動
さ
せ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
民
主
的
正
統
性
原
理
に
即
し
た
憲
法
理
論
の
展
開
を
模
索
し
て
い
た
。
第
二
に
、
『
政

治
的
神
学
』
や
議
会
主
義
論
で
は
激
し
く
排
撃
さ
れ
た
自
由
主
義
的
l
議
会
主
義
的
原
理
が
、
ワ
イ
マ

i
ル
共
和
制
の
成
立
に
伴
い
、
人
民

の
政
治
的
意
志
に
よ
り
明
確
に
選
ぴ
取
ら
れ
、
法
治
国
的
構
成
部
分
と
し
て
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
を
な
す
に
至
っ
た
点

を
否
応
な
し
に
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
理
論
的
要
因
が
絡
み
合
い
、
一
九
二
八
年
の
ベ
ル
リ
ン
移
住
後
に
な
っ
て
初
め
て
、

自命

従
来
の
近
代
理
解
の
変
容
が
、
中
立
的
国
家
l
中
立
的
権
力
の
理
論
と
い
う
形
を
取
り
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

バ
ル
セ
ロ
ナ
に
お
け
る
一
九
二
九
年
十
月
の
著
名
な
講
演
「
中
立
化
と
脱
政
治
化
の
時
代
」
(
同
年
十
二
月
公
刊
)
の
中
に
、
こ
う
し
た

新
た
な
近
代
認
識
の
定
式
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
以
前
は
世
俗
化
l
内
在
化
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
段
階
か
ら
な
る

歴
史
プ
ロ
セ
ス
が
、
「
中
立
化
」
が
絶
え
ず
進
展
し
て
い
く
二
万
的
過
程
と
し
て
新
た
に
捉
え
直
さ
れ
る
。
従
来
は
政
治
的
紛
争
の
ア
リ
ー

ナ
だ
っ
た
闘
争
領
域
が
中
立
化
さ
れ
、
敵
1

味
方
関
係
に
対
し
中
立
的
な
領
域
へ
と
移
行
す
る
に
従
い
、
次
に
新
た
な
闘
争
領
域
が
生
じ
て

く
る
と
い
う
形
で
、
政
治
的
な
る
も
の
の
中
心
領
域
が
、
神
学
的
領
域
か
ら
経
済
的
領
域
に
至
る
ま
で
次
々
と
移
行
し
て
い
く
「
中
立
化
」

(
2
2
5
}
E
2
5
m
g
)
な
い
し
「
脱
政
治
化
」
(
開
口
号
。

E
5
2ロ
mg)
の
過
程
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
の
核
心
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
一
人
世
紀
に
お
け
る
神
の
中
立
化

(
H
世
俗
化
)
に
引
き
続
い
て
、
一
九
世
紀
に
進
行
す
る
君
主
及
び
国
家
の
中
立
化
は
、
「
中

立
的
権
力
」
及
び
「
中
立
的
国
家
」

(
5
5
E
R
∞
冨
包
)
と
い
う
自
由
主
義
的
学
説
を
生
み
出
し
、
こ
こ
に
「
政
治
的
神
学
の
一
章
」
が
完

(η) 

結
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
『
政
治
的
神
学
』
で
は
広
義
の
「
世
俗
化
」
と
呼
ば
れ
た
世
俗
化
l
内
在
化
の
過
程
が
、
新
た
に
中
立
化
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過
程
の
中
に
包
括
さ
れ
、
こ
れ
に
従
い
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
の
重
点
も
、
決
断
主
義
的
な
主
権
概
念
の
正
当
化
か
ら
、
中
立
的
権
力
の
擁

護
へ
と
大
き
く
移
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
様
々
な
領
域
の
中
立
化
過
程
は
、
二

O
世
紀
に
入
る
と
技
術
の
中
立
性
へ
の
信
仰

に
行
き
着
く
が
、
技
術
は
、
自
由
で
あ
れ
、
隷
属
で
あ
れ
、
何
に
で
も
奉
仕
す
る
以
上
、
決
し
て
従
来
の
意
味
で
中
立
的
で
は
あ
り
え
な
い
、

と
付
言
さ
れ
て
い
る
点
が
後
の
「
全
体
国
家
」
論
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
。

こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
中
立
的
国
家
、
中
立
的
権
力
と
い
う
新
た
な
主
題
は
、
既
に
一
九
二
九
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
「
憲
法
の
番
人
」

一
九
二
九
年
版
で
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
の
統
治
機
構
が
様
々
な
形
式

要
素
か
ら
な
る
混
合
的
政
体
で
あ
る
以
上
、
政
治
的
決
定
権
の
担
い
手
の
聞
に
生
じ
う
る
見
解
の
差
異
は
、
「
高
次
の
第
三
者
」
に
よ
り
除

去
さ
れ
る
の
で
な
く
、
「
中
立
的
な
第
三
者
」
に
よ
り
仲
裁
、
調
停
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
第
三
者
は
「
憲
法
の
主
人
」
で
な
く
、

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

ラ
l
パ
ン
ト
に
な
ら
い
「
憲
法
の
番
人
(
Z
B
白
色
白
〈

2
p
a
E加
)
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
こ
そ
、

フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
者
コ
ン

ス
タ
ン
が
国
家
元
首
の
解
釈
に
当
た
り
唱
え
た
「
中
立
的
|
仲
介
的
権
力

e
g
g
-
2
2
5
R
5
8
5
E
E
B
)」
の
理
論
的
意
味
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
市
民
的
法
治
国
の
古
典
的
学
説
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
上
、
人
民
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
大
統
領
の
地
位

は
、
こ
う
し
た
中
立
的
l
仲
介
的
権
力
の
学
説
に
よ
り
説
明
可
能
で
あ
り
、
「
憲
法
の
番
人
」
を
自
称
し
た
初
代
大
統
領
エ

l
ベ
ル
ト
も
、

(
ね
)

ま
さ
に
紛
争
の
中
立
的
調
停
者
と
し
て
自
己
の
政
治
的
任
務
を
全
う
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
既
に
『
憲
法
論
』
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
首

相
と
大
統
領
と
い
う
二
種
類
の
政
治
指
導
者
の
衝
突
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
大
統
領
が
非
党
派
的
中
立
的
人
物
な
ら
ば
、
諸
政
党
を

和
解
さ
せ
る
調
停
者
た
り
う
る
と
述
べ
、
「
中
立
的
権
力
」
と
し
て
の
大
統
領
の
役
割
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
、
「
君
臨
す
れ

ど
も
統
治
せ
ず
」
と
い
う
国
王
の
立
憲
的
地
位
に
関
す
る
自
由
主
義
的
学
説
を
、
改
め
て
共
和
国
の
大
統
領
制
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
の

で
あ
る
。
か
つ
て
パ
ジ
ヨ
ッ
ト
は
、
一
九
世
紀
英
国
の
議
会
制
君
主
政
を
指
し
て
、
「
尊
厳
的
部
分
(
在
官
志
向
色
司
監
∞
)
」
と
「
実
効
的
部
分

(
九
)

(
開
『
出
口
町
三
宮

E)」
に
よ
る
「
二
重
の
統
治
」
を
巧
み
に
使
い
分
け
る
「
擬
装
さ
れ
た
共
和
政
主
将
三
田

a
B
E
E
-
n
)」
と
呼
ん
だ
が
、
こ
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説

れ
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
首
相
制
と
大
統
領
制
を
並
存
さ
せ
る
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
の
政
治
機
構
を
、
「
共
和
政
化
さ
れ

た
君
主
」
を
頭
上
に
戴
く
「
擬
装
さ
れ
た
君
主
政
」
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
中
立
的
権
力
と
い
う
憲
法
上
の
学
説
は
、
国
家
一
般
に
ま
で
適
用
可
能
で
あ
り
、
今
日
の
国
家
は
、

副命

国
家
元
首
と
同
じ
く
、
社
会
的
|
経
済
的
対
立
に
対
す
る
「
中
立
的
第
三
者
」
な
い
し
は
「
中
立
的
審
級
」
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
議
会
に
表
出
さ
れ
る
様
々
な
社
会
的
経
済
的
集
団
の
多
元
主
義
に
対
抗
し
、
「
人
民
の
政
治
的
統
こ
と
い
う
民
主
的
原
理
を
守

(
乃
)

る
課
題
こ
そ
、
中
立
的
国
家
の
中
心
に
位
置
す
る
大
統
領
に
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
的
立
場
か
ら
す
れ
ば

異
例
と
も
映
り
か
ね
な
い
、
こ
う
し
た
中
立
的
国
家
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
『
憲
法
論
』
か
ら
も
読
み
取
れ
る
、
法
治
国
原
理
に
対
す
る

一
定
の
コ
ミ
ッ
ト
が
更
に
進
展
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
様
な
評
価
軸
の
移
動
は
、
一
九
三
O
年
一
月
の
講
演
『
フ

l
ゴ

l
・
プ
ロ
イ
ス
』
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
講
座
前
任
者
に
し
て
ギ
l
ル
ケ
の
弟
子
プ
ロ

イ
ス
へ
の
賛
辞
を
ち
り
ば
め
た
講
演
の
中
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
で
実
現
さ
れ
た
国
家
思
想
の
特
色
は
、
「
内
政
上
の
中

(
花
)

立
的
国
家
」
と
い
う
自
由
主
義
的
観
念
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
上
組
織
さ
れ
た
国
家
は
、
様
々

な
政
治
勢
力
に
対
し
、
立
法
に
必
要
な
多
数
を
獲
得
す
る
平
等
な
機
会
を
与
え
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
層
と
労
働
者
層
の
問
に
「
階
級
間
平
和
」
を

確
立
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
完
全
に
中
立
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
立
的
国
家
と
い
え
ど
も
「
自
ら
の
基
本
原
理
に
対
し
て
ま
で
中
立
的
で

は
あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
敵
対
者
か
ら
平
等
な
機
会
を
奪
う
た
め
に
過
激
政
党
が
合
憲
的
権
力
を
利
用
す
る
の
を
許
容
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
も
、
社
会
勢
力
が
自
ら
国
家
と
し
て
組
織
化
す
る
「
社
会
の
自
己
組
織
化
」
に
伴
い
成
立
す
る
今
日
の
「
政
党
国
家
」

は
、
「
中
立
的
権
力
」
な
く
し
て
存
続
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
政
党
に
拘
束
さ
れ
な
い
政
治
的
知
性
と
教
養

(句

E
3ロ∞
S
包
)

が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
法
治
国
原
理
に
対
す
る
一
定
の
忠
誠
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
多
元
主
義
に
対
し
て
政
治
的
統
一
を
擁
護
し
よ
う
と
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す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
的
立
場
は
、
こ
こ
で
も
、
一
九
二
七
年
版
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
以
来
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

九
二
九
年
五
月
の
講
演
「
国
家
倫
理
と
多
元
主
義
的
国
家
」
で
も
、
ラ
ス
キ
や
コ

l
ル
の
多
元
主
義
理
論
に
対
す
る
ポ
レ

l
ミ
ッ
ク
が
、
「
政

(
打
)

治
的
な
も
の
の
概
念
」
以
上
に
鋭
利
な
理
論
的
武
装
を
以
っ
て
続
行
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
国
家
を
他
の
結
社
と
並
ぶ
一

つ
の
「
結
社
」
(
〉
E
S
E
-。
ロ
)
と
見
な
す
多
元
主
義
論
は
、

w
・
ジ
ェ

l
ム
ズ
の
宇
宙
二
冗
論

(
H
普
遍
主
義
)
批
判
を
借
用
し
、
国
家

の
政
治
的
統
一
を
多
元
主
義
的
に
解
体
す
る
と
と
も
に
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
文
化
闘
争
を
例
に
取
り
、
国
家
を
教
会
に
対
し
相
対
化
す
る
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
論
拠
を
労
働
組
合
主
義
へ
と
転
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
そ
も
そ
も
「
多
元
主
義
」

B
Z
E
Z
E

5
5
)
 
で
な
く
、
「
普
遍
主
義
」
(
巴
ロ
守
OZE--∞
B
5
)
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
普
遍
主
義
を
「
世
俗
化
」
し
た
の

が
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
普
遍
主
義
だ
と
い
う
点
で
、
普
遍
主
義
を
排
斥
す
る
多
元
主
義
理
論
は
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。
多
元
主

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

義
の
真
の
担
い
手
は
、
む
し
ろ
「
人
民
の
政
治
的
統
こ
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家
原
理
は
、
皇
帝
権
や
教
皇
権
を
代
弁
者
と
す
る
普
遍
主
義

世
界
の
解
体
の
中
か
ら
初
め
て
成
立
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
政
治
的
神
学
」
の
新
た
な
事
例
を
持
ち
出
し
、
多
元
主
義
論

一
九
二
七
年
以
来
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
多
元
主
義

を
「
人
民
の
政
治
的
統
こ

へ
と
換
骨
奪
胎
し
て
し
ま
う
巧
妙
な
詑
弁
的
論
法
に
お
い
て
、

批
判
は
完
結
し
た
と
言
え
よ
う
。

( 

一一) 

一
九
二
四
年
以
来
の
正
常
な
状
況
の
持
続
を
背
景
と
し
て
中
立
的
国
家
論
が
展
開
さ
れ
た
の
も
つ
か
の
間
で
あ
り
、

一
九
二
九
年

十
月
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
の
荒
波
と
一
九
三

δ
年
三
一
月
ミ
ユ
ラ

l
内
閣
の
退
陣
と
と
も
に
相
対
的
安
定
期
は
終
意
し
、
弱
小
政
党
だ
っ
た
ナ

チ
党
が
第
二
党
に
躍
進
を
遂
げ
た
同
年
九
月
の
総
選
挙
よ
り
、
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
は
最
大
の
危
機
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

う
し
た
政
治
状
況
の
暗
転
に
伴
う
近
代
認
識
の
転
換
は
、
一
九
一
一
二
年
春
に
刊
行
さ
れ
た
『
憲
法
の
番
人
』
一
九
コ
二
年
版
に
付
加
さ
れ
た

「
全
体
国
家
へ
の
転
換
」
の
中
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
の
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
は
、
国
家
と
社
会

を
区
別
す
る
二
分
法
に
依
拠
し
て
、
政
府
の
経
済
的
介
入
を
可
能
な
限
り
排
除
し
、
国
家
を
「
中
立
化
」
し
よ
う
と
す
る
「
中
立
的
国
家
」
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説

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二

O
世
紀
に
入
り
、
国
家
と
社
会
が
交
錯
し
同
一
化
し
て
、
国
家
が
「
社
会
の
自
己
組
織
」
に
化
す
る
と
、
不
介
入

の
中
立
的
姿
勢
を
放
棄
し
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
干
渉
す
る
「
全
体
国
家

(
S
E
R
g
E
C
」
へ
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
人

民
の
代
表
た
る
議
会
は
、
政
治
的
統
一
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
「
組
織
さ
れ
た
社
会
勢
力
に
よ
る
多
元
主
義
的
分
割
の
場
」

(
刊
日
)

に
な
り
下
が
っ
て
お
り
、
十
九
世
紀
初
め
の
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
解
体
時
と
同
じ
現
象
が
今
日
の
ド
イ
ツ
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
政
治
過
程
に
及
ぼ
し
た
経
済
恐
慌
の
衝
撃
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
自
説
で
あ
っ
た
中
立
国
家
論
を
あ
っ
さ
り
撤
回
し
、
全

体
国
家
論
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
政
治
的
統
一
を
分
断
す
る
「
多
元
主
義
的
政
党
国
家
」
と
い
う
議
会
制
批
判
を
繰
り
広
げ
、
「
ド
イ
ツ

憲
法
論
」
で
一
八
O
六
年
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
的
統
一
の
不
在
を
嘆
い
た
ヘ

l
ゲ
ル
と
危
機
意
識
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
初
め
に
公
刊
さ
れ
た
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
一
九
三
二
年
版
(
後
書
き
日
付
一
一
九
二
二
年
十
月
)
に
お
い
て
、
一
九

二
七
年
版
に
付
加
さ
れ
た
加
筆
部
分
は
す
べ
て
、
こ
れ
ら
の
論
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
書
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
一
一
一
一
年
当
時
の
政

治
状
況
を
生
々
し
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
家
と
社
会
が
相
互
浸
透
し
、
「
中
立
化
と
脱
政
治
化
に
対
す
る
論
争
的
な
対
抗
概

念
」
と
し
て
「
全
体
国
家
」
が
出
現
す
る
と
、
全
て
が
政
治
化
し
て
く
る
と
さ
れ
、
全
体
国
家
と
の
関
連
が
追
加
さ
れ
る
(
第
一
節
)
。
次

い
で
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
相
対
化
す
る
「
国
家
の
政
治
的
統
こ
が
力
を
失
う
に
つ
れ
、
国
内
的
な
敵
|
味
方
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
強
度
を

一
九
二
七
年
版
で
は
も
っ
ぱ
ら
対
外
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
敵
l
味
方
の
二
分
法
が
、
こ
こ
で

論

増
し
、
最
後
は
内
戦
に
突
入
す
る
と
さ
れ
、

初
め
て
対
内
的
に
適
用
さ
れ
る
(
第
三
節
)
。
そ
し
て
、
規
範
が
妥
当
す
る
正
常
な
状
況
を
危
機
状
況
に
お
い
て
作
り
出
す
に
は
、
内
敵
を

決
定
す
る
「
内
敵
宣
言
」
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
他
の
国
家
に
も
ま
し
て
「
立
憲
的
な
市
民
的
法
治
国
」
に
こ
そ
求
め
ら

(
第
五
節
)
。
更
に
、
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
と
同
じ
防
衛
的
状
況
が
十
九
世
紀
初
期
の
ド
イ
ツ
に
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と

で
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
へ

l
ゲ
ル
が
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
を
名
誉
回
復
す
る
に
至
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
、
ヘ
!
ゲ
ル
ば
か
り
か
、

(
乃
)

対
す
る
敬
意
が
表
明
さ
れ
る
(
第
七
節
)
。

れ
る
と
指
摘
さ
れ
る

マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
に
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続
い
て
一
九
三
二
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
ワ
イ
マ

l
ル
期
最
後
の
著
作
『
合
法
性
と
正
統
性
』
(
七
月
十
日
完
成
)
で
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
近
代
憲
法
が
政
治
的
構
成
部
分
と
法
治
国
的
構
成
部
分
の
混
合
か
ら
な
る
と
い
う
『
憲
法
論
』
の
テ

l
ゼ
を
、
ワ
イ
マ

l
ル
共

和
国
の
政
治
状
況
に
大
胆
に
適
用
し
て
、
そ
こ
か
ら
大
統
領
内
閣
に
対
す
る
実
践
的
な
提
言
を
引
き
出
す
と
と
も
に
、
ヴ
ェ

l
パ
l
が
定
式

化
し
た
支
配
の
正
統
性
類
型
と
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
一
篇
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
議

会
制
民
主
政
の
統
治
機
構
を
「
議
会
制
立
法
国
家
」
と
呼
ん
で
、
こ
れ
が
二
疋
の
法
律
概
念
に
基
づ
く
限
り
、
価
値
中
立
的
な
合
法
性
の
観

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

念
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
議
会
制
立
法
国
家
が
、
立
法
権
限
あ
る
者
に
よ
り
立
法
手
続
き
に
従
い
制
定
さ
れ
る

の
が
法
律
だ
と
い
う
「
形
式
的
な
法
律
概
念
」
、
そ
し
て
民
主
政
で
は
主
権
者
で
あ
る
人
民
の
意
志
こ
そ
法
律
だ
と
い
う
「
政
治
的
な
法
律

概
念
」
を
前
提
と
す
る
限
り
、
合
法
的
支
配
と
は
、
ど
ん
な
内
容
を
も
許
容
す
る
中
立
的
な
決
定
手
続
き
以
外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
議
会
制
立
法
国
家
は
、
多
様
な
内
容
に
対
す
る
価
値
中
立
性
を
広
汎
に
含
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
自

己
自
身
の
前
提
に
対
し
中
立
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
、
つ
ま
り
多
数
を
獲
得
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
平
等
に
開
放
す
る
原
理
を
放
棄
し
て
は

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
政
と
は
分
割
不
能
な
「
国
民
的
同
質
性
」
を
前
提
と
し
、
い
か
な
る
少
数
派
の
存
在
も
予
定
し
て
い
な
い
以

上
、
算
術
的
多
数
決
に
よ
る
意
思
決
定
は
、
数
で
押
し
切
ら
れ
た
少
数
派
の
制
圧
・
排
除
を
も
意
味
し
う
る
の
で
あ
り
、
合
法
的
権
力
を
所

有
し
た
憲
法
敵
対
的
政
党
が
、
権
力
所
有
の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
利
用
し
、
合
法
性
原
理
を
合
法
的
な
仕
方
で
除
去
す
る
|
|
「
自
分
が
入
つ

(
剖
)

た
合
法
性
の
一
扉
を
合
法
的
に
背
後
で
閉
ざ
す
」

1

1
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
議
会
主
義
的
な
合
法
性

原
理
が
自
己
否
定
し
か
ね
な
い
と
い
う
逆
説
的
事
態
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
七
月
三
二
日
の
議
会
選
挙
を
間
近
に
控
え
、
ナ
チ
党
の
合
法
的

北法54(6・29)2041

な
政
権
獲
得
に
よ
る
議
会
制
終
罵
の
危
険
性
に
対
し
警
告
を
発
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
内
容
と
の
関
連
を
欠
い
た
合
法
性
原
理
は
正
統
性

(
別
)

概
念
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
、
ヴ
ェ
l
パ
l
の
合
法
的
支
配
と
い
う
正
統
性
類
型
に
疑
義
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
憲
法
第
一
篇
の
内
部
で
議
会
主
義
的
合
法
性
と
並
存
す
る
「
人
民
投
票
的
正
統
性
」
を
、
大
統
領
内
閣
へ
の
傾
向
を
基
礎



説

づ
け
る
、
現
在
残
さ
れ
た
「
唯
一
承
認
さ
れ
た
正
統
化
体
系
」
と
呼
ん
で
、
人
民
投
票
の
モ
デ
ル
で
理
解
さ
れ
た
「
民
主
的
正
統
性
」
の
担

ヨ近λ
両岡

い
手
た
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
最
後
の
期
待
を
賭
け
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
議
会
主
義
の
合
法
的
手
続
き
を
定
め
た
憲
法
第
一
篇
か
ら
、
基
本
権
を
初
め
と
す
る
一
定
の
価
値
内
容
を
定
め

た
憲
法
第
二
編
を
区
別
し
、
後
者
を
「
第
二
憲
法
」
と
呼
ん
で
、
議
会
や
大
統
領
と
並
ぶ
特
別
立
法
者
に
数
え
上
げ
る
と
と
も
に
、
「
ワ
イ

マ
l
ル
憲
法
は
、
第
一
篇
の
価
値
中
立
性
と
第
二
編
の
実
質
的
価
値
の
聞
で
文
字
通
り
分
裂
し
て
い
る
」
と
宣
言
し
、
二
つ
の
憲
法
の
分
裂

と
い
う
テ
l
ゼ
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
価
値
中
立
的
手
続
き
を
定
め
た
憲
法
第
一
篇
か
、
そ
れ
と
も
実
質
的
価
値
を
定
め
た
憲
法
第
二
編

か
、
と
い
う
「
根
本
的
な
二
者
択
こ
を
迫
ら
れ
る
と
き
、
前
者
を
犠
牲
に
し
て
も
、
後
者
に
決
断
す
べ
き
で
あ
る
と
断
言
し
、
「
人
民
投

票
的
民
主
的
正
統
性
」
に
支
え
ら
れ
た
大
統
領
に
対
し
、
市
民
的
法
治
国
へ
の
決
断
を
、
そ
し
て
法
治
国
の
内
敵
に
対
す
る
中
立
性
の
否

定
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
「
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
が
二
つ
の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
こ
れ
ら
両
憲
法
の
う
ち
一
つ
を
選
ぴ
取
ろ
う

と
す
れ
ば
、
そ
の
決
断
は
、
第
二
憲
法
の
原
理
と
そ
の
実
質
的
秩
序
付
け
の
試
み
の
側
に
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法

第
二
編
の
核
心
は
、
自
己
矛
盾
や
妥
協
的
欠
陥
を
取
り
除
き
、
内
的
首
尾
一
貫
性
に
従
い
展
開
し
て
い
く
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

成
功
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
憲
法
制
定
の
理
念
は
救
わ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
価
値
や
真
理
に
対
し
中
立
的
な
多
数
派
の
機
能
主
義
と
い
う
虚

(
幻
)

構
は
や
が
て
滅
び
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
真
理
が
報
復
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
傍
点
、
原
文
)

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
展
開
し
た
二
つ
の
憲
法
の
テ
ー
ゼ
は
、
議
会
主
義
的
合
法
性
を
定
め
た
憲
法
第
一
篇
を
部
分
的
に
放
棄
す
る
と
き

初
め
て
、
法
治
国
的
価
値
を
含
む
憲
法
第
二
篇
を
救
い
出
せ
る
と
診
断
す
る
点
に
お
い
て
、
一
九
三
二
年
七
月
末
以
後
の
憲
法
状
況
|
|

(
お
)

即
ち
議
会
選
挙
に
お
け
る
ナ
チ
党
の
第
一
党
進
出
と
と
も
に
出
現
し
た
「
憲
法
麻
輝
」
の
状
態
ー
ー
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
憲
法
論
』
に
即
し
て
号
守
え
ば
、
こ
う
し
た
価
値
判
断
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
政
治
的
構
成
部
分
よ
り
も
法
治
国
的
構
成
部
分
を
、
民
主

主
義
的
部
分
よ
り
も
自
由
主
義
的
部
分
を
あ
く
ま
で
も
優
先
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
限
り
で
は
、
一
九
二
一
二
年
の
議
会
主
義
論
で
唱
え
ら
れ

北j去54(6・30)2042



た
あ
の
テ
l
ゼ
|
|
自
由
主
義
な
し
で
民
主
主
義
は
存
続
し
う
る
し
、
民
主
政
と
独
裁
は
両
立
し
う
る
ー
ー
を
転
倒
さ
せ
た
も
の
と
壬
一

ょ
う
。
こ
の
著
作
が
一
九
五
八
年
に
『
憲
法
論
集
』
に
収
め
ら
れ
た
と
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
り
「
憲
法
の
味
方
か
敵
か
を
問
お
う
と
し
な

(
斜
)

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
大
統
領
制
を
救
う
た
め
の
絶
望
的
試
み
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
シ
ユ
ミ

い
法
学
に
対
し
、

ッ
ト
が
先
の
状
況
診
断
に
従
い
こ
こ
で
提
示
す
る
の
は
、
「
人
民
投
票
的
|
民
主
的
正
統
性
」
に
支
持
さ
れ
た
大
統
領
が
、
議
会
主
義
的
合

法
性
に
対
抗
し
「
憲
法
の
番
人
」
と
し
て
法
治
国
的
実
質
を
救
出
す
る
と
い
う
処
方
筆
で
あ
り
、
こ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
シ
ナ
リ
オ
こ
そ
、

九
三
二
年
七
月
末
以
後
大
統
領
内
閣
の
全
実
践
を
支
え
る
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。(お
)
、

最
近
解
読
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
日
記
帳
(
一
九
三
一
|
三
=
一
年
一
月
)
に
よ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
従
来
『
憲
法

論
』
や
『
合
法
性
と
正
統
性
」
で
展
開
し
て
き
た
理
論
的
活
動
を
政
治
的
実
践
に
移
す
べ
く
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
訴
訟
代
理
人
及
び
国
防
相
シ
ユ

ワイマール期カール・シュミットの政治思想、

ラ
イ
ヒ
ャ
!
の
憲
法
助
言
者
と
し
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
の
国
家
危
機
に
直
面
し
て
大
統
領
内
閣
の
権
力
中
枢
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
議
会
選
挙
を
控
え
た
七
月
二

O
日
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
解
体
育

5
S
E
R
F
-指
)
」
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
が
起
こ
り
、

社
会
民
主
党
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
州
政
府
を
罷
免
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
代
理
人
を
派
遣
す
る
大
統
領
緊
急
令
が
実
施
さ
れ
る
と
、
こ
の
合
憲

性
を
め
ぐ
り
、
十
月
十
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
ラ
イ
プ
ツ
イ
ヒ
の
国
事
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
対
プ
ロ
イ
セ
ン
の
裁
判
で
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人
の
一
員
を
務
め
、
。
フ
ロ
イ
セ
ン
政
府
権
力
を
両
者
の
問
で
二
等
分
す
る
判
決
を
勝
ち
取
る
。
第
二
に
、
ナ
チ
ス
が

第
一
党
と
な
っ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
を
円
滑
に
排
除
す
べ
く
、

八
月
末
に
大
統
領
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
と
ラ
イ
ヒ
政
府
首
脳
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ

た
最
初
の
国
家
非
常
事
態
計
画
に
深
く
関
与
し
、
憲
法
二
五
条
に
反
し
、
選
挙
を
無
期
延
期
し
議
会
を
解
散
す
る
大
統
領
緊
急
令
の
理
由
付

け
を
起
草
す
る
と
い
う
重
大
な
任
務
を
国
防
省
か
ら
委
託
さ
れ
る
。
こ
の
非
常
事
態
計
画
が
首
相
パ

l
ペ
ン
の
不
手
際
に
よ
り
挫
折
す
る
と
、

第
一
三
に
、

一
一
一
月
初
め
に
成
立
し
た
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
ャ

l
内
閣
で
は
、
憲
法
五
四
条
や
四
八
条
三
項
を
読
み
替
え
、
議
会
の
否
定
的
多
数
派
に

よ
る
政
府
不
信
任
決
議
や
緊
急
令
失
効
決
議
を
無
視
で
き
る
と
い
う
大
統
領
宣
言
文
を
起
草
す
る
仕
事
に
携
わ
る
。
だ
が
、
大
統
領
緊
急
令

北法54(6・31)2043



説

へ
の
憲
法
上
の
制
約
を
解
除
し
、
「
建
設
的
不
信
任
決
議
」
を
事
実
上
導
入
す
る
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
提
案
は
、
当
の
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

に
よ
り
拒
絶
さ
れ
、
首
相
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
ャ

l
の
選
択
肢
を
決
定
的
に
狭
め
た
ば
か
り
か
、
一
九
三
三
年
一
月
半
ば
に
採
用
さ
れ
た
シ
ユ
ラ
イ

ヒ
ャ

l
内
閣
の
新
た
な
国
家
非
常
事
態
計
画
も
、
合
法
主
義
の
原
則
に
執
着
す
る
社
会
民
主
党
や
中
央
党
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
ヒ

ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
内
戦
の
恐
れ
が
あ
る
違
憲
の
措
置
と
し
て
拒
否
さ
れ
、

~b. 
員間

一
月
三
O
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
首
相
任
命
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
が
崩
壊
す
る
最
終
段
階
の
政
治
過
程
に
深
く
関
わ
り
合
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
実
践
的
活
動
を
考

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
活
動
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

一
九
二
八
年
の
『
憲
法
論
」
で
、
ま
さ
に
大
統
領
制
に
関
す
る
二
つ
の
基
本
テ
l
ゼ
、
第
一
に
、
人
民
の
拍
手
喝
釆
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
大

衆
の
信
任
に
直
接
支
え
ら
れ
た
大
統
領
こ
そ
、
議
会
多
数
派
か
ら
選
抜
さ
れ
た
首
相
よ
り
も
真
の
政
治
指
導
者
た
り
う
る
と
い
う
、
議
会
主

義
論
以
来
唱
え
ら
れ
た
民
主
的
独
裁
の
テ
i
ゼ
、
第
二
に
、
大
統
領
と
首
相
と
い
う
二
種
類
の
政
治
指
導
者
が
衝
突
し
た
場
合
、
大
統
領
が

中
立
的
|
非
党
派
的
人
物
な
ら
ば
、
諸
政
党
を
和
解
さ
せ
る
調
停
者
た
り
う
る
と
い
う
、
「
憲
法
の
番
人
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
立
的
権

力
の
テ
l
ゼ
を
提
示
し
て
い
た
。
だ
が
、
経
済
恐
慌
の
衝
撃
を
受
け
、
ナ
チ
党
が
地
滑
り
的
勝
利
を
収
め
た
一
九
三

O
年
九
月
の
議
会
選
挙

以
後
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
干
渉
す
る
「
政
治
化
」
の
時
代
に
は
、
国
家
と
社
会
の
二
分
法
に
基
づ
く
中
立
的

国
家
論
は
無
力
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
三
二
年
七
月
末
以
後
、
左
右
の
憲
法
敵
対
的
政
党
が
議
会
の

多
数
を
占
め
、
大
統
領
内
閣
と
対
決
す
る
多
元
主
義
的
分
断
状
況
の
下
で
は
、
議
会
と
内
閣
を
調
停
す
る
「
中
立
的
|
仲
介
的
権
力
」
と
い

う
第
二
の
テ

l
ゼ
は
も
は
や
有
効
性
を
失
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
大
統
領
制
民
主
政
の
欠
陥
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
立
法
府
と
行

政
府
が
完
全
に
分
裂
し
た
分
割
政
府
の
状
態
が
、
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
で
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
出
現
し
て
い
た
。
そ
こ
で
「
憲
法

の
番
人
」
た
る
大
統
領
が
最
後
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
鋭
く
定
式
化
し
た
よ
う
に
、
議
会
多
数
党
の
指
導
者
に

政
府
を
明
け
渡
す
か
、
そ
れ
と
も
緊
急
令
失
効
や
政
府
不
信
任
の
決
議
を
無
視
し
、
議
会
を
無
期
限
解
散
す
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
合
法

北法54(6・32)2044



性
原
理
に
忠
実
に
従
い
議
会
主
義
の
手
続
き
を
道
守
す
る
か
、
そ
れ
と
も
議
会
多
数
派
の
抵
抗
を
排
し
て
も
法
治
国
的
価
値
を
救
出
す
る
か
、

一
九
三
一
二
年
七
月
か
ら
三
三
年
一
月
ま
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ブ
レ
ー
ン
活
動
を
記
し
た
日
記
帳
か
ら

判
明
し
た
の
は
、
民
主
的
正
統
性
の
名
に
よ
り
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
政
治
決
断
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
首
尾
一
貫
し
て
唱
え

て
き
た
第
一
の
テ
l
ゼ
が
、
実
は
内
戦
の
恐
れ
よ
り
暴
政
の
脅
威
を
「
よ
り
少
な
い
悪
」
と
し
て
選
び
取
る
誤
っ
た
政
治
的
判
断
に
共
和
国

全
体
の
運
命
を
委
ね
て
し
ま
う
極
め
て
ハ
イ
リ
ス
ク
の
政
治
手
法
で
あ
っ
た
と
い
う
、
恐
る
べ
き
政
治
的
真
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
最
後

の
決
定
的
局
面
に
お
い
て
自
分
の
助
言
が
容
れ
ら
れ
ず
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
破
門
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ブ
レ
ー
ン
活
動
の
実
践
的
破
綻

と
い
う
究
極
の
二
者
択
一
で
あ
っ
た
。

は
、
「
憲
法
の
番
人
」
と
し
て
の
大
統
領
に
全
て
の
決
断
を
託
し
た
ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
的
活
動
の
破
産
を
も
意
味
し
て
い

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

四

ワ
イ
マ

I
ル
期
以
後
に
お
け
る
近
代
理
解
の
継
承

(
ご
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
が
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
以
後
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ

て
い
く
か
、
ま
た
ナ
チ
体
制
へ
の
関
与
に
伴
い
ど
の
よ
う
な
評
価
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
点
に
限
定
し
た
上
で
、
以
後
の
シ
ユ

一
九
三
一
二
年
三
月
五
日
、
言
論
・
出
版
の
自
由
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
総
選
挙
で
、

ミ
ッ
ト
の
近
代
理
解
を
簡
潔
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

国
家
人
民
党
と
合
わ
せ
過
半
数
を
確
保
し
た
ナ
チ
党
は
、
三
月
二
四
日
、
中
央
党
を
加
え
た
三
分
の
二
の
多
数
で
授
権
法
(
開

E
r
E
B

北i去54(6・33)2045

m
g
m
a
2
2
N
)
を
ラ
イ
ヒ
議
会
で
可
決
し
、
憲
法
に
抵
触
す
る
法
律
を
も
制
定
し
う
る
立
法
権
を
政
府
に
与
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
の

授
権
法
が
制
定
さ
れ
た
後
、
二
一
月
末
よ
り
四
月
半
ば
に
か
け
て
の
期
間
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
従
来
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
抵
抗
姿
勢
か
ら
一
転
し

(
泌
)

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
向
を
遂
げ
て
い
く
。
こ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
三
月
三
二
日
に
友
人
ポ
|
ピ
ッ
ツ
よ
り
受
け
取
っ

て
協
力
的
態
度
へ
、



説

た
電
報
で
あ
り
、
彼
の
要
請
に
応
じ
ラ
イ
ヒ
総
督
法

(
m
e
n
Z
5
5包
空
間
刊

EN)
の
起
草
に
関
与
し
、
州
政
府
を
ラ
イ
ヒ
に
完
全
接
収
す

~I:: i去54(6 ・ 34)2046

る
ラ
イ
ヒ
改
革
の
作
業
に
従
事
し
た
の
が
、
国
家
社
会
主
義
へ
の
公
的
協
力
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
続
く
五
月
一
日
に
は
早
く
も
ナ
チ
党
に

さ企h

n岡

入
党
し
、
七
月
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
枢
密
顧
問
官
、
十
月
に
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
に
就
任
し
て
、
ナ
チ
体
制
の
正
統
派
法
学
者
に
成
り
上
が
っ

て
い
く
が
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
体
制
追
随
的
姿
勢
は
、
こ
の
年
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
も
急
速
に
進
行
し
て
い
っ
た
内
面
的
同

質
化
の
代
表
的
事
例
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
自
身
強
制
的
同
質
化

(
Q
2
z
n
y岳
Em)
の
過
程
を
積
極
的
に
推
進
す
る
作
用
を
及
ぼ
す

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
末
に
公
刊
さ
れ
た
『
国
家
・
運
動
・
人
民
』
で
は
、
三
月
二
四
日
の
授
権
法
を
以
っ
て
、
議
会
選

挙
に
お
け
る
「
人
民
投
票

B
Z
E
S
C
」
の
結
果
表
明
さ
れ
た
「
人
民
の
意
志
」
を
執
行
す
べ
く
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
七
六
条
の
憲
法
改
正

規
定
に
従
い
、
あ
く
ま
で
「
合
法
的
」
に
制
定
さ
れ
た
「
新
興
ド
イ
ツ
の
暫
定
的
憲
法
」
だ
と
解
釈
し
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
体
制
の
合
法
的

(
抑
制
)

革
命
と
し
て
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
「
第
三
帝
国
の
桂
冠
法
学
者
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
変
貌
ぶ
り
は
、
か
つ
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
知
つ

て
い
た
亡
命
者
た
ち
に
と
り
、
許
し
が
た
い
共
和
国
へ
の
裏
切
り
行
為
で
あ
り
、
悪
し
き
オ
ポ
チ
ユ
ニ
ズ
ム
の
見
本
と
し
て
攻
撃
の
標
的
と

さ
れ
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
活
動
ま
で
も
、

ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
へ
の
道
を
掃
き
清
め
た
ナ
チ
ズ
ム
の
知
的
先
駆
者
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
後
的
観
点
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
加
え
ら
れ
た
様
々
な
批
判
の
う
ち
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政

治
思
想
を
解
釈
す
る
上
で
学
術
的
に
も
有
意
義
と
思
わ
れ
る
こ
つ
の
代
表
的
批
判
を
取
り
上
げ
、
見
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
同
じ
く
ナ
チ

一
九
三
五
年
の
匿
名
論
文
「
政
治
的
決
断
主
義
」

の
同
伴
者
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
弟
子
と
し
て
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
レ

l
ヴ
イ
ツ
ト
が
、

(ω
∞) 

で
指
摘
し
た
、
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
の
一
変
種
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
政
治
的
神
学
」
以
来

唱
え
る
決
断
主
義
と
は
、
実
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
批
判
す
る
ロ
マ
ン
主
義
と
同
じ
く
、
機
会
原
因
論
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
何
物
に
も
拘
束
さ
れ
ず
、
無
か
ら
規
範
を
創
造
す
る
主
権
者
の
命
令
と
は
、

一
切
の
内
容
に
無
関
心
な
空
虚
で
形
式
的
な
決
断
で
あ
る



以
上
、
時
々
の
政
治
状
況
と
い
う
偶
然
的
誘
因
か
ら
特
定
の
内
容
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政
治
的

ロ
マ
ン
主
義
を
特
徴
づ
け
た
あ
の
機
会
原
因
論
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、

一
九
三
=
一
年
版
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
に
お
け
る
不
都

合
な
注
の
変
更
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
機
会
主
義
的
傾
向
が
、

ロ
マ
ン
主
義
的
機
会
原
因
論
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
決
断
主
義
批
判
の
持
つ
一
定
の
説
得
力
は
、
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
初
版
で
、
世
俗
化
に
よ
り
超
越
神
の
地
位
を
継
承
し
た
の

が
ロ
マ
ン
主
義
的
自
我
だ
と
解
釈
し
た
後
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
内
在
化
の
過
程
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
経
緯
か
ら
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
『
政
治
的
神
学
」
初
版
と
違
い
、
議
会
主
義
論
以
降
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
内
在
化
の
帰
結
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
以
上
、
規
範
的
拘
束
の
不
在
を
初
め
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
主
体
と
同
じ
特
徴
付
け
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
立
場
に
も
流
れ
込
ん
で
く

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
一
九
七
二
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
洩
ら
し
た
次
の
言
葉
|
|
「
私
の
人
格
に
つ
い

ワイマール期カール・シュミァトの政治思想

て
決
断
主
義
者
だ
と
い
う
評
を
受
け
た
の
は
、
私
に
は
本
当
の
と
こ
ろ
理
解
し
か
ね
ま
す
。
決
断
主
義
の
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

(
鈎
)

私
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
決
断
そ
れ
自
体
へ
の
喜
び
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
ざ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
|
|
は
、
こ
う
し

た
批
判
対
象
の
著
作
と
人
格
を
同
一
視
す
る
批
判
へ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
論
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
一
九
三
五
年
に
、
ボ
ン
大
学
の
同
僚
だ
っ
た
神
学
者
ペ
テ
ル
ゾ
ン
に
よ
り
『
政
治
問
題
と
し
て
の
一
神
教
」
で

(ω) 

表
明
さ
れ
た
世
俗
化
テ
l
ゼ
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
世
俗
化
テ

l
ゼ
を
最
初
に
唱
え
た
『
政
治
的
神
学
』
は
、
彼
が
ヒ
ト

ラ
ー
に
よ
る
突
撃
隊
(
∞
〉
)
粛
清
を
「
総
統
は
法
を
守
る
」
と
呼
ん
で
正
当
化
し
た
一
九
三
四
年
に
不
都
合
な
箇
所
を
削
除
し
て
再
版
さ

れ
た
と
き
、
あ
た
か
も
総
統
の
弁
護
者
と
し
て
ナ
チ
独
裁
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

北法54(6・35)2047

対
し
、

学
を
一
掃
す
べ
く
根
本
的
批
判
を
加
え
て
い
る
。
「
ロ

l
マ
帝
国
に
お
け
る
政
治
的
神
学
の
歴
史
へ
の
寄
与
」
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
、

ベ
テ
ル
ゾ
ン
は
、
帝
政
ロ

l
マ
へ
の
移
行
期
に
見
ら
れ
た
「
神
的
君
主
政
」
と
い
う
神
学
的
ド
グ
マ
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
皇
帝
独
裁
の
正

一
九
三
O
年
末
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
神
学
者
ベ
テ
ル
ゾ
ン
は
、
翌
年
『
政
治
問
題
と
し
て
の
一
神
教
』
を
著
わ
し
、
政
治
的
神



目
見-言ロ

当
化
教
義
の
中
に
世
俗
化
テ

i
ゼ
の
原
型
を
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
始
ま
り
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

で
完
成
し
た
、
皇
帝
権
と
一
神
教
の
結
合
を
正
当
化
す
る
「
政
治
的
神
学
」
は
、
異
教
の
多
神
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
的
一
神
教
と
の
異
端
的
融
合

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
被
造
物
に
類
比
す
べ
き
対
応
物
を
持
た
な
い
三
位
一
体
の
神
へ
の
信
仰
、
と
い
う
ク
リ
ス
ト
教
正
統
教
義
が
確
立

す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
政
治
的
神
学
は
「
神
学
的
に
一
掃
さ
れ
た
」
と
誇
ら
し
げ
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
テ
ル
ゾ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
神
の
国
』
三
巻
三

O
章
を
引
用
し
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
に
対
抗
し
、
共
和
国
の
自
由
を
守
る
べ
く
手
を
結
ん
だ
オ
ク
タ

ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
に
裏
切
ら
れ
、
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
キ
ケ
ロ
の
運
命
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
抗
し
、
共
和
国
の
自
由
を
託
す

(
引
)

ベ
く
接
近
し
た
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
裏
切
ら
れ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
姿
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
世
俗
化
テ

l
ゼ
が
、

北法54(6・36)2048

主o.a聞

実
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
神
概
念
と
主
権
概
念
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
地
上
に
お
け
る
「
ク
リ
ス
ト
の
代
理
人
」

ロ
ー
マ
教
皇
が
皇
帝
権
か
ら
奪
い
取
っ
た
支
配
の
正
統
性
の
称
号
を
指
し
示
す
カ
ト
リ
ッ
ク
的
議
論
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
世
俗

と
い
う
、

化
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
ベ
テ
ル
ゾ
ン
の
批
判
は
、
実
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
支
配
の
正
統
性
根
拠
に
ま
で
及
ぶ
重
大
な
異
論
を
は
ら

ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

三
五
年
後
の
一
九
七
O
年
に
な
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、
最
後
の
著
作
と
な
っ
た
『
政
治
的
神
学

H
」
で

ペ
テ
ル
ゾ
ン
に
対
し
反
論
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

( 

一一) 

一
九
三
三
年
以
来
「
第
三
一
帝
国
の
桂
冠
法
学
者
」
に
登
り
つ
め
た
か
に
見
え
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
内
外
か
ら
の
シ
ユ
ミ
ツ

し
か
し
、

一
九
三
六
年
夏
か
ら
親
衛
隊
(
∞
∞
)
の
保
安
諜
報
部

(ωσ)
に
よ
る
調
査
・
監
視
活
動
を
受
け
る
身
と
な
り
、
同

年
一
一
一
月
に
は
親
衛
隊
の
機
関
紙
「
黒
い
軍
団
」
で
悪
意
あ
る
攻
撃
を
受
け
る
や
否
や
、
「
ナ
チ
ス
の
正
統
的
地
位
か
ら
転
落
」
す
る
に
至

(
幻
)

る
。
ベ
ン
ダ
ー
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
遅
れ
て
囲
内
亡
命
者
の
仲
間
入
り
を
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
論

に
お
け
る
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
」
(
一
九
三
八
年
)
の
中
で
、

ト
批
判
の
声
に
応
じ
、

一
転
し
て
ナ
チ
へ
の
不
満
を
用
心
深
く
表
明
す
る
よ
う
に
な
る
。
ホ
ッ
プ
ズ
の

ち
ょ
う
ど
一
一
一
百
年
後
に
生
ま
れ
、
同
じ
く
内
戦
と
独
裁
の
時
代
を
生
き
た
「
ド
イ
ツ
の
ホ
ッ
ピ
ス
ト
」
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
、
ト
マ
ス
・
ホ
ツ



ブ
ズ
は
、
ボ
ダ
ン
と
共
に
「
生
け
る
現
代
人
」
「
私
の
友
人
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
模
範
と
す
べ
き
古
典
的
思
想
家
で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、

主
権
者
に
「
服
従
す
る
目
的
は
保
護
で
あ
る
」
と
い
う
「
保
護
と
服
従
の
相
関
関
係
」
に
従
い
、
亡
命
先
の
パ
リ
か
ら
帰
国
し
て
ク
ロ
ム
ウ
エ

ル
体
制
へ
の
服
従
を
誓
っ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
「
保
護
と
服
従
の
永
遠
の
相
関
」
と
い
う
同
じ
論
理
に
よ
り
ナ
チ
体
制
へ

(
川
町
)

の
い
ち
早
い
順
応
を
弁
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
論
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
決
断
主
義
者
に
し
て
法
治
国
家
の
始
祖
と
い

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

う
二
重
の
ホ
ッ
プ
ズ
像
を
提
示
し
て
、
こ
れ
ま
で
得
ら
れ
た
近
代
理
解
の
様
々
な
内
容
を
集
約
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

第
一
に
、
「
決
断
主
義
類
型
の
最
も
偉
大
な
代
表
者
」
と
い
う
『
法
学
的
思
惟
の
三
類
型
」
の
ホ
ッ
プ
ズ
解
釈
に
従
い
、
こ
こ
で
も
ホ
ツ

(
似
)

ブ
ズ
は
、
何
よ
り
も
「
偉
大
な
決
断
主
義
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
解
釈
の
特
徴
は
、
巨
大

な
獣
、
巨
大
な
人
問
、
可
死
の
神
、
巨
大
な
機
械
と
い
う
四
つ
の
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
像
の
う
ち
、
①
旧
約
の
ヨ
ブ
記
か
ら
取
ら
れ
た
海
の
怪

獣
と
い
う
神
話
的
像
を
「
良
質
な
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
モ
ア
か
ら
生
ま
れ
た
半
ば
皮
肉
な
文
学
的
思
い
つ
き
」
と
呼
ん
で
退
け
、
②
代
表
者
と

し
て
の
主
権
者
の
人
格
は
、
社
会
契
約
と
い
う
「
合
意
に
よ
る
の
で
な
く
、
合
意
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
」
と
解
し
、
主
権
者
の
社
会
契

約
説
的
構
成
を
過
小
評
価
す
る
一
方
で
、
③
呼
び
出
さ
れ
た
新
た
な
神
は
、
契
約
当
事
者
に
対
し
「
超
越
的
」
存
在
だ
と
解
し
、
む
し
ろ
「
地

上
に
お
け
る
神
の
代
理
人
」
と
呼
ん
で
、
世
俗
化
テ

l
ゼ
に
よ
り
主
権
概
念
を
神
権
説
的
に
基
礎
づ
け
る
と
と
も
に
、
④
デ
カ
ル
ト
の
機
械

(
釘
)

的
人
間
観
を
継
承
し
、
国
家
を
巨
大
な
命
令
機
構
と
見
な
す
機
械
的
国
家
観
の
代
弁
者
と
し
て
ホ
ッ
プ
ズ
を
理
解
す
る
点
に
あ
る
。
シ
ユ
ミ

ホ
ッ
ブ
ズ
に
見
ら
れ
る
国
家
観
念
の
「
機
械
化
過
程
」
を
、

に
還
元
す
る
「
中
立
化
過
程
」
の
一
環
と
解
釈
し
、
こ
の
技
術
的
中
立
性
を
「
西
洋
合
理
主
義
の
近
代
篇
」
と
名
づ
け
る
。
最
初
は
寛
容
思

一
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
内
容
か
ら
独
立
し
た
主
権
者

ッ
ト
4

ふ
・
晶
、

一
九
二
九
年
の
講
演
に
従
い
、
国
家
を
「
技
術
的
に
中
立
的
な
道
具
」

北I去54(6・37)2049

想
と
結
び
つ
い
た
「
技
術
的
|
中
立
的
国
家
(
お
n
z
z
n
z
'
S
E
E
-
R
E
E円
)
」
は
、

の
決
断
に
よ
り
初
め
て
全
て
を
規
範
化
す
る
|
|
「
真
理
で
は
な
く
、
権
威
が
法
を
作
る
」
ー
ー
も
の
で
あ
り
、
最
後
は

(%) 

の
前
提
を
な
す
価
値
中
立
的
な
「
合
法
性
の
体
系
」
に
帰
着
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
経
営
体
面
白
豆
町
σ)
」
と
し
て
の

「
法
実
証
主
義
」



説

近
代
国
家
の
将
来
は
「
官
僚
制
」
の
全
面
化
に
行
き
着
く
と
い
う
ヴ
ェ

l
パ
l
の
近
代
診
断
を
引
い
て
、
「
合
法
性
こ
そ
が
官
僚
制
の
実
証

主
義
的
機
能
様
式
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
中
に
ヴ
ェ

l
パ
l
に
至
る
合
法
性
観
念
の
先
駆
者
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

他
方
で
、
こ
の
中
立
的
国
家
に
お
い
て
、
中
世
的
共
同
体

3
2
5
5
5
8
2
)
で
は
封
建
的
身
分
や
教
会
に
対
し
自
明
の
ご
と
く
認
め
ら

論

れ
て
い
た
抵
抗
権
の
試
み
は
、
不
条
理
か
つ
見
込
み
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
と
い
う
「
技
術
的
に
完
成
さ
れ
た
命
令
機
構
」

に
対
し
、
抵
抗
権
を
権
利
と
し
て
法
的
に
構
成
す
る
可
能
性
な
ど
あ
り
え
な
い
|
|
「
識
別
可
能
な
身
分
も
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
抵
抗
も

(
釘
)

(
宅
白
色
白
吋
・
:
∞
窓
口
P
E
n
s
・-・

5
号
?
巴
自
己
)
」
!
!
と
断
定
さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
国
家
論
の
真
の
狙
い
は
、

な
し、
抵
抗
権
か
ら
生
じ
る
ア
ナ
ー
キ
ー
と
内
戦
状
況
を
克
服
し
、
「
間
接
権
力
」

の
中
世
的
多
元
主
義
に
対
抗
し
、
権
力
と
こ
れ
に
伴
う
責
任
の

一
致
、
即
ち
「
保
護
と
服
従
の
相
関
」
を
創
出
す
る
点
に
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二

O
世
紀
に
は
、
教
会
や
労
働
組
合
と
い
っ
た
間

接
権
力
が
再
び
登
場
し
、
こ
れ
ら
社
会
的
多
元
主
義
が
「
権
力
と
責
任
、
保
護
と
服
従
」
の
連
闘
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
リ
ヴ
ア

イ
ア
サ
ン
と
い
う
巨
大
な
機
械
は
「
反
個
人
主
義
的
勢
力
」
に
よ
り
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
実
証
主
義
的
立
法
国
家
が
拠
っ
て
立

つ
自
由
主
義
の
概
念
と
制
度
は
、
極
め
て
非
自
由
主
義
的
な
勢
力
の
用
い
る
武
器
と
な
り
、
彼
ら
の
権
力
的
地
位
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

(
鉛
)

政
党
多
元
主
義
は
、
自
由
主
義
的
立
法
国
家
に
組
み
込
ま
れ
た
国
家
破
壊
の
方
法
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
」
(
傍
点
、
権
左
)
。
こ
う
し

ホ
ッ
ブ
ズ
の
抵
抗
権
解
釈
を
機
縁
と
し
て
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
の
状
況
を
回
顧
し
、
彼
の

て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
体
制
か
ら
離
脱
し
た
後
、

予
言
通
り
、
合
法
性
体
系
の
自
己
否
定
を
も
た
ら
し
た
「
多
元
主
義
的
政
党
国
家
」

第
二
に
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
当
時
唱
え
ら
れ
て
い
た
全
体
主
義
国
家
の
哲
学
者
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
に
対
抗
し
、
ホ
ッ
プ
ズ
を

(
的
)

新
た
に
「
市
民
的
法
治
国
家
|
立
憲
国
家
の
精
神
的
祖
先
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
プ
ズ
は
、

奇
蹟
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
内
面
的
信
仰
と
外
面
的
告
白
を
は
っ
き
り
区
別
し
、
内
面
的
に
信
仰
す
る
か
否
か
を
各
人
の
私
的
理
性
に
よ
る

判
断
に
委
ね
る
と
と
も
に
、
奇
蹟
に
関
す
る
外
面
的
告
白
は
主
権
者
の
公
的
理
性
が
決
定
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
公
と
私
、
内
面
と
外

へ
の
批
判
を
改
め
て
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

北i去54(6・38)2050



の
導
入
に
よ
り
ホ
ッ
ブ
ズ
が
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
に
付
し
た
「
内
面
的
|
私
的
な
思
想
・
信
仰
の
自
由
」
と
い
う
「
個
人
主
義
的

(
川
)

留
保
」
と
と
も
に
初
め
て
、
「
自
由
主
義
的
法
治
国
」
へ
と
至
る
不
可
知
論
的
な
「
近
代
の
中
立
的
国
家
」
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
近
代
自
由
主
義
の
大
き
な
突
破
口
」
を
な
す
公
私
、
内
外
の
二
分
法
は
、
数
年
後
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
り
取
り
上
げ
ら
れ
、
公
的
平
和
か
ら
個

人
の
思
想
の
自
由
へ
と
重
点
を
移
動
さ
せ
た
後
、
十
八
世
紀
に
は
ト
マ
ジ
ウ
ス
や
カ
ン
ト
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

l
ン
へ
と
継
承
さ
れ
、
法
と
道

徳
、
合
法
性
と
道
徳
性
の
分
離
と
い
う
形
を
取
っ
た
「
良
心
の
自
由
」
の
主
張
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ

面
の
区
別
」

ば
、
こ
う
し
た
内
外
の
二
分
法
を
採
用
し
「
外
面
に
対
す
る
内
面
の
最
終
的
優
位
」
を
承
認
し
た
諸
勢
力
は
、
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
へ
の
共
同

戦
線
に
結
集
し
、
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
の
神
話
を
打
破
し
て
内
側
か
ら
破
壊
し
た
と
さ
れ
る
。
「
公
権
力
が
現
実
に
は
公
的
存
在
で
し
か
な
く

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

な
り
、
内
面
的
信
仰
を
私
的
領
域
に
押
し
の
け
る
と
き
、
国
民
の
魂
は
内
面
に
通
じ
る
「
秘
め
ら
れ
た
道
」
を
た
ど
り
始
め
、
沈
黙
と
静
寂

と
い
う
対
抗
力
が
成
長
し
て
く
る
。
内
面
と
外
面
の
区
別
が
承
認
さ
れ
た
瞬
間
、
内
的
な
も
の
の
外
的
な
も
の
へ
の
優
位
、
そ
し
て
私
的
な

も
の
の
公
的
な
も
の
へ
の
優
位
は
、
実
質
上
は
既
に
決
定
さ
れ
た
も
同
然
で
あ
る
。
公
権
力
が
ど
ん
な
に
完
壁
に
承
認
さ
れ
よ
う
が
、
ど
ん

(
川
)

な
に
忠
実
に
尊
重
さ
れ
よ
う
が
、
単
に
公
的
で
外
面
的
な
権
力
で
あ
る
限
り
、
空
疎
で
あ
り
内
面
的
に
は
既
に
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」

ユ
ダ
ヤ
系
思
想
家
に
対
す
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
辞
を
弄
し
、
表
面
上
は
ナ
チ
体
制
に
阿
り
つ
つ
も
、
内
外
二

分
法
と
い
う
中
立
的
国
家
論
の
再
解
釈
を
通
じ
、
(
最
初
は
自
ら
寄
与
し
た
は
ず
の
)
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
内
面
的
同
質
化
を
暗
に
批
判
し
て

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
後
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
獄
中
で
執
筆
さ
れ
た
『
救
い
は
獄
中
よ
り
』
(
一
九
五
O
年
)
で
、
ナ
チ
支
配
下
も
教

養
層
の
内
面
的
同
質
化
が
困
難
で
あ
り
、
「
ド
イ
ツ
人
の
抜
き
が
た
い
個
人
主
義
」
が
保
た
れ
て
い
た
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
「
私
的
内
面

性
へ
の
撤
退
」
を
伴
う
内
面
と
外
面
の
二
重
生
活
と
し
て
描
き
出
し
た
上
で
、
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
論
の
同
じ
個
所
を
論
拠
と
し
て
引
用
し
て

い
る
。
「
時
々
の
合
法
的
政
府
が
命
じ
る
こ
と
に
は
す
べ
て
喜
ん
で
協
力
す
る
態
度
が
最
大
限
発
揮
さ
れ
た
と
き
に
も
、
私
的
内
面
性
へ
の

北法54(6・39)2051

撤
退
と
い
う
昔
か
ら
守
ら
れ
て
き
た
静
か
な
伝
統
は
残
っ
て
い
た
。
・
:
内
面
と
外
面
の
区
別
が
徹
底
し
て
推
し
進
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
内



説

面
と
外
面
が
無
関
係
な
ま
で
至
っ
た
と
こ
ろ
は
他
に
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
教
養
層
の
外
面
的
同
質
化
が
円
滑
単
純
に
進
行
し
た
だ

(
問
)

け
に
、
彼
ら
の
完
全
な
内
面
的
同
質
化
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
う
し
た
内
面
と
外
面
の
二
分
法
と
い
う
中
立
的
国
家
の
、
そ
し
て
自
由
主
義
原
理
の
新
た
な
理
解
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
と
し
て
の

従
来
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
遍
歴
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
画
期
的
転
回
と
も
言
、
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
二
九
二
三
年
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
論
で
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
ゾ

l
ム
の
教
会
法
論
を
価
値
転
倒
し
つ
つ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
「
宗
教
の
自
由
」
を
要
求
す
る
余
り
、
宗
教
を
「
私
事
化
」

し
て
私
的
領
域
を
宗
教
的
に
神
霊
化
し
た
の
に
対
し
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
宗
教
を
法
学
的
に
公
法
的
形
式
と
し
て
把
握
し
、

ク
リ
ス
ト
の
人
格
を
「
純
粋
に
内
面
的
な
私
事
と
し
て
捉
え
ず
、
目
に
見
え
る
制
度
へ
と
形
態
化
し
た
」
と
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
、
一
九
二
八
年
の
『
憲
法
論
』
で
は
、
個
人
の
私
的
自
由
を
無
制
限
に
認
め
る
一
方
、
国
家
の
権
限
を
厳
格
に
制
限
す
る
市
民
的

法
治
国
の
配
分
原
理
が
、
あ
ら
ゆ
る
基
本
権
の
最
初
を
な
す
「
宗
教
の
自
由
」
か
ら
、
し
か
も
こ
れ
に
伴
う
「
宗
教
の
絶
対
的
私
事
化
」
と

(
郎
)

「
国
家
及
び
公
的
生
活
)
般
の
相
対
化
」
か
ら
誕
生
し
た
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
少
数
派
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ナ

チ
ズ
ム
に
対
す
る
心
理
的
抵
抗
を
体
験
し
た
後
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
特
有
な
内
外
の
二
分
法
を
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
論
に
取
り
入
れ
た
ま

さ
に
そ
の
瞬
間
、
内
面
的
自
由
と
い
う
ル
タ

l
以
来
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
の
問
題
性

l
l
つ
ま
り
「
内
面
性
の
名
に
お
い
て
「
外
部
」
を
J

・

(
別
)

ト
ー
タ
ル
に
政
治
の
世
界
に
明
け
渡
す
」
よ
う
な
体
制
順
応
的
機
能
を
営
ん
だ
点
1
1
0
も
、
図
ら
ず
も
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
既

に
一
九
三
四
年
六
月
三
O
日
の
突
撃
隊
粛
清
に
当
た
り
、
か
つ
て
の
依
頼
人
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
が
殺
害
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
チ
体

制
へ
の
忠
誠
心
の
証
と
し
て
「
総
統
は
法
を
守
る
」
と
公
言
し
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
、
一
九
四
四
年
七
月
二

O
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺

計
画
が
失
敗
し
、
こ
れ
に
関
与
し
た
ポ
l
ピ
ッ
ツ
が
処
刑
さ
れ
た
と
き
も
、
お
そ
ら
く
は
巨
大
な
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
へ
の
抵
抗
は
無
力
で
あ

さ'"E聞

る
こ
と
を
改
め
て
確
信
さ
せ
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
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結
ぴ

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

(
二
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
ワ
イ
マ

l
ル
期
を
中
心
と
し
て
た
ど
っ
て
き
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
近
代
理
解
の
変
遷
の
軌
跡
を
改
め
て
振
り

返
る
と
と
も
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ヴ
ェ

l
パ
l
を
継
承
す
る
面
と
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
面
を
合
わ
せ
て
集
約
し
て
お
き
た
い
。
前
者
の
点
に

関
し
て
は
、
一
九
二
二
年
春
の
『
政
治
的
神
学
』
ま
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
超
越
神
観
念
の
世
俗
化
及
び
内
在
化
の
過

程
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
内
在
化
の
帰
結
で
あ
る
人
民
主
権
の
原
理
と
対
決
す
る
一
方
、
世
俗
化
の
名
に
お
い
て
、
教
皇
至
上
権
を
モ
デ

ル
と
し
決
断
主
義
的
に
定
義
さ
れ
た
主
権
概
念
の
復
活
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
ン
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
一
九
二
三
年
の
議

会
主
義
論
に
至
る
と
、
一
転
し
て
内
在
化
の
結
果
を
承
認
し
、
民
主
的
正
統
性
を
人
民
の
政
治
的
統
一
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
と
と

も
に
、
一
九
二
八
年
春
の
「
憲
法
論
』
で
は
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
い
う
二
つ
の
構
成
原
理
の
結
合
と
混
合
と
し
て
近
代
憲
法
を
解
釈

し
て
い
た
。
更
に
、
ベ
ル
リ
ン
に
移
住
し
た
一
九
二
九
年
以
降
は
、
国
家
が
社
会
か
ら
分
離
し
中
立
化
し
て
い
く
中
立
化
な
い
し
脱
政
治
化

の
時
代
と
し
て
近
代
を
捉
え
直
し
、
こ
れ
に
対
し
、
国
家
が
社
会
の
全
領
域
に
介
入
す
る
政
治
化
の
時
代
と
し
て
現
代
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
一
九
三
二
年
夏
の
『
合
法
性
と
正
統
性
』
で
は
、
法
治
国
的
構
成
部
分
と
政
治
的
構
成
部
分
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
分
裂
と
い
う

こ
つ
の
憲
法
の
分
極
化
テ
ー
ゼ
を
唱
え
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
に
お
け
る
大
統
領
内
閣
の
権
力
中
枢
に
実
践
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
、
ナ
チ
体
制
へ
の
公
的
関
与
か
ら
離
脱
し
て
以
後
、
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
論
で
は
、
絶
え
ざ
る
中
立
化
の
過
程
と
い
う
従
来

の
近
代
理
解
を
集
大
成
す
る
と
と
も
に
、
内
面
と
外
面
の
二
分
法
に
よ
る
中
立
的
国
家
の
新
た
な
理
解
を
初
め
て
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヴ
ェ

l
パ
l
を
受
け
継
ぐ
連
続
面
と
し
て
は
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
解
釈
換
え
に
よ
る
カ
エ
サ
ル
主
義
的

指
導
者
選
抜
の
思
想
、
そ
し
て
人
民
投
票
的
な
民
主
的
正
統
性
の
解
釈
が
、
議
会
主
義
論
を
初
め
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
民
主
政
理
解
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
的
正
統
性
に
支
え
ら
れ
た
大
統
領
の
権
限
を
強
化
し
、
そ
こ
に
国
家
危
機
か
ら
の
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説

救
済
者
を
見
出
そ
う
と
す
る
ワ
イ
マ

l
ル
末
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
構
想
も
ま
た
、
こ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
延
長
線
上
に
初
め
て
真

に
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
委
任
独
裁
か
ら
主
権
独
裁
へ
の
移
行
可
能
性
に
対
し
終
始
無
防
備
で
あ
っ
た
点
を
思
想
的
盲
点
と

し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
他
方
で
、
両
者
を
分
か
つ
断
絶
面
と
し
て
、
ヴ
ェ

i
パ
l
が
、
神
の
道
具
と
し
て
現
世
の
改
造
を
使
命
と
す
る
カ
リ

ご"'-
11岡

ス
マ
的
預
言
者
こ
そ
、
政
治
指
導
者
の
原
型
を
な
す
と
見
な
し
た
の
に
対
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
、
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
偽
装
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
神
の
代
理
人
と
し
て
カ
リ
ス
マ
を
代
々
相
続
す
る
官
職
保
有
者
で
あ
る
ロ

l
マ
教
皇
こ
そ
、
政
治
指
導
者
が
模
範
と
す
べ
き

存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
超
越
的
神
の
名
に
よ
る
現
世
秩
序
の
変
革
と
神
の
内
在
化
に
よ
る
支
配
秩
序
の
正
統
化
と
い
う
、
両
者
が
依
拠

す
る
こ
つ
の
神
学
的
モ
デ
ル
は
、
世
俗
権
力
へ
の
抵
抗
と
そ
の
正
当
化
と
い
う
、
政
治
権
力
へ
の
態
度
に
関
す
る
ク
リ
ス
ト
教
の
相
反
す
る

こ
つ
の
可
能
性
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
典
型
的
に
表
現
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

か
つ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
主
義
的
要
素
と
民
主
主
義
的
要
素
の
混
合
し
た
近
代
憲
法
の
由
来
を
、

う
に
見
事
に
解
き
明
か
し
て
い
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
意
義
は
、
第
一
に
、
憲
法
制
定
権
力
の
担
い
手
と
し
て
人

民
を
指
名
し
、
人
民
の
政
治
的
統
一
の
思
想
を
初
め
て
表
明
し
た
点
、
第
二
に
、
国
家
権
力
を
厳
格
に
制
限
し
統
制
す
る
市
民
的
法
治
国
の

(
郎
)

二
つ
の
原
理
、
基
本
権
と
権
力
分
立
の
原
理
を
表
明
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
政
治
的
絶
対
主
義
を
排
除
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
よ
う
に
民
主
主
義
原
理
と
自
由
主
義
原
理
の
結
合
か
ら
な
る
一
七
八
九
年
の
理
念
を
、
征
服
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
り
外
部
か
ら
他
律
的

に
受
け
取
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
反
フ
ラ
ン
ス
・
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
が
執
劫
に
持
続
す
る
中
で
、
後
者
の
法
治
国
原
理
を
一

方
的
に
切
り
離
し
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
親
和
的
で
あ
っ
た
前
者
の
人
民
主
権
原
理
だ
け
を
取
り
入
れ
る
傾
向
が
、
一
九
世
紀
初

頭
の
時
期
か
ら
既
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
長
ら
く
ド
イ
ツ
・
マ
ン
ダ
リ
ン
の
抜
き
が
た
い
政
治
文
化
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
近
代
革
命
を
自
力
で
遂
行
で
き
な
か
っ
た
「
遅
れ
て
き
た
国
民
」
が
宿
命
的
に
背
負
い
込
む
こ
う
し
た
歴
史
的
負
債
こ
そ
、
自
由
主
義

を
異
質
な
外
来
思
想
と
し
て
排
除
し
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
な
き
国
民
的
統
一
の
確
保
を
目
指
す
と
い
う
、
そ
の
後
一
世
紀
に
わ
た
り
ド
イ
ツ
が

一
七
八
九
年
の
理
念
か
ら
次
の
よ
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た
ど
る
「
特
殊
な
道
」
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
り
、

ワ
イ
マ

l
ル
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
歩
ん
だ
思
想
的
発
展
も
、
こ
の
ド
イ
ツ
史
に
特
有
な

文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
二
)
だ
が
、
か
つ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
た
ど
っ
た
道
は
、
既
得
権
益
の
体
系
が
拠
っ
て
立
つ
現
状
維
持
の
正
統
性
原
理
を
打
破
す
べ
く
、
政

党
多
元
主
義
な
ら
ぬ
利
益
集
団
多
元
主
義
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
議
会
に
対
抗
し
、
人
民
の
政
治
的
統
一
を
代
表
す
る
大
統
領
型
指
導
者
へ
の

国
民
的
待
望
が
昂
揚
を
見
せ
る
と
き
、
時
空
を
超
え
た
超
歴
史
的
現
象
と
し
て
い
つ
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
で

あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
の
反
復
可
能
性
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
別
の
選
択
肢
と
代
替
案
を
提
示
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
取
っ
た
政
治
的

オ
プ
シ
ョ
ン
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
議
会
主
義
論
か
ら
『
憲
法
論
』
に
か
け
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
定
式
化
し

た
人
民
投
票
的
公
共
性
の
概
念
よ
り
訣
別
し
、
こ
れ
を
主
知
主
義
的
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
従
い
、
公
共
性
と
は
、
同

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

質
的
な
人
民
が
拍
手
喝
采
に
よ
り
二
者
択
一
の
形
で
自
分
の
意
志
を
表
明
す
る
場
で
あ
り
、
世
論
と
は
、
近
代
的
な
方
式
に
よ
る
人
民
の
意

志
表
示
つ
ま
り
拍
手
喝
采
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
人
民
の
政
治
的
統
一
を
公
共
の
領
域
で
目
に
見
え
る
よ
う
人
格
的
に
代
表
す
る
政

治
指
導
者
を
要
請
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
代
表
概
念
の
帰
結
か
ら
逃
れ
去
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
公
共
の
討
論
に
よ
る
国
民

の
政
治
教
育
機
能
と
政
治
家
の
自
己
訓
練
機
能
に
注
目
す
る
ヴ
ェ

l
パ
l
の
議
会
制
論
に
注
目
し
、
議
会
を
媒
介
と
す
る
公
衆
の
論
議
に
よ

り
理
性
的
合
意
を
形
成
す
る
場
と
し
て
公
共
的
領
域
を
捉
え
直
し
、
決
断
主
体
の
意
志
を
理
性
的
内
容
に
転
化
さ
せ
る
場
と
し
て
世
論
の
機

(
胤
)

能
を
理
解
す
る
と
き
、
人
民
投
票
的
公
共
性
概
念
を
基
礎
づ
け
る
民
主
的
同
一
性
原
理
を
、
自
由
主
義
的
法
治
国
原
理
の
中
に
再
び
組
み
入

れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
に
、
ヴ
ェ

1
パ
ー
に
よ
る
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
解
釈
換
え
か
ら
得
ら
れ
た
民
主
的
正
統
性
の
概
念
を
、
も
う
一
度
自
由
主
義
的
に
解

釈
換
え
す
る
必
要
が
あ
る
。
ヴ
ェ

l
パ
l
に
従
い
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
行
っ
た
よ
う
に
、
民
主
政
の
正
統
化
根
拠
を
人
民
投
票
的
正
統
性
に
還
元

す
る
な
ら
ば
、
正
統
性
と
は
、
支
配
者
が
被
治
者
の
服
従
を
調
達
す
る
内
的
手
段
、
単
な
る
権
力
資
源
の
一
つ
に
成
り
下
が
り
、
民
主
政
と
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説

は
、
せ
い
ぜ
い
の
所
が
期
限
付
き
の
独
裁
、
即
ち
委
任
独
裁
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
、
公
権
力
の
行
使
を
民
主
的
に
統
制

北法54(6・44)2056

，::h. 
日間

す
る
手
段
と
し
て
正
統
性
の
概
念
を
解
釈
し
直
す
に
は
、
民
主
的
正
統
性
を
自
由
主
義
的
要
素
と
交
錯
さ
せ
、
二
者
択
一
の
意
思
決
定
に
至

(
川
)

る
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
手
続
き
的
に
保
証
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
指
導
者
の
決
定
を
尊
重
し
、
服
従
す
る
態
度
」
よ
り
も
、

む
し
ろ
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
、
正
統
性
の
名
に
お
い
て
不
断
の
権
力
濫
用
の
危
険
に
対
し
異
議
申
し
立
て
す
る
態
度
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
討

議
民
主
主
義
的
な
民
主
政
理
解
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
正
統
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
合
法
性
概
念
よ
り
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
引
き
出
し
た
抵
抗
権
否
定
論
を
再
検
討
し
、
法
実
証
主
義
的
な

合
法
性
概
念
に
根
本
的
反
省
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
か
ら
学
ん
だ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
三
二
年
七
月
の
「
合
法
性

と
正
統
性
」
で
、
自
己
自
身
に
対
し
中
立
的
な
合
法
性
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
、
一
切
の
抵
抗
を
非
合
法
化
す
る
帰
結
を
導
き
出
す
と
と

も
に
、
議
会
主
義
的
合
法
性
に
対
抗
し
、
人
民
投
票
的
正
統
性
に
支
持
さ
れ
た
大
統
領
が
憲
法
の
法
治
国
的
実
質
を
救
出
す
る
と
い
う
シ
ナ

リ
オ
を
描
き
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
憲
法
の
政
治
的
構
成
部
分
よ
り
も
法
治
国
的
構
成
部
分
が
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
同
じ
状

況
診
断
か
ら
は
、
合
法
的
に
獲
得
し
た
権
力
を
濫
用
し
、
法
治
国
的
価
値
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
暴
政
の
脅
威
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
民
主

(
則
)

的
正
統
性
の
名
に
お
い
て
内
乱
を
覚
悟
し
て
で
も
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
ボ
ダ
ン
や
ホ
ッ
プ
ズ
と
は
逆
の
帰
結
を
引
き
出
し
、
護
憲

政
党
の
聞
の
統
一
戦
線
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
戦
後
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
、
特
に
抵
抗
権
否

認
論
を
機
縁
と
し
て
交
わ
さ
れ
た
「
ホ
ッ
プ
ズ
と
抵
抗
権
」
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
実
は
平
和
と
安
全
を
重
視
す
る
余
り
、
内
乱
よ
り
も
暴

政
を
「
よ
り
少
な
い
悪
」
と
し
て
選
び
取
る
ボ
ダ
ン

l
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
主
権
概
念
の
脱
構
築
こ
そ
が
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
っ
た
と

一一百、えよ、っ。

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
が
、
解
き
が
た
い
呪
縛
と
し
て
、
戦
後
日
本

の
政
治
学
を
禁
明
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
規
定
し
続
け
て
き
た
と
す
れ
ば
、
日
本
政
治
学
の
現
状
を
見
直
す
作
業
は
、
戦
前
・
戦
後
の
日



独
に
見
ら
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
思
想
的
に
対
決
す
る
試
み
を
我
々
自
身
が
追
体
験
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
呪
縛
を
脱
呪
術
化
す
る
こ
と
か
ら
再

出
発
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
遺
産
を
内
在
的
に
克
服
す
る
努
力
は
、
公
共
性
と
正
統
性
、
合
法
性
と
抵
抗
の
問
題
を

手
掛
り
と
し
て
、
権
力
と
民
主
政
の
概
念
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
二

O
世
紀
政
治
学
の
成
果
を
見
直
し
、
新
た
に
再
構
成
し
て
い
く
作
業
と

重
・
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
丸
山
虞
男
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
手
本
と
し
て
、
権
力
概
念
を
中
心
と
す
る
純
粋
政
治
学
を
一
時

的
に
追
求
し
た
後
で
、
科
学
的
政
治
学
へ
の
志
向
を
断
念
し
た
一
九
六

O
年
以
来
、
政
治
思
想
史
と
科
学
的
政
治
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
主

義
と
計
量
分
析
と
い
う
互
い
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
別
々
の
随
路
に
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
遺
産
に
負
う
所
の
大
き
か
っ
た
現
代
日
本
の
政
治
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
道
が
分
か
れ
る
以
前
の
分
岐
点
に
再
び

立
ち
戻
り
、
両
者
が
対
話
可
能
な
別
の
道
を
新
た
に
た
ど
り
直
す
作
業
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ワイマール期カール・シュミットの政治思想

(
1
)
権
左
「
丸
山
員
男
の
政
治
思
想
と
カ
l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
l
l
l
丸
山
の
西
欧
近
代
理
解
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
思
想
』
一
九
九
九
年
九
号
、

一
O
号
、
参
照
。
こ
の
前
稿
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
た
め
、
本
稿
の
註
で
は
し
ば
し
ば
丸
山
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
受
容
に
つ
き
言
及
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
、
本
来
両
者
は
一
対
の
論
文
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う
成
立
経
緯
に
由
来
す
る
。

(
2
)
Q・0・臼

n
z
p
呂町

g急
雪
深
久

hphFRE--ぜ∞白『
-
5
3
8
邦
訳
『
例
外
の
挑
戦
』
(
み
す
ず
書
房

)
L・
を
・
回

g
ι
g
s
-
Pと同町
F
ミミ・

羽田
5
2
h
H
》
ミ
E

句、室内
F

Z
問者』
m
a
n
可
否
巴
・
邦
訳
「
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
』
(
御
茶
の
水
書
房
)
。
晩
年
の
丸
山
は
、
ベ
ン
ダ
ー
ス
キ
l
の
書

の
刊
行
後
直
ち
に
目
を
通
し
、
「
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
研
究
と
し
て
英
詩
圏
で
出
た
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
公
平
な
労
作
」

と
評
し
て
い
る
(
『
丸
山
虞
男
集
』
(
岩
波
書
店
)
第
一
六
巻
、
二
七
三
百
円
、
参
照
)
。

(3)
〈
加
「
を
・

3
g
¥
。・∞

mzuEF
ヨ切冨白門出
E
担
問
色
町
『
者
2
2白『凸『同
N
8
5
E
r
E
∞玄白加

m
z
g
d
m四
百
円
古
田
〈
D
=

内
田
ユ
∞

n
F
E門司
J
U
2
h
s
b
p
回門田'凶∞

e

3
3・
品
目
'
主
∞
・

3
品
B
E
C
情
報
源
と
し
て
、
〈
問
一

-HaZ
を
EN--w〉=開明白
Z円
品
目
宝
ヨ

-
m
p
M
S
S
E
8
巳

2
J
F
-
B
R
q
m
8
5
z
r
一(山田『}印
n
Z
2
5

4
a
S
E
E
n
-
二口口、〉
Ne
己
・
∞

8
・
UNOSe
∞
-zu・
邦
語
文
献
と
し
て
、
権
左
「
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
カ
l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ー
ー

北法54(6・45)2057



説

大
統
領
内
閣
期
の
ブ
レ
ー
ン
活
動
を
中
心
と
し
て

l
l」
『
思
想
』
二
O
O
四
年
三
号
、
参
照
。

(
4
)
和
仁
陽
「
教
会
・
八
ム
法
学
・
国
家

l
l
初
期
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学

l
l」
(
東
大
出
版
会
、
一
九
九
O
年
)
参
照
。
こ
の
書
が

対
象
と
す
る
の
は
一
九
二
八
年
『
憲
法
論
』
ま
で
で
あ
り
、
以
後
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
著
作
は
、
端
的
に
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
来
の
秩
序
理
想
か

ら
は
隔
た
っ
た
地
点
で
行
わ
れ
た
作
業
」
と
評
さ
れ
て
い
る
(
コ
一
七
四
頁
)

0

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
知
識
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

古
賀
敬
太
『
カ
j

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』
(
創
文
社
、
一
九
九
九
年
)
参
照
。

(
5
)
〈
住
・
者
・
7
品。
B
B
8
p
ミ
員
宅
内
守
句
、
き
九
九
九
偽
札
EHh内
定
、
己
主
汗
弓
き
・
』
U
N
。・
4
t
z
呂
町
三
唱

3
・N
・〉
E
b
-
-
。
手
-
∞
・
品
。
斗
弓
・
邦
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l

パ
!
と
ド
イ
ツ
政
治
一
八
九

0
1
一
九
二
O
』
E
(未
来
社
)
、
六
六
八
頁
以
下
。
ヴ
ェ

l
パ
l
研
究
に
即
し
た
的
確
な
書
評
と
し
て
、
山
口

定
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
!
と
指
導
者
民
主
主
義
」
『
思
想
』
一
九
六
三
年
十
号
、
参
照
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弟
子
フ
|
パ

l
の
所
説
に
従
い
、

ヴ
ェ

l
パ
l
の
大
統
領
制
論
が
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
の
崩
壊
に
寄
与
し
た
と
い
う
モ
ム
ゼ
ン
の
テ
l
ゼ
を
反
駁
す
る
研
究
と
し
て
、
雀
部
幸
隆

『
ヴ
ェ

l
パ
!
と
ワ
イ
マ

l
ル
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
O
O
一
年
)
参
照
。

(
6
)
Q
-
∞g
円

was-
也、・

2
J
宅・

3
・M
0・MM-
邦
訳
、
二
O
頁
以
下
、
二
八
頁
。
同
様
な
時
代
状
況
の
反
映
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
「
例
外
状
況
」
と
並

ん
で
併
用
す
る
ヤ
ス
パ

l
ス
の
「
限
界
状
況
」
(
。
『

g
S
E
a
-。
ロ
)
の
概
念
に
見
て
取
れ
る
。

(
7
)
〈
包
・
内
的

nuE円円
J
U
C
N
E
C色
町
内
庁
目
的
c
z
g忍
E

E各
自
明
王
『
田
口
白
色
旬
。
-H
江
田
町
宮
豆
町
三
O
包
由
民
三
口
一
町
、
S
ミ
ミ
Z
官
官
宮
、
町
、
ミ
E
司
S
R
E
-
F
玄ロロー

n
z
m
ロ¥「白石】
N
-
m
四戸沼
N
凶場印凶『叫・

(
8
)
〈
包
・
円
U
M
n
z
S
F円
?
U
O
S門』
n・
3~九
号
忌
内
雪
道
R
H
E
F
-
-
〉
ロ
ロ
・
】
主
沼
田
町
ユ
S
・
M-主
再
第
二
版
で
は
、
大
幅
な
加
筆
が
な
さ
れ
た
た
め
(
ぐ
包
-

N

〉
ロ
ロ
ニ
印
・
司
'
∞
か
)
‘
以
下
の
議
論
の
本
筋
が
見
通
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
一
九
一
二
年
の
論
文
句
。
E
お
宮
司
ZOO『芯ロ
E
m
o
s
g
E
R
J

h
な
さ
き
与
同
町
凡
な
与
ミ
H
Y
切
払

-
-
M
F
M
-
M司
'M甲
吐
か
ら
主
た
る
素
材
を
取
っ
た
、
数
頁
に
わ
た
る
大
幅
な
加
筆
が
見
ら
れ
る
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば

(〈包
-M-
〉
己
戸
・
∞
・
口
。
ー
己
h

ア
ロ
凶

l-8・コ
C
ム咽

MM凶E
∞
)
、
二
つ
の
版
は
別
々
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

(
9
)
〈
包
内
・
∞
nEBH円
T

』u
q
E
R
F
G
同
色
、

S
S
E
-
M
-
〉己白・

-
S凶@印
M
凶
・
邦
訳
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
(
み
す
ず
書
房
)
二
四
頁
以
下
。

(
刊
)
第
二
版
で
は
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
主
義
と
の
関
連
」
に
つ
き
加
筆
が
加
え
ら
れ
、
明
ら
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
を

意
識
し
つ
つ
、
「
私
的
司
祭
制
」
の
中
に
「
ロ
マ
ン
主
義
の
究
極
の
根
底
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
〈
包
-
S
P・M
-

〉
E
P
∞-
M
a
温
冨
・
邦
訳
、

三
三
頁
、
二
八
頁
)
。
も
っ
と
も
、
後
の
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ユ
の
取
り
扱
い
を
見
る
か
ぎ
り
は
な
包

-sp-M
〉ロ

P
∞
己
完
邦
訳
、
一
一
九
頁
以

下
)
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ト
ミ
ズ
ム
の
立
場
に
好
意
的
で
あ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。

論

北i去54(6・46)2058



ワイマール期カール・シュミットの政治思想

(
日
)
〈
m
-
-
O
E
-
-
一
〉
z
p
m
・
-
品
目
・
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
ぷ
一
-
∞
・
吋
∞
町
内
・

(
ロ
)
〈
包
-
s
p
-
N
-
〉
E
白
・
・
∞
・
}
岳
町
-
w

時
三
-
L
N
∞
・
3
N
・
邦
訳
、
一
四
六
頁
以
下
、
二
O
六
頁
、
一
一
一
一
員
、
一
七
五
頁
。
ヴ
ェ

l
パ
!
の
責
任
倫
理
が

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
論
争
に
与
え
た
影
響
に
つ
き
、
和
仁
、
前
掲
、
二
ハ
一
頁
以
下
、
参
照
。

(
日
)
〈
吃
・
の
・
∞
n
F
5
5
4
0
0
3
Z
P
U
R
む
を
ミ
ミ
て
き
h
s
k同
Z
E
2
h
m
z
h
a
透
。
尽
き
S
M
E
ミ
S
E
E
-
E
N
h
h
m
h
a
z汗
s
h
~
は
な
N
宣
言
、
さ
な
S
ミ
R
E
S

』ぺ

~
b
h
h
s
E
ヨ
b
h
3
N
】
玄
C
E
n
z
g

ニhGNHm-∞・ア凶・
2
・
邦
訳
『
独
裁
』
(
未
来
社
)
一
ム
ハ
頁
以
下
、
一
九
頁
以
下
。
第
二
版
で
は
、
初
版
の
原
文

は
変
更
し
な
い
ま
ま
、
一
九
二
四
年
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
行
っ
た
報
告
「
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
四
八
条
に
基
づ
く
ラ
イ
ヒ
大

統
領
の
独
裁
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

(
M
H
)
〈
関
戸
刊
E
J
∞
-
M
凶
『
・
・
凶
N
'
E
・
邦
訳
、
三
九
頁
、
四
五
頁
以
下
。

(
日
)
〈
包
-
n
E
ニ
∞
・

5岨
3
・
式
・
ョ
-
C
N
-
邦
訳
、
六
四
頁
、
七
七
頁
、
八
八
頁
、
一
一
一
一
一
一
五
頁
。

(
山
山
)
〈
m
F
S
P
∞
・
ご
メ
-
N
R
・
-
凶
品
弓
・
邦
訳
、
二
一
一
一
一
頁
、
一
四
四
頁
以
下
、
一
五
九
頁
以
下
。

(
げ
)
後
の
『
憲
法
論
』
で
は
、
憲
法
制
定
会
議
が
主
権
独
裁
の
典
型
的
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
言
明

-
n
-
∞
n
F
E
F
z
q
g言
昌
弘
S

F

S
N
∞
∞
q
z
p
∞
・
3
・
邦
訳
「
宜
忠
法
論
』
(
み
す
ず
書
房
)
七
九
頁
)
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ル
シ
エ
ヴ
イ
ズ
ム
独
裁
を
主
権
独
裁
の
原
型
と
解
釈
す
る

異
説
と
し
て
、
古
賀
、
前
掲
、
一
一

O
頁
、
参
照
。

(
時
)
〈
加
?
の
∞
n
z
E
円
円
4
0
2
2
F
U
R
N
M
E
E
E
〉
∞
-
-
ヨ
『
『
よ
出
∞
同
邦
訳
、
二
二
三
頁
以
下
、
邦
訳
『
大
統
領
の
独
裁
』
(
未
来
社
)
五
六
頁
以
下
。

(
川
口
)
人
民
投
票
型
大
統
領
制
を
提
案
し
た
晩
年
ヴ
ェ

l
パ
l
の
論
説
と
し
て
、
〈
色
目
玄
-
t
そ
伺

σ
刊
『
4
3
0
2
宮
E
S仏
間

r
E
D
F
m
m
g
g
z
E
『
ミ
れ
(
Z
2
・
3
-
5
・

3
0
2
m
o
E
Z
司
『
g
E
m
ロ
円
二
3
σ
・
3
-
s
-
5
・

ca白
書
ヨ
ミ
『
町
、
。
~
凡
宮
内
定
停
マ
s
s
・
-
S
ア
凶
〉
E
3
・
3
∞
∞
4
c
σ
5
m
g
-
∞
主
∞
R
・
場
金
∞
R
邦
訳
『
政
治
論

集
2
』
(
み
す
ず
書
房
)
四
九
四
頁
以
下
、
五
五
O
百
円
以
下
。
『
独
裁
』
と
ヴ
ェ

l
パ
|
合
理
化
論
と
の
関
連
に
つ
き
、
和
仁
、
前
掲
、
一
一
一
一

O

頁
注
(
お
)
、
参
照
。

(
却
)
『
マ
キ
ア
ヴ
エ
ツ
リ
全
集
』
第
二
巻
(
筑
摩
書
房
)
九
九
頁
、
参
照
。

(
幻
)
〈
包
・
内
・
∞
n
y
B吉
'
U
O
『
C
E
n
・
0
町
内
E
E
b
E
〉
印
・
コ
@
志
一
邦
訳
、
三
一
頁
、
一
一
一
六
頁
山
内
-
M
与
さ
『
戸
、
。
~
E
R
ど
呂
町
ミ
高
段
、
志
向
、
内
告
白
ミ
N
足
、

F
S
ミ
5
3
n
H
2
h
E
高
ミ
ミ
H
b
F
3
M
M
玄
E
n
z
g

ニb
f
N
-
m
-
∞
・
。
第
二
版
の
邦
訳
「
政
治
神
学
』
(
未
来
社
)
一
一
頁
。
一
九
三
四
年
の
第
二
版
で

は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
ボ
ン
大
学
に
招
持
し
た
同
僚
の
カ
ウ
フ
マ
ン
(
開
・
穴
さ
吉
田
=
=
)
に
言
及
し
た
初
版
の
多
く
の
箇
所
(
∞
-
E
?
-
P
M
M
-
民
自
民
-

凶0
・
凶
∞
)
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
前
後
の
論
旨
が
不
明
確
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
で
は
初
版
の
テ
ク
ス
ト
で
引
用
す
る
。
な
お
、
『
政
治
的
神
学
』

北法54(6・47)2059



説
去三辺、

員冊

の
初
版
と
第
二
版
の
異
同
に
つ
き
、
初
宿
正
典
「
カ
l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
エ

l
リ
ヒ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
」
『
社
会
科
学
論
集
(
愛
知
教
育
大
学
)
』

ニO
巻
(
一
九
八
一
年
)
、
参
照
。

(
辺
)
〈
m
F
S
P
E
C
-
邦
訳
、
一
回
頁
。
「
緊
急
時
」
に
自
然
法
の
拘
束
力
は
解
消
す
る
と
い
う
一
般
命
題
は
、
『
国
家
論
』
第
一
巻
第
八
章
に
は
見

出
さ
れ
ず
、
逆
に
ポ
ダ
ン
は
、
主
権
者
と
い
え
ど
も
神
法
、
自
然
法
に
服
す
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
(
え
・
戸
田
c
e
p
p
h
h
a
守
ミ
旬
民
間
宮

、
和
主
主
主
F
E
H
Z
Z
∞
M
e
B
官
〉
田
-
2
3
a
ア
召
・
}
M
M
R
)
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ダ
ン
が
神
権
説
に
従
い
、
自
然
法
を
主
権
者
へ
の
服
従
の
根
拠
づ

け
と
し
て
利
用
し
て
い
る
点
に
つ
き
、
佐
々
木
毅
「
主
権
・
抵
抗
権
・
寛
容
」
(
岩
波
書
庖
)
一
一
一
一
頁
、
一
二
五
頁
、
参
照
。

(
お
)
〈
m
F
m
E
J
回
・
己
・
邦
訳
、
一
八
頁
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
例
外
状
況
は
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
り
宣
言
さ
れ
る
が
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
制
約

に
服
し
て
お
り
、
議
会
は
い
つ
で
も
解
除
を
要
求
で
き
る
」
と
い
う
四
八
条
三
項
の
趣
旨
を
認
め
た
上
で
、
議
会
の
「
制
約
な
し
に
例
外
状
況

に
つ
き
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
・
:
[
大
統
領
に
]
主
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(
〈
E
2
5
ロ
三
E
g
」
と
接
続
法
で
非
現
実
的
仮
定
を

述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
『
政
治
的
神
学
」
が
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
を
委
任
独
裁
で
な
く
主
権
者
と
解
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の

曲
解
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
剖
)
〈
包
-
o
v
p
∞
・
3
・
邦
訳
、
二
O
頁。

(
お
)
〈
包
-
o
z
-
-
∞
・
忌
同
邦
訳
、
四
一
頁
以
下
。

(お)《nU同円.司=}『困.国。sσσ
伺
a凹
.
トt内
て

sE同

す
る
ホ
ツ
ブ
ズ
の
命
題
は
、
「
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
ラ
テ
ン
語
版
の
同
じ
個
所
に
見
出
さ
れ
る
な
同
国
各
吉
田
唱
。
R
S
E
歪
む
〈
。
こ
戸
-
Y
M
C
M
)
。

(
幻
)
〈
包
・
の
・
∞
n
F
E円
F』
M

巴
E
R
E
M
-
p
s
~
。
h
F
∞
・
出
・
邦
訳
、
四
八
頁
。
〈
m
-
a
o
門
出
3
0筒
、
切
符
旬
、
ミ
h
S
E
E
R
E
F
凶
・
〉
巴
2
・
3
S
・
M
・
-
N
-
叫
・

(
お
)
〈
包
・
の
・
∞
n
F
E円
F

S
弐
a
g
z
h
h
~
S
F
∞
・
右
・
品
∞
同
邦
訳
、
六
七
頁
、
六
九
頁
以
下
。

(
却
)
〈
胴
F
Z
-
者
四
σ
四
円
4
5
5
与
も
s
h
p
E
~
h
円
吉
予
3
M
M
J
山
〉
ロ
2
・
3吋
M
4
5
5明
白

P
臼
・
凶
凶
-
『
円
邦
訳
『
支
配
の
社
会
学
』
(
創
文
社
)
六
O
頁
以
下

J
E
『
戸
田
B
S
E
E
m
a
F
O包
括
5
5
z
m
g三
宮
門
g
u
m
E再
開

n
E目
白
色

E
L口一

C
2む
さ
ミ
~
同
町
、
ミ
S
R
E内
M
W
E
3
H
r
p
∞
・
凶
M
C
R
邦
訳
『
政
治
論
集
2
』
三
五

O
頁
以
下
。

(
却
)
〈
m
F
n
-
M
n
z
E
同
F
h
g
ヨ
な
忌
旬
、
E
H
F
-
~
た
な
さ
h
h
s
h
E
E
h
門
官
3
5
・
3

ロN・〉
Z
D
・
3
N
U
-
Z
2
2
出
m
・
3
E
g
E向
指
日
-T

∞
-
M
凶
『
・
こ
の
点
に
つ
き
、

和
仁
、
前
掲
、
=
一
O
O
頁
注

(
8
)
、
参
照
。

(訂

)
Q
-
図
。
σ
σ
n
p
tて
EHPES-nF--a・3・
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l'JI. 

(
幻
)
〈
m
-
-
n
-
M
n
E
S
E
-
E
3
2
5句内同町
E
E
H丘
町
岳
町
宮
、
色
町
二
塁
是

2

2
き
ヨ
S
Hミ

asp-沼NM・
M-〉
巴
戸
石
Na
回ロユ
-PM-
お
R
邦
訳
『
現
代
議
会

主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
(
み
す
ず
書
房
)
四
六
頁
以
下
。
『
憲
法
論
』
で
は
、
教
養
と
財
産
を
有
す
る
自
由
主
義
的
市
民
層
の
地
位
に
即
し
て
、

公
開
の
討
論
の
不
在
や
代
表
的
性
格
の
消
滅
と
い
っ
た
議
会
制
の
理
念
的
基
礎
の
脱
落
が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
〈
加

-
n
∞各自国間

F
Z下

k
b
a皇
官
な

E
F
m・
凶
ヨ
司
・
邦
訳
、
三
五
六
頁
以
下
)
。

(
叫
)
〈
加
戸
内
・
∞
n
F
E
F
E
3
2
5
h
a♀
同
町
、
ミ
』
町
宮
宮
、
-
∞
・
∞
同
邦
訳
、
七
頁
以
下
。

(
叩
)
〈
町
一
-
与
む
よ
臼
・
岩
R
邦
訳
、
三
五
頁
以
下
。

(
必
)
内
円
』
・
ム

m
C
E
E
S
E
-
。
E
ミ
2
2き
も
尽
『

S
E
e
-
由
主
可
申
ユ
問
。
司
・
合
唱
・

(
灯
)
〈
包
-n
∞
nzs-HF
宮
内
向
2
5
h
a♀
凡
与
え
R
E
E
h
m
-
∞
MM『
よ
王
弓
邦
訳
、
二
五
頁
、
一
四
頁
以
下
。

(
必
)
〈
包

-sp∞・
3
・
邦
訳
、
四
二
頁
。

(
川
町
)
〈
包
玄
・
ぞ

S
F
5
5与
も
た
え
C
と
え
な
与
も
咽
印
・
。
宏
司
ニ
ロ
。
・
邦
訳
『
支
配
の
社
会
学
』
四
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
『
支
配
の
諸
類
型
』
(
創
文
社
)

一
三
八
頁
以
下
。
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
概
念
類
型
が
、
そ
も
そ
も
ゾ
l
ム
『
教
会
法
』
(
戸
山
岳
B
-
h湾、
HS之
町
芦
田
♀
・
-
-
∞
沼
咽
】
ば
-
M
3
M凶・

7
白C
E
n
u
g
ニb
F℃
N】
加
・
)
に
依
拠
す
る
点
は
、
ヴ
ェ

l
パ
l
自
身
が
認
め
て
い
る
(
〈
包
・
開
E
J
印
・
品
目
邦
訳
「
支
配
の
社
会
学
』
四
O
O
頁
、
四
九

頁
)
。
こ
の
点
に
つ
き
、
佐
野
誠
「
ヴ
ェ

l
パ
!
と
ナ
チ
ズ
ム
の
問
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
)
第
一
章
、
参
照
。

(
印
)
〈
m--
を
-
Y
A
O
E
B回目
P
白・白・。・・』・出血
σ
刊『吉田
F
U仲
間
吉
田
宮
ロ
毎
回
-
z
m
m・
-
=
一
。
∞
Z
B
B
R
E
m
)
ゆミ
bH
唱で

S
司
s
h
丸町内

hbN芯
~qh町内
E
E
H
F
-
唱
忠
臣

月比

3
2・
M
E
-
邦
訳
『
ヴ
ェ

l
パ
!
と
現
代
社
会
学
』
上
(
木
鐸
社
)
一
二
九
頁
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
ヴ
ェ

l
パ
l
の
影
響
作
用
史
へ
の
批
判

は
、
学
問
的
評
価
と
は
別
個
に
、
何
よ
り
も
過
去
の
克
服
(
〈
白
何
言
明

gzoHag唱
さ
5
5加
)
と
い
う
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
治
的
文
脈
の
中
で
想
解

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

(
日
)
〈
個
目
・
玄
・
ぞ
号
。
ァ
ヨ
旬
R
g
g
g
H
E
E
ι

明州諸
5
2ロ加】
5
5
0
5
加
g
三ロ
g
g
u
n
g日
n
z
g
q，
(Y白
色
石
戸
∞
Y

5

・。
s
a吉
宮
丘
町
内
、
之
さ
柏
町
宮
川
町
内
マ
3
3・

臼・凶
c
a
R
邦
訳
、
=
一
三
三
頁
以
下
。

(
臼
)
〈
包
・
者

-goヨ
5
8
P
白・目・
0

岨切コ
a
R
〈。
2
=
m
ヨ
m
-
温
・
邦
訳

I
、一二
O
O
頁
以
下
、
特
に
三
二
八
頁
以
下
。
誰
よ
り
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
、

後
の
『
憲
法
論
』
で
ヴ
ェ

l
パ
l
の
「
議
会
と
政
府
」
を
取
り
上
げ
、
「
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
起
草
者
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
の
憲
法
の

国
家
理
論
的
評
価
に
と
り
注
目
に
値
す
る
文
献
」
と
評
す
る
と
と
も
に
、
ヴ
ェ

l
パ
l
が
要
求
し
た
の
は
、
英
国
議
会
の
政
党
指
導
者
を
模
範

と
す
る
議
会
に
よ
る
指
導
者
選
抜
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
(
〈
包

-n-
∞
号
邑
円

Fsqs言
昌
弘
5
R
ω
・出
u-
ど

hfz--邦
訳
、
三
八
六
頁
、
二
一

~:.b. 

民間
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ワイマール期カール・シュミットの政治思想

六
回
頁
、
三
九
四
頁
)
。

(
日
)
〈
包
目

(
U
'
P
E
E
2・
3
3
5
E
E
a
t
s
a
g
込町三回目門医師同仲間口
E
g
g
g
g
E
(
]
S
3・
E
p
h
E
2
2
5
h
F
3一事

3
さ
い
-
E
2
3
Z
∞
q-HP

∞-一
N
凶
]
1
.

(
日
)
独
裁
は
民
主
主
義
と
両
立
す
る
と
い
う
テ
l
ゼ
が
、
既
に
レ
l
ニ
ン
に
よ
り
唱
え
ら
れ
て
い
た
点
に
つ
き
、
藤
田
省
三
「
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民

主
主
義
」
の
原
型
」
『
現
代
史
断
章
』
(
未
来
社
)
七
五
頁
以
下
、
参
照
。

(
日
)
〈
関
戸
内
・
国
n
z
E
F
Sき
己
き
ち
た
E
F
?
3
R
e
ゴ
『
『
・
邦
訳
、
七
O
頁
以
下
、
一

O
一
頁
以
下
。
こ
こ
で
は
、
一
九
一
九
年
二
月
以
降
ワ
イ
マ
l

ル
憲
法
の
制
定
に
当
た
っ
た
国
民
会
議
の
活
動
が
「
主
権
独
裁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
〈
包

mE--
∞・

3
・
邦
訳
、
七
九
頁
)
。

(
日
)
〈
包

S
P
∞
詰
『
?
∞
∞
・
邦
訳
、
七
九
頁
以
下
、
一
一
一
二
頁
。
戦
後
日
本
の
憲
法
学
で
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

に
よ
り
、
君
主
主
権
か
ら
人
民
主
権
へ
の
政
治
的
転
換
が
起
こ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
、
こ
れ
が
宮
沢
俊
義
に
よ
り
「
八
月
革
命
」
と
呼
ば
れ
て
以

来
、
長
ら
く
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
宮
沢
の
八
月
革
命
説
は
、
一
九
四
五
年
末
に
東
大
で
組
織
さ
れ
た
憲
法
研
究
委
員
会
に
お
け
る
丸
山
真

男
の
発
言
に
基
づ
く
と
伝
え
ら
れ
る
(
鵜
飼
信
成
「
宮
沢
憲
法
学
管
見
」
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
』
一
九
八
四
年
二
月
、
八
O
七
号
、
二
八
頁
、
参
照
一

高
見
勝
利
北
大
名
誉
教
授
の
ご
教
示
に
よ
る
)
。
そ
こ
に
は
、
日
本
凶
憲
法
の
成
立
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
丸
山
を
媒
介
者
と
し
て
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
憲
法
制
定
権
力
論
が
影
響
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
歴
史
に
お
け
る
「
理
性
の
狭
知
」
の
働
き
を
推
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
町
)
〈
加
?
の
・
国
nzEH円F
3
0
2
回
mmコ『

za旬。
E
2
Zロ
ε
(
]
3
3・
∞
コ
同
一
九
二
七
年
版
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
が
、
一
九
二
七
年
五
月
ド
イ
ツ

政
治
大
学
で
の
連
続
講
演
に
由
来
す
る
点
に
つ
き
、
〈
加
一
-
の
・
∞
口
F
E円
三
国
・
回
目
=
刊
『

E・己注
--hJbFr苦
肉
号
、

P
主
主
E
H
R
∞
E-=ー。
E
5
5
-
ι
3
M∞叫

〈
。
『
者
。
コ
∞
-u.

(
日
)
〈
加
-η
・回
n
z
E
2・
5
き

hhS同
h
t
P
R
∞
M
O
O
戸
M
Cム
弓
・
邦
訳
、
二
三
四
頁
以
下
、
二
三
九
頁
以
下
。

(
印
)
〈
包

-
S
F
∞出品『『ニ

MM叶弓
J
E
M
R
邦
訳
、
二
七
三
頁
以
下
、
二
六
三
頁
以
下
、
二
八
一
頁
以
下
。

(
印
)
〈
mFOE--
∞
-MO∞
R
-
M∞凶『
JM
唱。R
邦
訳
、
二
四
三
頁
以
下
、
=
一
三
三
頁
以
下
、
三
三
九
頁
以
下
。

(
臼
)
〈
注
目
E
J
∞
-M2・
M
E同
・
邦
訳
、
二
四
O
頁
、
二
五
O
頁
以
下
。

(
臼
)
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
論
の
代
表
概
念
を
モ
デ
ル
と
し
て
『
憲
法
論
』
の
代
表
理
論
を
理
解
す
る
異
説
と
し
て
、
〈
回
目
・
』
・
出
与

Z
u
g
-
'明言』吾、
4
2時』

民間、。
h
S
H
~
E
E
F
p
g
r
P
3
曲目品・

3
S
-
Z
2
2回開・

-
3
0・∞
5
2・
邦
訳
『
八
ム
共
性
の
構
造
転
換
』
(
未
来
社
)
一
八
頁
以
下
一
和
仁
、
前
掲
、
二
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M
比
】
一
日

R

七
四
頁
以
下
、
参
照
。

(
臼
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
国
家
倫
理
と
多
元
主
義
的
国
家
」
(
一
九
三
O
年
)
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
普
遍
主
義
的
性
格
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
人

民
の
政
治
的
統
一
を
対
置
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
既
に
『
憲
法
論
』
で
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
国
家
か
ら
独
立
し
た
国
際
的
組
織
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
(
〈
包

-mE-
∞・コ
h
f
凶
主
・
邦
訳
、
二

O
六
頁
、
四
一
ム
ハ
頁
)
。

(
制
)
〈

m--nEニ
∞
-
M
ま
ア
凶
凶
-
『
・
邦
訳
、
三
=
一
四
頁
、
四
O
三
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
政
党
超
越
的
な
中
立
的
権
力
た
り
う
る

可
能
性
に
対
し
、
『
憲
法
論
』
は
む
し
ろ
悲
観
的
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
四
月
の
大
統
領
選
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
中
央
党
の

W
・
マ
ル
ク
ス

を
支
持
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
な
包
・
回
開

E
m
g
S岨
也
、
.
円

F
司・

8
・
∞
ケ
邦
訳
、
九
五
頁
以
下
)
。

(
臼
)
〈
吃

-mEe
∞
-
M
a
R
邦
訳
、
一
五
四
頁
以
下
。

(
侃
)
〈
1
・

s
p
∞
--SR
邦
訳
、
一
九
五
頁
以
下
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
体
保
障
論
の
再
解
釈
と
し
て
、
石
川
健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離
』
(
日

本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
)
参
照
(
た
だ
し
、
現
代
日
本
へ
の
制
度
体
保
障
論
の
適
用
が
不
充
分
な
点
が
惜
し
ま
れ
る
)
。
社
会
権
的
権
利
を
め

ぐ
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弟
子
フ
オ
ル
ス
ト
ホ
l
フ
と
ア
ー
ベ
ン
ト
ロ

l
卜
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
に
つ
き
、
〈
関
戸
開
・

2
2
F
O
R

E
t・河内町
E
2
5
5円
E
F
5
5
2
3
a
r
s
a号
案
内
向

F
E
5
2島
3
2・

(
肝
)
〈
包
・
目

E
・唱∞
-
M
O
O
R
-
M
]
∞
弓
・
邦
訳
、
二
三
四
頁
以
下
、
二
五
四
頁
以
下
。

(
伺
)
〈
包
-
S己
ニ
∞
・
出
品
円
邦
訳
、
三
五
回
頁
以
下
。

(ω)
〈
加
]
開

E
J
臼・凶。少

E
-
R
邦
訳
、
三
五
六
百
戸
、
、
=
一
九
四
頁
以
下
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
中
に
読
み
取
る
議
会
制
の
四
類

型
は
、
奇
し
く
も
、
一
九
九
三
年
以
後
十
年
間
に
わ
た
る
日
本
の
政
治
改
革
論
議
が
た
ど
っ
た
軌
跡
を
凝
縮
さ
れ
た
形
で
表
現
し
て
い
る
。

(
叩
)
〈
包

-
S
P
∞
-
M
O
R
-
-
M
ピ
J
M
R
邦
訳
、
三
八
頁
以
下
、
四
一
頁
以
下
、
四
三
頁
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
提
案
す
る
憲
法
と
憲
法
法
律
の
区
別
は
、
意

思
と
理
性
の
二
分
法
に
依
拠
す
る
点
で
、
主
権
者
の
命
令
と
し
て
の
「
政
治
的
法
律
概
念
」
と
、
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
「
法
治
国
的
法
律
概

念
」
と
い
う
こ
つ
の
法
律
概
念
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
な
包

-sp-∞・己∞
R
邦
訳
、
一
六
七
頁
以
下
)
。

(
円
)
〈
札

-
S
F
∞・忌
Y
3∞戸

-
3
邦
訳
、
一
九
四
頁
、
二

O
九
頁
、
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
。
戦
後
日
独
の
代
表
的
憲
法
学
者
は
、
い
ず
れ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

憲
法
制
定
権
力
論
を
取
り
上
げ
、
一
九
四
五
年
以
前
の
「
主
権
者
退
行
の
経
験
」
に
照
ら
し
、
「
無
か
ら
の
世
界
創
造
」
と
異
な
り
、
憲
法
制
定

権
力
と
い
え
ど
も
、
法
治
国
家
の
根
本
価
値
に
よ
り
規
範
的
に
拘
束
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
な
包
・
開
・
者

-
w
c
n
r
g
g丘町・

3
0
5
5
R
E
Eロ
伺
回
目

加
mFnE
向。2
喜
色
町
間
〈
♀
W
2
1
1
4
開
5
0
8
E
N
Z
宮
司
色
町
田
〈
由
民
曲
目
印
巴
問
問

REgi--二口一
M
S
3
5
き
hhEZ旬、

usash司-
F
g
r
pロ
目
・
玄
・
右
中
ア
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出
由
(
〕

N
(円
山
・
由
)
司
、
山
川
割
引
け
-
T

S.90ff.， vor allem， S.l 07ff. *Hl活!ll)g仰『順道事{凶器空-R.I(傑+<坦正当司目， 1~<111社) 111 -1く困~tiド総監)。

(巳)Vgl. C. Schmitt， "Das Zeitalter der Neutral同国rungenund Entpolitisierungen“(1929)， in : Positionen und Begriffe， S.145f.綜指『司ロ

:自主己よj同剤割.1 (*制~:;!;:i) (主g?' 1 f吋キJ [iIn(~ドー。

(ロ)Vgl. C. Schmitt， "Der Huter der Verfasu時“，Archivdes offentlichen Rechts， Neue Folge， Bd.16， 1929， S.212任転属W+<撰思C題様』
(十*咲記)在Eず 1 -1く長田(~ドー。

(己)Cf. W. Bagehot， The English Constitution (1867)， with an lntroduction by R. H. S. Crossman， 1963 Fontana， pp.61ff.， 266. 

(巳)Vgl. C. Schmitt， "Der Huter d巴rVerfassung“， S.220ff.綜桔， i <O~瓜~ドー。

(定)V gl. C. Schmitt， Hugo Preuss， Tubingen 1930， S.18ff. 来臨 W~謎C 古~:1S関経.1 1 -1( 111~広三三ドー。

(に)Vgl. C. Schmitt， "Staatsethik und pluralistischer Staat“(1930)， in: Positionen und Begriffe， S.153仔リリヤ，入吋 "r~ム込維持剰報

イvミ時総1トミ州 1時総吉当淀密出辞書 C\様相i!1:1(\エド ti' 昨至極『古~:1S C鎧謹一一険料+111時時前塁 Cl10主lW 一一.1 (宿判記)総監。

([e) Vgl. C. Schmitt， "Die Wendung zum totalen Staat“(1931)， in : Positionen und Begriffe， S.166ff.零釧ロート権回経さをど C111旧同込'

ぐートーミ C制rn I~ムヤト縦士短縮J ~~.....JいエトQ .I{]~:1 (¥.ffiJ' vgl. C. Schmitt， Veヴassungslehre，S.47.来信， -1(斗ユ限~ドー。 1~川 11

社援の:;.....J ~I :1' 1-<臣州担c<>>惚i古書c醤:1s記 (Politisierung) J ~ 1<:)刑法匝総」ょj昔、とや'~車~~[]]c <!刑者を回{時村護再建モコ総司目童
謡言字化J~~\I設.....J{.!-4) C ..\J.....Jい， vgl. C. Schmitt， "Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland“， in : Positionen und 8egriffe， 

S.211-216. 

(g2) Vgl. C. Schmitt， Der Begriff des Politischen， Munchen / Leipzig 1932 ; ders.， Der Begriff des Politischen， T巴xtvon 1932 mit einem 

Vorwort und drei Corollarien， 3. Aufl. der Ausg. von 1963， Berlin 1991， S.24f.， 30-32， 46f.， 65伝馬'十--j一川町， 110-11川fmK'

g[~ 同 1fmK' < 1ーく11回。選:11~11111 社援や烈寝耳1.J~{.!恩i古E ..\J.....J V 1嵯継..\J~~ぎ Cl制区」ょJ :;小長 hト'1'(C.J，g.l:f型ど

C維商(調書同~ifr)' -<事事今日昼草剤割 C援の為#:2団州*僻富士長世話 CJ制球:1~王子小トQ..\Jエ小報担C ::r:--rI弐中、ャパぽ~:E言語写字(事長代 tifr)

ゐ絡h♂4二時 (vgl.ebd.， S.53， 55， 56緊結， -1(0岡(' -1(111' i(同四)。

(宕)Vgl. C. Schm叩Iitt，Leg伊日/i印f削Gωtund Le勾g♂t山f

巴1阻抵r。詰絵主4科式王gE鴬t紐世星軽星〈ωtぬげ'~" 主溢王 7匁1辺g宕一也，判同軍主霊E慌t鮭止単挺i<併t約げ~' 母潔1:¥匁思回宕潟告赴止量峯i4ωf内主C凶E豆EL斗」οエν士包主， vgl. C. Schmitt， Velかssungslehre，
S.138ff.者君臨， 1 -1く斗JH瓜~}-'一。

，
験
回
、
犯
醤
(
b
ι

、
戸
川
パ
¥
机
・
ム
「

l
b
h
再
出
」
へ
!
?
ヤ
h
h



説f!b. 
"冊

(
凱
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
合
法
性
批
判
を
受
容
し
た
例
と
し
て
、
丸
山
虞
男
「
政
治
の
世
界
」
『
丸
山
民
男
集
』
第
五
巻
、
一
五
九
頁
以
下
、
参
照
。
こ

れ
に
対
し
、
正
統
性
信
仰
を
合
法
性
信
仰
に
収
縮
し
て
い
る
と
い
う
ハ
l
パ
l
マ
ス
の
決
断
主
義
批
判
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
合
法
性
と
正
統

性
』
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
な
包
』
・
出
回
一
σ
2
5
F
止
で
え
き
さ
き
包
さ
立
富
尽
き
ザ
ミ
官
、
九
『
b
E
S
E
-
-
u
s
=
r
p『

2
・ζ
・
3
3
・

ω・
己
h
H
R
・
邦
訳
『
晩
期

資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
諸
問
題
』
(
岩
波
書
庖
)
一
五
六
頁
以
下
一
佐
々
木
毅
『
政
治
学
講
義
』
(
東
大
出
版
会
)
九
四
頁
、
参
照
)
。

(
回
)
〈
包

-n
∞
n
z
E円
F
E
M判
b
s
b
z
s
札
止
%
と
さ
E
-
∞
-
S
-
遣
問
邦
訳
、
七
四
頁
、
二
三
八
頁
以
下
。
戦
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
引
用
し
た
こ
の
書
の

結
び
は
「
警
告
の
声
」
で
あ
り
、
最
後
の
一
文
は
「
救
い
を
求
め
る
叫
び
」
だ
っ
た
が
、
「
当
時
間
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、

「
こ
の
書
を
正
確
に
知
り
、
そ
の
運
命
を
評
価
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
の
大
統
領
制
の
歴
史
を
執
筆
す
る
の
は
不
当
で
あ
り
、

権
限
を
欠
く
だ
ろ
う
」
と
書
き
記
し
て
い
る
(
〈
包

-n-
∞
n
z
E円
F

S
き
a
s
h
h
Z
与
え
主
号
、
ど
ち
S
R
P
-
3
∞
回
E
5
・
∞
・
宮
山
)
。

(
部
)
〈
加
一
0
・
F
E
E
-
込
町
民
2
5
m
g
E
Z
E
a
|
〈
E
g
g
-
m
S
E
a
l
〈
刊
号
包
括
聞
き
ま
E
ロ
加
・
3
2
5
雪
印
Z
5
2
5
5
5
旨

∞
冨
曲
四
件
江
田
町
己
句
者
2
5
R
R
河
町
古
Z
Z
F
F
E
F
E
一
回
〉
要
旨
在
日
(
出
伺
-
Y
U
目
司
令
ミ
同
門
E
h
S
む
な
守
宮
町
吉
凶
。
，
E
i
w
h
w
-
-
町
吉
弘
~
喜
怒
旬
、
芝
、
言
豆
町
富
民

と
『
司
ヨ
ミ
ミ
h
p
富
C
ロ
ロ
F
2
3
s
-
m
・
3
台
一
回
〉
.
t
ξ
g
E
戸
建
5
5
こ
唱
』
匂
『
活
出
.
0
h
向
。
m
h
与
九
円
E
H
h
号
、
同
3
R
z
h
E
2
S
2
0
3
q
守
室
内
L
ζ
E
S
E

-由也凶
e

∞・凶-喧・

(
制
)
〈
加
戸
内
-
W
E
B
-
F
芯
q
h
g
s
h
h
誌
を
~
九
円
旨
旬
、
A
h
S
S
N
同
岨
∞
-
z
u

(
お
)
〈
m
F
t
ξ
・
3
s
z
}
-
F
e
s
s
-
P
白
・
。
・
権
左
、
前
掲
(
注
(
3
)
)
、
参
照
。

(
剖
)
〈
包
・
同
y
z
s
n
F
p
q
ζ
与
さ
H
H
N
U
S
同
N
w
h
q
h
S
E
R
-
w
E
E
¥
明
『
由
美

P
2
担
・
玄
・
石
お
沼
田
-
色
町
内
・
こ
こ
で
は
、
一
九
七
二
年
西
南
ド
イ
ツ
放
送
で
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
一
九
三
三
年
三
月
三
二
日
か
ら
四
月
十
三
日
ま
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
日
記
帳
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

(
訂
)
〈
m
-
の
・
∞
n
u
E
F
M
H
a
b
F
F
ミ
望
者
さ
~
F
3
凶
凶
否
ヨ
E
G
噌
印
・
叶
丸
山
真
男
訳
「
国
家
・
運
動
・
民
族
」
『
両
洋
事
情
研
究
会
会
報
』
第
二
号

(
両
洋
事
情
研
究
会
、
一
九
三
九
年
)
二
八
四
頁
。
授
権
法
は
憲
法
改
正
手
続
き
に
従
う
合
法
的
革
命
だ
っ
た
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
テ
l
ゼ
|
|

国
家
社
会
主
義
へ
の
転
向
を
心
理
的
に
可
能
に
し
た
も
う
一
つ
の
契
機
|
|
に
対
し
、
訳
者
丸
山
は
戦
後
に
な
り
逐
一
反
論
を
試
み
て
い
る
が

(
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
(
増
補
版
一
一
九
六
四
年
、
未
来
社
)
二
五
三
頁
以
下
、
参
照
)
、
そ
も
そ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
唱
え
る
憲
法
改
正

限
界
説
に
反
す
る
点
で
、
こ
の
テ
i
ゼ
は
法
学
的
に
も
完
全
に
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。

(
槌
)
〈
包
-
Z
E
m
o
-
u
S
E
t
-ハ
-
F
C
5円
EY--旬
。

-
H
g
n
F
2
0
m
N
E
o
E
目
ヨ
E凹
λ

河
内
て
た
町
三
尽
き
ミ
芯
さ
な
位
向
芯
忌
な
え
町
民
』
九
九
、
b
h
F
〉
=
=
R
A
w
-
-
s
u
-
方自】

LO---M凶・

戦
後
の
-
九
六
O
年
版
で
は
、
タ
イ
ト
ル
が
改
め
ら
れ
た
上
、
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
や
ゴ
l
ガ
ル
テ
ン
の
哲
学
的
神
学
的
決
断
主
義
に
関
す
る
記
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ド
申
(

)

N

(

目
的
・
由
)
す
白
川
県
心
一
け

う現~ヒZ芸れJヰ二いエトza (vgl. K. Lりwith，"Der okkasionelle Dezisionismus von C目 Schmitt“(1960)，in : Samtliche Schr，併en，Bd.l， 

Stuttgart 1984， S.32-71.)。

(a) Vgl. "Car1 Schmitt im Gesprach mit D. Groh und K. Figge"， in: P. Tommissen， Over En In Zake Carl Schmitt， Brussel 1975， S.94. ~ 

{思同司(信 r ，せが~.1 I~<与J社長nr::aγ 1 ê1岡~' -¥t秘密i。
(gl Vgl. E. Peterson， Der Monotheismus als politisches Problem， Leipzig 1935， S.96ff.， 158. 

(;;:;)トひた\1'\ 1トヤ ~tく rft E;;1ffi1 (1 ).1 (制緩制illt:g)1 1同長一11 ~く O f!m(;似国総 1 r択一会.，';¥ rj "{ "ムeぼ.1 (*~世記) e1 1 

ド瓜'~盟:0

(~) Cf. Bendersky， op. cit.， pp.232ff.策指， 11<0同~ト;ばヨ日正 IIffi1総・附議・出品líJ jii:型転'話井早ti-'l為的'ぬ堕j。

(呂)Vgl. C. Schmitt， Ex Captivitate Salus， Erfahrungen der Zeit 1945/47， KりIn1950， S.20， 64， 67. 緊結『岨華さな吉~:jg関経.1 1110111' 

川11斗y 11111く同;Hobbes， Leviathan， p.153， 491. 

(;j!;) Vgl. C. Schmitt， Uber die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens， 1934 Hamburg， S.24禄揺『ゼ華!llE;;吉正:jg閤縫.11 Hく111

f!m( ; Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes， 1938， Neuausg. 1982 KりIn，S. 82.鞍馬 r::--':r:--トヤト中入』。
(民)Vgl. C. Schmitt， Der Leviathan， S.31， 43， 49-54.1)小...).{..!r子 bトヤト中入』誌苦手G:!It$3ti' jii:叶G*-"ト×請書判G-H-:，;屋11」

5窓2雲杓ヰヰ.{..!再会H誌.，Q~ヰ ν エトza (vgl. C. Schmitt， "Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und D巴scartes‘¥Archivfur Rechts-und 

Sozialph山 sophie，Bd. 30 H. 4，1937， S.158-168.)。

(宰)V gl. C. Schmi此t

(~昆;:;) Vgl. ebd.， S.71.ふ吋 O(~ム:，;吋トza -tされト'1'\単垢難民口問活斗殺がの採さ経E;;~~雇ムJ -'lい， vgl. P. C. Mayer-Tasch， Thomas Hobbes 

und das Widerstand.旨recht，Tubingen 1965存者指『長 hト"1'¥-'v単唱鍵.1 (*~設ギ);!思æl!iii 1 Iムト1'¥・ 4手，，)¥"1'¥G叩直前屋Jr回
総.nl:(巡・難-RJl(1開銀制E恒)-¥t秘密!。

(gs) Vgl.ebd.，S.113， 116-118，h町 S.118.

(虫)Vgl. ebd.， S.103. 

(室)V gl. ebd.， S.84-86. 

(否)Vgl. ebd.， S.94-96， hier S.94. 
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恥
民
認
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説論

(
即
)
〈
包
・
内
・
凶
n
z
E
F
同
町
内
右
『
町
三
室
内
M
ミ
戸
∞
・

5温
M
一
邦
訳
、
三
O
二
頁
、
三
O
三
頁
以
下
。

(
問
)
〈
色
。
・
∞

n
E
E円
fhg若
宮
町

p
q
p
sミ
E
h
s
h
s
h
h否
定

R
E
F
S
-
M
-主
ム
タ
出
山
て
同
志
2
5
1
S
F
∞・

5
∞
同
邦
訳
、
一
九
O
頁。

(
山
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
最
も
深
い
理
解
者
で
あ
る
丸
山
真
男
は
、
「
現
代
に
お
け
る
人
間
と
政
治
」
(
一
九
六
一
年
)
や
「
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
l
を

め
ぐ
っ
て
」
(
一
九
八
三
年
)
で
、
獄
中
記
の
同
じ
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
内
外
二
分
法
に
対
し
最
も
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
る

(
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
四
七
四
頁
以
下
、
『
丸
山
虞
男
座
談
』
(
岩
波
書
庖
)
九
巻
、
五
五
頁
、
参
照
)
。

(
問
)
〈
加
?
の
・
∞

nzSF円
F
S
q号
室
、
認
に

S
F
∞
-S弓
・
邦
訳
、
七
O
頁
以
下
。

(
川
)
〈
加
こ
・
民
営
S
F
g
s
Eコ
て
き
た
ζ
問
、
去
を
ま
ま
二
王
星
・
邦
訳
、
二

O
頁
以
下
。

(
即
)
〈
吃
・
』
・
出
血
宮
E
F
t
-
5
2
2旬
、
さ
立
g
h
S
L町、
-
b
-
E
E
S
P
3
F
M・
-uun邦
訳
、
一
五
四
頁
以
下

l
g・-
b
R
同
凡
尋
問
内
尽
き
若
丸
、
旬

言
是
認
P
F
g
w『
Z
コ
白
・
豆

-
3少
∞
一
色
C
R
一
佐
々
木
毅
『
政
治
学
講
義
』
九
五
頁
以
下
、
参
照
。

(
胤
)
「
も
し
罪
の
な
い
善
良
な
人
聞
が
、
自
分
の
所
有
物
に
暴
力
で
手
を
掛
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
平
和
の
た
め
に
お
と
な
し
く
全
て
を
手
放

す
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
一
体
ど
ん
な
種
類
の
平
和
が
あ
る
の
か
、
良
く
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
平
和
は
も
っ
ぱ
ら
暴
力
と
略
奪
の
内
に

あ
り
、
強
盗
と
抑
圧
者
の
利
益
の
た
め
に
維
持
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
:
・
人
民
が
い
つ
も
際
限
の
な
い
暴
政
の
意
志
に
曝
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、

支
配
者
が
権
力
を
濫
用
し
、
人
民
の
所
有
物
を
保
持
せ
ず
に
破
壊
す
る
と
き
に
は
、
時
と
し
て
抵
抗
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
場
合
と
で
は
、
ど
ち

ら
が
人
類
に
と
り
最
良
の
利
益
で
あ
ろ
う
か
」
(
え
・
』
・
円
。
ロ
宮
・
担
、
。
司
高
邑
ha
ミ
C
D忘
ヨ
豆

2
F
E
-
-
q
-
Y
E田
-2・の陪
S
E仏
海
否
認
・
唱

-AFコ
・
邦

訳
『
世
界
の
名
著
幻
』
(
中
央
公
論
社
)
一
一
一
一
一
一
六
頁
、
傍
点
、
権
左
)
。

付
記
一
本
稿
は
、
北
大
法
学
部
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

6
『
複
数
の
近
代
』
(
小
川
浩
三
編
)
に
所
収
予
定
で
あ
っ
た
が
、
在
外
研
究
の
た
め
に
果
た
せ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
構
想
に
当
た
り
、
高
見
勝
利
北
大
名
誉
教
授
(
現
国
立
国
会
図
書
館
)
よ
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
動
向
及
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト

『
宜
忠
法
論
』
の
解
釈
に
つ
き
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
敗
戦
直
後
に
お
け
る
公
法
学
と
政
治
学
の
幸
福
な
結
び
つ
き
(
本
稿
注
(
閃
)

参
照
)
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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Entwicklung des politischen Denkens Carl Schmitts in der Weimar官 Zeit

-unter besonderer Berucksichtigung 

seines wechselnden Verstandnisses der Moderne -

Takeshi GONZA * 

O. Einleitung 

1. Verstandnis der Modeme als S証kularisierungund Immanentw巴rden

in der fruhen Weimarer Zeit 

2. Anerkennung der Konsequenz des Immanentwerdens 

in der Weimarer stabilen Phas巴

3. Ver託nderungdes Modeme-Verst如dnissesin der Weimarer Endphase 

4. Fortsetzung des Modeme-Verst如dnissesnach der Weimarer Zeit 

5. Schluss 

O. Obwohl die Beratertatigkeit Carl Schmitts in der Weimarer Endphase neulich 

aufgrund seines entzifferten Tagebuchs (1931 -Jan. 1933) geklart wurde (vgl. W. Pyta 

I G. Seiberth. 1999)， bleibt es noch aus， sein politisches Denken in der ganzen 

Weimarer Zeit konsequent aufzuklaren， weil man seine intellektuell巴Tatigkeitimmer 

unter der Annahme d巴runver話nd巳rtenKontinuitat betrachtet hat， indem Schmitt eigene 

Werke (insbesondere "Politische Romantikぺ"PolitischeTheologie“， "Der Begriff des 

Politischen“， "Huter der Verfassung“ mit den wichtigen Veranderungen wiederab-

drucken lassen hat. Hi巴rsoll die Entwicklungsgeschichte seines politischen Denkens in 

der Weimar巴rZ巳itunter besonderer Berucksichtigung seines wechselnden Verst証nd-

nisses der Moderne dadurch rekonstruiert werden. viele Revisionen zwischen der 1. 

und der 2. Auflage der obengenannten Werke zu berucksichtigen und einige Zasuren in 

der Entstehung seines Denkens deutlich巴rhervorzuheben 

1. Nachdem er in Munchen an der Exekution des Belagerungszustands (1915-1919) 

sowie an einem Seminar Max Webers (WS 1919) teilgenommen hatte， hat Schmitt 

zuerst in "Politische Romantik“(1919) die geistesgeschichtliche Voraussetzung seines 

北法54(6・495)2507 W 
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spateren dezisionistischen Denkens in der neuz巴itlichenSubjektivit証tgesucht， und in 

"Diktatur“(1921) Herkunft und Neugesta1tung des Diktaturbegriffs untersucht und als 

，kommissarische Diktatur“und "souverane Diktatur“ formuliert. In "Politische 

Theologie“(1922) hat Schmitt dann zum einen nach Hobbes den von Bodin 

herkommenden Souver如itatsbegriffvon jeder naturrechtlich-normativen Gebun-

denheit befreit und dezisionistisch als die ungebundene Entscheidung uber den 

Ausnahmezustand umformu日ert，so dass er das Wes巴njenes modernen souveranen 

Staates， der seit dem Absolutismus alle VerwaJtungsmitteln von den intermediaren 

Gewalt巴ngetrennt und auf sich konzentriert hat， genau so begrifflich巴rfassenkonnte， 

wie Weber sie als "universelIe Burokratisierung“charakterisiert hatte. Zum anderen 

hat Schmitt den dezisionistisch definierten Souveranitatsbegriff mit seiner einfluss-

reichsten Sakularisieru時抗hesedera口begrundet，dass① der absolute Furst als der 

erste Souver託ndie s泳ularisierteForm des uberweltI凶enGottes darstellt，② das 

Imman巴ntwerdender Gottesvorstellung den absoluten Furst durch das Volk ersetzen 

muss. Dabei ist es erstens zu beachten， dass die erste Stufe der S託kularisierungim 

weiten Sinne， d. i. die Sakularisierung im engeren Sinne， nicht die protestantisch巴

Analogie zwischen der kalvinistischen Gottesvorstellung und dem Souveranitatsbegriff 

bedeutet， wie Schmitt sp託ternach der Marburger Dissertation von K. T. Buddeberg 

(1933β7) erkJart hat (1934/38)， yieJmehr jenen TiteJ yon "vicarius Christi“， den der 

Papst zuerst dem romischen Kωser entrissen und danach der absolute Furst zum 

Gottesgnadentum ausgenutzt hatte， darstellt， wie ihn Schmitt in "Ro・mischerKa-

tholizismus und politische Form“(1923， aber im Marz 1922 entstanden) aJ s die 

katholisch巴Repr瓦sentationstheorieentfaltet hat. ZweItens hat Schmitt hier die Folge 

der zweiten Stufe der Sakularisierung， d. i. die des lmmanentwerdens oder Tran-

szendenzverIusts der Gottesvorstellung noch nicht aufgenommen， sondem sich aus 

dern Standpunkt der "monarchistischen Legitimitat“mit der "demokratischen Legitimi-

tat“ auseinandergesetzt， indem er der politischen Einheit ei日巴sVolks jeden de-

zisionistischen Charakter abgesprochen hat. 

2. In seiner ersten Bonner Schrift "Die geistesgeschichtliche Lage des heu 
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der Will巴 desVolkes durch "accIamatio“， durch den Beifall fur d巴nFuhrer 

demokratisch g巴ausertwerden 5011. 1m Gegenteil zu "Politische Theologie“hat er erst 

hier die demokratische Legitimitat， d. h. das Rousseausche Prinzip der Volkssouverani-

tat als die politische Folge des Immanentwerdens ausdrucklich anerkannt und nach 

dem Konzept Webers von der Fuhrerdemokratie ihre Vereinbarkeit mit der Diktatur 

geltend gemacht. In "Wirtschaft und Gesellschaft“(1922) hatte auch Weber schon die 

"demokratische Legitimit話t“alsWiederkehr der charismatischen Herrschaftsform， d. i 

als "Akklamation“des Volks fur den Trager des Charismas interpretiert， obwohl er in 

"Parlament und Regierung“ (1917118) nicht fur die plebiszitar-casaristische 

Fuhrerausles巴 wiedie These von W. Mommsen (1959) lautet， sondern fur die 

parlamentaristische Fuhrerauslese nach dem Modell des englischen Parlaments 

eingetreten hatte. 

In "Verfassungslehre“(1928) hat Schmitt erstens nicht nur die Verfassung im 

positiven Sinne als Produkt der politischen Entscheidung durch die ver-

fassungsgebende GewaIt betrachtet， sondern auch das Volk als Trager der ver-

fassungsgebenden GewaIt， d. i. die politische Einheit des Volkes deutlich anerkannt， so 

dass er auch die demokratische Legitimit託tder 1919 zustande gekommenen Weimarer 

Verfassung， einschlieβlich des rechtsstaatlichen Prinzips， aufnehmen konnte. Zweitens 

hat巴reine zentral巴Th巴seuber die moderne Verfassung vertreten， dass jede moderne 

Verfassung Verbindung und Mischung aus dem politischen und rechtsstaatlichen， d. i， 

aus dem demokratischen und liberal巴nBestandteil ist， und zwar jener politische 

Bestandteil Verbindung aus zwei Formprinzipien， d. h. aU5 dem demokratischen und 

monarchischen Prinzip ist. W証hrenddas demokratische Identit託tsprinzipdurch 

Akklamation des sich in der Offentlichkeit sammelnden Volkes ausfuhrbar ist， beruht 

das monarch国 hePrinzip auf jener Reprasentationstheorie， welche die unsichtbare 

politische Einheit in der Offentlichkeit pers出 lichvergegenw証rtigensoll. Wenn aber 

Schmitt erklart， dass auch der absolute Furst， wie Kaiser od巴rPr.証sident，nur Repra-

sentant der politischen Einheit des Volkes ist， proリizierter retrospektiv die neue Repra-

sentationsvorstellung， die erst nach der Anerk巴nnungdes Immanentwerdens err巴icht

werden konnte， in die fruhere Reprasentation 
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organisatorische Prinzip der Gewaltenteilung im rechtsstaatlichen 8estandt巴ilunter 

dem Hintergrund jer町 Lehrevon der gemischten Regierungsform， welche seit 

Polybius die romisch-republikanische Verfassung als Vermischung aus dr巴 Re-

gierungsformen， d. i. Demokratie， Aristokratie und Monarchie gedeutet hat. Die 

Verfassung des modemen burgerlichen Rechtsstaats ist nach Schmitt immer eine 

gemischte Verfassung， insofern innerhalb des politischen 8estandteils alle Form-

prinzipien， d. i. die monarchische Konstruktion der Regierung， der aristokratische 

Gedank巴desParlaments， die demokratische Vorst巴lIungdes Plebiszits， unter巴inander

verbunden und gemischt sind. Von vier Moglichkeiten， die aus der Anwendung des 

Prinzips der Gewaltenteilung auf das Weimarer Parlamentssystem zu schlies巳nsind， d. 

i. Parlamentssystem im engeren Sinne， Kabinettssystem， Premierministersystem， pr託SI-

dentiellem System， kritisiert Schmitt das Webersche Konzept des Premier-

ministersystems， in d巴mder Fuhrer der Parlamentsmehrheit die politische Leitung hat， 

und‘befurwortet das prasidentielle System， in dem der vom Vertrauen des ganzen 

Volkes getragene Chef der Exekutive， d. h. der Reichsprasid巴ntdie politische Fuhrung 

hat. 

3. In der ersten 8erliner Schrift "Huter der Verfassung“(Marz 1929) charakterisiert 

Schmitt den neutralen Dritten， welcher jene unter der gemischten Ve巾 ssung

entstehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Tragem politischer Kom-

petenzen schlichten oder austragen soll， als "Huter der Verfassung“日ndinterpretiert 

die Position des Reichsprasidenten als "republikanisierten Mom山 hen“nachjener 

liberalen Lehre Benjamin Constants von einem "pouvoir neutre et int巴rmediaireぺ

welche die konstitutionelle Stelle des Konigs r巴chtfertigensoll. Insofem man die 

verfassungsrechtliche Lehre der n巴utral巴nGewalt auf den heutigen Staat anw巴nden

kann， bezeichnet Schmitt die neutral巴 Instanz gegen alle g巴sellschaftlich-

wirtschaftlichen Konflikte als "den neutralen Staat". Daneben versucht er im 

8arcelon巴rVortrag "Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisi巴rungen“(Dez.

1929)， jenen zweistufigen Geschichtsprozess， der fl凶herals S話kularisierungund 

Immanentwerden formuliert war， j片知巴etz討ta山Isden im町m即nm町me釘rf，お0託巾s民叫chr印巴1出t旬巴印n凶d巴叩nein訂加I日l凶附山5坑叫山t1ωuぱ凶lf凶f白1伊 nl 

Prozes路sder "Ne飢叩utralis幻leru叩mg‘“‘¥， der da部sZε叩I日凶】itral抱geb悩1巴目tdes Poli川Usωchenvom theologisch 巴n 

bis zum wirtschaftlichen Bereich fortwめrendverlegen und dadurch entpolitisieren 

soll， umzudeuten. 
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Aber unter der neuen Krisenlage nach den Reichstagswahlen vom Sep. 1930 hat 

Schmitt in den neuen Versionen von "Huter der Verfassung“(1931) sowie "Der 

Begriff des Politischen“(1932) nicht nur die Wendung vom neutralen zu jenem 

"totalen Staat“， der sich nun in alle gesellschaftlichen Spharen einmischen soll， 

sondern auch die pluralistische Aufteilung d巴rpolitischen Einheit und daraus 

entstehende innenpolitische "Freund-und F，巴ind-Gruppierung“analysiert.In seiner 

letzten W巴imarerSchrift "Legalitat und Legitimitat“(im Jul. 1932 abgeschlossen) hat 

er dann einerseits auf die Moglichkeit der S巴Ibstverleugnungder parlamentaristischen 

Legalit証thingewiesen und damit vor der Bedrohung der Beseitigung des Weimarer 

Parlamentssystems durch die legale Machtubernahme der NSDAP gewarnt. An-

dererseits hat er hier ein巴neueThes巴von"zwei Verfassungen“， dass die Weimar巴r

Verfassung zwischen ihrem ersten und zweiten Hauptteil， d. h. zwischen dem 

politisch-d巴mokratischenund rechtsstaatlch-liberalen Bestandteil gespalten ist， vertre-

ten und ein politisch巴sSzenario， das die Praxis des Pr証sidialkabinettsnach den 

R巴ichstagswahlenvom 31. 7. 1932 b巴grundensoll， dass der Reichsprasident als Trager 

der "plebiszitar-demokratische Legitimitat“gegen die parlamentaristisch巴 Legalitat

den rechtsstaatlichen Bestandteil d巴rW巴imarerVerfassung retten soll， dargestellt 

Obwohl Schmitt als Verfassungsberater des Reichswehrministers Schleichers sich 

danach mit der Staatsnotstandplanung vom Aug. 1932 und Dez. 1932 / Jan. 1933 

b巴fassthat， hat doch der Reichspr話sidentHindenburg sowohl seinen Vorschlag， die 

verfassungsrechtliche Beschr託nkungder Notverordnung aufzuheben und das konstruk-

tive Misstrauensvotum faktisch einzufuhren. als auch Schleichers defensiven Staats-

notstandplan， termingerechte Neuwahlen nach der Aut1osung des Reichstags zu 

verschieben， als verfassungswidrig abgelehnt und dadurch die Tur zur Machtergreifung 

Hitlers geoffnet. 

4. Indem Schmitt nach dem am 24. 3. 1933 verabschi巳:detenErm託chtigungsgesetz

zum Nationalsozialismus konvertiert und als "Kro吋uristdes dritten Reichs“an dem 

NS-Regime mitgewirkt hat， hat auch seine intellektuelle T託tigkeitin der Weimarer 

Zeit， z. B. sein dezisionistisches Denken und S証kularisi巴rungsthesescharfsinnige 

Kritiken von K. Lowith und E. Peterson (1935) hervorgerufen. Nachdem er sich aber 

seit Sommer 1936 vom SS-Sicherheitsdienst beaufsichtigen und vom SS-Organ "Das 

Schwarze Korps“angreifen lassen hatte， hat er in seiner Hobbes-Schrift "Der 
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L巴viathanin der Staatslehre des Thomas Hobbes“(1938) ein doppeltes Hobbes-Bild 

als "grosen Oezisionist巴n“und"geistigen Ahn巴ndes burgerlichen Rechtsstaats“ 

dargelegt und seine fruher巴Moderne-Verstandnisse nochmals zusammengefasst. Nach 

dem Barceloner Vortrag von 1929 hat Schmitt einers巴itsden Mechanisierungsprozess 

der Staatsvorstellung bei Hobbes als den Teil jenes Neutralisierungsprozesses 

interpretiert， der uber den technisch-neutralen Staat letztlich zum wertneutralen Legali-

t託tssystemfuhr巴nsoll. Anderers巴itshat er den neutralen Staat mit der Oichotomie von 

Ausen und lnnen， Offentlich und Privat so umformuliert， dass Hobbes mit der 

Unterscheidung von innerem Glauben und詰useremBekenntnis dem Leviathan den 

individualistischen Vorbehalt der inneren Gedanken-und Glaubensfreiheit g巴macht

und den Weg des modernen neutralen Staats zum liberalen Rechtsstaat eroffnet. Wenn 

auch er damit eigenen Unmut ti・berdie nationalsozialistische Gleichschaltung 

vorsichtig ge証userthat， wie er sp証t巴rin "Ex Captivitate Salus“(1950) behauptete， hat 

Schmitt gleichzeitig jene Problematik der deutschen Tradition seit Luther (vgl. M. 

Maruyama 1961/83)， im Namen der lnnerlichkeit das Ausen total der Politik 

auszuliefern， ans Licht gebracht. 

5. Bis 1922 hat Schmitt die okzid巴ntaleModerne als d巴nProzess der Sakularisi巴rung

und des lmmanentw巴rdensverstanden und in Auseinandersetzung mit der Folge des 

lmmanentwerdens den dezisionistisch bestimmten Souveranit託tsbegriffnach d巴m

Vorbild der p証pstlichenAlImacht zu rehabilitieren versucht. In der Bonner Zeit von 

1923 bis 1928 hat er dann nicht nur die Konsequenz des Immanentwerdens anerkannt 

und die demokratische Legitimit話tals die politische Einheit des Volkes aufgenommen， 

sondern auch die moderne Verfassung als Verbindung und Mischung aus zwei 

Prinzipien， aus dem politischen und rechtsstaatlichen Bestandteil interpretiert. In der 

Berliner Zeit von 1929 bis 1932 hat er dagegen die Moderne als das Zeitalt巴rder 

Neutralisierung oder Entpolitisierung， die Gegenwart als das Zeitalter der Politisierung 

umged巴utetund die These von der Spaltung zwischen zwei Verfassung巴nauf die 

Grenzsituation in der Weimar巴rEndphase angewendet. Nach d巴mAustritt aus dem 

NS-Regime hat er schlieslich den neutralen Staat erst mit der protestantischen 

Oichotomie von Ausen und Inn巴naufgefasst. 
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